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令和６年改訂版の発行にあたって 

 

平成 19年(2007年)の改訂第３版補訂版発行以降、平成 30年(2018年)「働き方改革関連法」が成

立し、働く人たちの労働環境は、70年ぶりの大改革が進められてきました。初めてとなる時間外労働の罰

則付きの上限規制の導入など、働きすぎを防ぐことで、働く方々の健康を守るためなどの労働基準法の改正

が行われ、また同一企業内の正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差をなくして、どのような雇用形態

であってもその待遇に納得して働くことができることを目的に、「パートタイム・有期雇用労働法」も改正され

ました。 

このように労働者保護法規といわれる労基法等の改正はなされましたが、法律が改正されただけで、労働

者の生活が向上し、企業の発展が促されるわけではありません。集団的労使関係の中で、労使が共に各事

業所での課題に取り組んで、解決していくことが重要なのは、言うまでもないことです。 

この「労使関係の手引き」は、集団的労使関係(「労働組合」と「使用者」)における実際的な手続、方法など

についてまとめたものとして、昭和４８年に発行されました。その後、版を重ねつつ、多くの労働組合、使用者

の皆様にご活用をいただいております。 

今回の改訂では、より、皆様の労使関係・組合活動の実務に役立つように、近年の重要な判例を追加する

とともに、新たに最近の法律の制定・改正内容を反映させました。また、労働組合、団体交渉、労働協約、争

議行為、不当労働行為など円滑な労使関係の形成のために必要な基礎知識をコンパクトにまとめることによ

って、労使の皆様が手軽に活用できるよう配慮するとともに、主要な関係様式例や記載例も併せて記述して

おります。 

今後も引き続き「労使関係の手引き」をご活用いただき、労使が共に、よりよい職場づくりに取り組んでい

ただくことを願っております。 

最後に、今回の刊行にあたり、かながわ労働センター職員のプロジェクトチームにより、第３版補訂版以降

の労働情勢等の変化を踏まえた見直し作業を行いました。関係職員の尽力に感謝します。また、当労働セン

ターの外国人専門相談員や各種労働講座などで、大変お世話になっている法政大学講師の山本圭子先生

に監修と助言指導をいただき、刊行に至ることができましたことに感謝申し上げます。 

また、神奈川県労働委員会事務局の職員の方々にも、お忙しい中、記述内容の御確認をいただきました

ことに、この場を借りて御礼申し上げます。 

 

令和６年９月 

神奈川県かながわ労働センター所長 
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１ 労使関係とは何か 

（１） 労使関係とは 

労使関係とは、文字どおり労働者と使用者との間に成立する継続的な関係をいいます。労使関係を考える

場合、次の五つのものがあります。 

第１に、国際レベルの労使関係です。社会正義の拡大、ディーセント・ワークの推進を掲げたＩＬＯ（国

際労働機関、加盟国政府・労使代表の三者構成）はそのような舞台です。例えば雇用における男女差別撤廃

の問題（男女雇用機会均等法）や民間による職業紹介事業を認めるか否かという問題（職業安定法を改正し

て原則として自由になりました）などがあります。なお、国際的な労働運動の組織としてＩＴＵＣ（国際労

働組合総連合、2006年(平成18年)設立）などがあります。 

第２には、全国レベルにおける労使関係です。ここでいう労使関係とは、広い意味での労働者と使用者の

関係をいいます。現在でいうと、例えば、連合（日本労働組合総連合会）、全労連（全国労働組合総連合）

などの労働組合のナショナルセンターと、経団連（（一社）日本経済団体連合会）などの経営者団体の関係

ということになるでしょう。近年では、労使を代表する団体とされる連合と経団連により１月ごろに開催さ

れる懇談会が、春季労使（賃金）交渉、いわゆる春闘のスタートといわれます。 

また、全国レベルであることから政府の政策と関係する場合が多く、政府も含めて論じられることがあり

ます。 

例えば、近年、時々の重要な労働問題に関して「政労使会議」といわれる政労使の意見交換の場が開催さ

れることがあります。また、ＩＬＯの諸条約において、雇用政策について労使同数参加の審議会を通じて政

策決定を行うべき旨が規定されていることにより、厚生労働省に常設の労働政策審議会が設けられ、公労使

三者構成による労働政策に関する建議、調査審議が行なわれています。また、毎年、最低賃金法に基づき賃

金の最低基準を決める中央・地方の最低賃金審議会も、労使代表が参加し、議論のうえ、決定されます。 

第３は、産業レベルにおける労使関係です。例えば自動車産業や建設産業における労使関係のように、そ

れぞれの産業に特有な労使関係があります。欧米では、労働条件について、最も有力な発言権を持つのは産

業別の組合です。産業レベルでの労使関係の特徴は、特に労働組合対経営者あるいはその団体との関係で現

われる点にあります。 

第４は、企業レベルにおける労使関係です。つまり、一企業における使用者とそこに雇用される労働者・

その加入する労働組合の関係をいいます。労使関係においては最も基本となる関係です。 

第５に、職場レベルにおける労使関係です。これは、企業レベルにおける労使関係に包含されるものです

が、この中には、例えば職場の長（フォアマン）と直属の従業員との関係にみられるように、職場あるいは

仕事を中心として特殊な労使関係の問題を持つことになります。組合員、非組合員という区別からすると、

この場合の使用者にあたるフォアマンは、日本の場合では組合員である場合もあれば、そうでない場合もあ

ります。しかし、一つの職場の中で、このようなフォアマンと従業員との間に出来上がる関係は、大体にお

いて使用者と労働者との関係と見られるもので、規模は小さくとも、その重要さでは他の場合の労使関係と

変わりはありません。 

 

（２） 労使関係には集団的労使関係と個別的労使関係の二つの面がある 

一般的に労働者と使用者との関係には、集団的労使関係と個別的労使関係の二つの面があるといわれてい

ます。 

一つは労働組合と使用者との間に成立する関係で、集団的労使関係といいます。団体交渉、争議行為、労

働協約などは、すべてこれに含まれます。集団的労使関係においては、労働組合法の枠組みの下で、労使が

対等の立場に立って交渉し、問題を解決する「労使自治の原則」が強調される傾向にあります。集団的労使

関係のこれまでの展開と今後の課題については、第８編「労働組合の過去・現在・未来」で述べます。 

もう一つは、労働者と使用者の間に成立する関係で、個別的労使関係（あるいは個別的労働関係）といい

ます。これは、基本的には労働契約に基づく関係で、所定の労働条件、すなわち決まった労働時間、休憩、

休日その他の定めに従い、使用者の指揮命令に服して業務を遂行し、一定の賃金を得る関係をいいます。 

 

個別的労使関係においては労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法に加えて、労働契約法

その他の法律により国による労働者の保護が行われています。 
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★ 労使関係の二つの面 

 

（１）集団的労使関係 
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１ 労働組合とは 

（１） 労働組合とは 

労働者は、一般に、使用者に雇用されて働く以外に生活ができないことから、使用者は労働者に対しては

るかに優位になっている結果として、労働者は低い、不利な労働条件に甘んじなければならなくなります。

このような弱い立場の労働者はまとまる（団結する）ことで、使用者と実質的に対等な立場になることが必

要になります。そこで労働者が団結して結成するのが労働組合です。 

憲法第28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」

と定め、労働者が労働組合を結成し（団結権）、交渉（団体交渉権）と団体行動（ストライキ等・団体行動

権）をする権利（労働三権）を保障しています。 

この労働三権にもとづき、２人以上の労働者が集まれば労働組合を自由に結成し、活動することができ、

行政庁への届出などの手続きは必要ありません（労働組合の「自由設立主義」）。また、労働組合は使用者と

団体交渉をする権利を持ち、使用者は労働組合との交渉に誠実に応じなければなりません。 

しかし、労働者の団体のすべてが、法律上労働組合として保護を受けられるわけではありません。労組法

では、労働組合がどのようなものであるのかについて定義を定めるとともに、この規定に適合するものに対

して保護を与えています。 

 

ア 労組法上の労働組合とはどのようなものか（労組法第２条） 

労働組合とは、「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として労働者が組

織する団体」であって、「労働者が主体となって自主的に組織する団体」です。労働組合が自主性を持つと

いうことは非常に大切なことなので、労組法上の「労働者」の定義と併せて次に少し詳しく述べます。 

また、労働組合が労働条件の維持改善その他経済的地位の向上の目的で、副次的なものとして政治運動

や社会運動を行ったり、福利共済事業をすることは認められています。 

 

イ 労組法上の「労働者」 

労働組合の主体となるべき労働者については、労組法第３条で「この法律で労働者とは、職業の種類を

問わず、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義されています。これは団体交渉

を中心とする労組法の保護を受ける立場になり得るか、という観点からの規定で、労働基準法や労働契約

法上の労働者の範囲よりも広く、現実に使用従属関係にない失業者なども含まれます。 

また、請負や委任など、労働契約以外の労務供給契約によって、労働を提供し、一定程度の独立性を有

する者も労組法上の労働者になることがあります。労働者として認められたものとしては、INAXメンテナ

ンス事件（最高裁第三小法廷 平23.4.12判決、後記付録32頁参照）、新国立劇場運営財団事件（最高裁第三

小法廷 平23.4.12判決、後記付録32頁参照）などがあります。 

 

その後、2011年(平成23年)７月にとりまとめられた厚生労働省の「労使関係法研究会報告書」におい

て、次のとおり労組法の労働者性の判断基準が示されています。 

基本的判断要素 

① 事業組織への組み入れ 

② 契約内容の一方的・定型的決定 

③ 報酬の労務対価性 

補充的判断要素 

④ 業務の依頼に応ずべき関係 

⑤ 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束 

消極的判断要素 

⑥ 顕著な事業者性 
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※ 「基本的判断要素」をもとに「補充的判断要素」と合わせて総合判断します。但し「消極的判断要

素」が認められる場合は労働者性が否定され得ます。 

労働者性の判断に際しては、組織に組み込まれ指揮命令下における労務提供であること［①⑤］や、報

酬の賃金性［③］、取引関係の不平等（もしくは独立性の欠如）［②④］について、着目されるところで

す。 

■ 参考：厚生労働省資料「労働組合法上の労働者性の判断基準について」概要版 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf-att/2r9852000001jx2y.pdf 

■ 参考：労使関係法研究会報告書 「労働組合法上の労働者性の判断基準について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf-att/2r9852000001jx2l.pdf 

 

ウ 労働組合の自主性とは（労組法第２条但し書第１号・２号） 

（ア）使用者の利益代表者を入れてはいけない 

労働組合は、労働者が自主的に組織するもので組合員の範囲については、本来組合が決定するもので

すが、使用者の利益代表者を構成員とするような場合は、労働組合の自主性を損なう危険性がありま

す。そこで、労組法は、「使用者の利益を代表する者の参加を許す」ものは、労組法上の保護を与える

組合としては認めていません。（労組法第２条但し書第１号） 

 

この使用者の利益を代表する者とは、次のような者が考えられます。 

a  法人の社長、取締役などの役員や理事会などを構成する人たち 

b  雇入・解雇・昇進又は異動などの人事について直接の権限を持つ監督的地位にある労働者 

例えば、人事課長、労務課長などの他にもこのような権限が与えられている者を含みます。 

c  使用者の労働関係の計画や方針などの機密の事項にタッチするため使用者と組合との板ばさみと

なるような人で監督的地位にある者 

例えば、人事課、労務課、給与課の上級職員、重役の秘書などがこれに当たります。 

d  その他使用者の利益を代表する者 

例えば、会社の守衛や社長の運転手など、が問題となります。 

 

このような制限を設けるのは組合が対等な立場で使用者と交渉ができるようにするためですから、そ

の者が組合に入ることによって組合の自主的な活動が損なわれるかどうか個別に判断していくことにな

ります。 

ここで１つ問題となるのが「管理職組合」です。職場において管理職とされる労働者も、「賃金、給料

その他これに準ずる収入によって生活する者」ですから、労組法第３条の労働者には含まれます。従っ

て、管理職のみで組織する団体も、少なくとも憲法第28条の団結権、団体交渉権、団体行動権は保障さ

れる労働組合となります。 

一方で、労組法第２条但し書き１号で「使用者の利益代表者が参加する労働組合は自主性を欠く」と

しています。この点について、いわゆる管理職の参加を許す組合であっても、使用者と対等な関係に立

ち自主的に結成され統一的な団体であれば、労組法７条２号の「労働者の代表者」に含まれ、正当な団

体交渉拒否となるためには、いわゆる管理職が参加していることにより適正な団体交渉の遂行ができな

くなるような特別な事情が必要であるとした判例（セメダイン事件（東京高裁 平12.2.29判決、最高裁

第一小法廷 平13.6.14決定で確定））があります。（なお、本事件において問題とされた、管理職であ

る当該組合員については、利益代表者が含まれていないとして、労働委員会の救済命令が維持されまし

た。） 

 

（イ）使用者の経費援助を受けてはいけない 

労働組合を運営していくために必要な経費は、本来、組合自身によってまかなわれるべきもので、使

用者から財政上の援助を受けると、労働組合の自主性を失わせ、ともすると御用組合化する危険があり

ますので、このような場合は労組法上の保護が受けられない場合があります。例えば、組合専従者の給

料を使用者に払ってもらったり、ストライキ中の賃金の支給を受けたりすることは、違法な経費援助に

当たります。 
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しかし、使用者が労働組合に対して便宜を図る場合でも、次の三つは例外として認められています。 

a  労働組合が就業時間中に使用者と協議したり団体交渉を行う際、その仕事をしなかった時間に対

して使用者が賃金を支払うこと 

b  使用者が、労働組合に福利厚生のための資金を寄附すること 

c  使用者が労働組合に最小限の広さの事務所を供与すること 

これら以外にも、組合掲示板の貸与や組合費のチェック・オフ（後記第４編「労働協約」52頁チェッ

ク・オフ参照）などを労働協約に基づいて行うことは適法な便宜供与と解されています。 

 

エ 労組法上の労働組合にはどのような保護が与えられているのか 

労組法は、労働者が自分たちの労働条件の維持向上を図るために自主的に結成した労働組合であって、

労組法第５条に規定する事項（後記12頁参照）を記載した組合規約を作成しているもの（法適合組合ない

し法内組合）に、次のような保護を与えています。 

 

（ア）不当労働行為制度による保護（労組法第７条、第27 条～第27 条の 18） 

正当な労働組合活動をしたことで使用者が労働者を解雇したり、労働組合を作ろうとするのを使用者

が妨害したり、正当な理由がないのに団体交渉を拒否したり、組合の結成に介入したり、あるいは組合

に加入しないことを条件として雇用したりすることを「不当労働行為」として禁止しています。さら

に、これらの行為が行われたときは労働組合又は労働者は、労働委員会に救済を申し立てることができ

ます。労働委員会は事実の有無を審査し、不当労働行為に該当すると判断されると、使用者はその行為

をやめるように命じられ、それに応じないときは処罰されることになっています（後記第６編「不当労

働行為」参照）。 

 

（イ）刑事上・民事上の免責、不利益取扱いの禁止（労組法第１条第２項、第８条、第７条第１号） 

労働組合が賃金引上げなどを要求してストライキを行っても、正当な争議行為であれば、違法性が阻

却され、刑事罰は科せられません（刑事免責）。また、使用者がこれによって損害を受けても、労働組

合や組合員に対して民事上の損害賠償を請求することはできません（民事免責）し、使用者は、正当な

争議行為を理由に、組合員に解雇などの不利益な取扱いをしてはいけません（不利益取扱いの禁止）。 

しかし、労働組合だからといって、法律はその行為のすべてを保護しているわけではなく、労働組合

でも暴力を行使したり物を壊したりすることは絶対に許されません。また使用者に処分権のないような

要求を掲げてストライキを行ったような場合（純粋政治ストや同情ストなど）は、正当な争議行為とは

解されず、法律上の保護は受けられません（後記第５編「争議行為」参照）。 

※ 以上の保護は、労組法第２条本文以外の要件を欠く場合でも、憲法第28条の規定から民事上・刑事

上の保護と不利益取扱いの司法救済は認められています。しかし、円滑な組合活動を行うためには、

労組法第２条と第５条の要件を満たす形で結成することが望まれます。 

 

★ 労組法上の要件該当性と労組法の保護等の関係（条文は労組法） 

 法適合組合 

(第２条本文但し書・第５条) 

規約不備組合 

（第２条本文、但し書） 

自主性不備組合 

（第２条本文） 

民事上・刑事上の免責 

不利益取扱いの司法救済 ○ ○ ○ 
労働協約の効力 

（第14～17条） ○ ○ ✕ 

労組法上の手続への参与 

不当労働行為の救済申立 ○ ✕ ✕ 

（出典 荒木尚志「労働法 第5版」P651(有斐閣・2022年(令和4年))および小畑史子・緒方桂子・竹内

(奥野)寿「労働法 第4版」P216(有斐閣・2023年(令和5年))を基に作成） 
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（２） 労働組合の種類 

労働組合には組織の範囲、形態により様々な種類のものがあります。 

 

ア 組織形態による分類 

労働組合は組織形態の側面からいくつかに分類できます。なお、ここでは、労働者個人の単位で加入あ

るいは結成する組織、すなわち後記イ 組織構成による分類 （ア）で述べる単位組合を念頭において分類しま

す。 

（ア）企業別組合 

一つの会社又は同じ会社内の工場の従業員が作る労働組合を「企業別組合」といいます。わが国の労

働組合はほとんどがこれに該当します。この組織形態は、現業部門と事務部門が同じ組合に所属する点

も特徴です。 

企業別組合は、わが国労働組合組織の大きな特徴です。戦前の産業報国会の経験が、敗戦直後の労働

組合再建に影響を与えていると思われます。 

（イ）職業別組合 

機関士、旋盤工とか印刷工のように従来、熟練職とされた職種、主に現業職の労働者が同じ職種であ

ることを結合の契機として組織された組合で、産業や企業に関係なく組織されます。通常、数個の企業

にまたがって組織されます。世界レベルで見ると、熟練職が解体されて大量の不熟練労働にとって代わ

っていった20世紀後半、職業別組合は徐々に中心的形態から退き、これに代わって産業別組織が台頭し

てきます。 

（ウ）産業別組合 

自動車産業や造船産業など同じ産業の労働者が職種に関係なく組織した形態が産業別組合です。自動

車産業に端的に示されるように、一つ一つ熟練工の手によって完成品が作り上げられるのではなく、テ

イラーシステムや大量生産方式で大量の不熟練労働による生産が普及していく中で、その下に働く労働

者を組織する形態が求められました。それが産業別組合で、世界的には20世紀の労働組合組織の中心的

形態となりました。 

（エ）合同労組  

企業の枠を超えて、一定の地域等で個人加入を原則として組織される労働組合です。 

現在の日本では船員や大工等の建設関係に多い職業別組合なども、基本的に企業の枠を超えて組織さ

れる個人加入の労働組合です。 

しかし、戦後、企業別組合が主流となるとともに、年功序列・終身雇用などの要因により組織率が高

い大企業と違い、転職など労働者の企業間移動が多い中小企業では、組合の組織化が困難な状況が多く

ありました。 

このことから、合同労組は、一定の地域を範囲とするなどして、労働条件の企業規模間格差の解消な

どのため、企業の枠を超えて積極的に組織されるようになりました。 

1960年代ごろから組織された合同労組は、企業の枠を超えた個人加入を原則としつつも、合同労組内

の下部組織として、独自の組合活動ができる支部、分会を企業単位で組織することが多く、産業別の上

部組織等に加入するまでには至らない中小零細規模の組合が団体加入することもあります。 

従来の合同労組とともに、パート、派遣などの非正規労働者や、外国人労働者などの雇用や待遇、過

労死などの労災認定問題など、個人の権利救済に焦点を当てた駆け込み寺的な個人加入の合同労組の新

たな形態として、コミュニティユニオンと呼ばれる合同労組も拡大しており、正規・非正規の労働者か

に関わらず、長時間労働問題やハラスメント問題をはじめ、職種別・属性別等の新たな観点からの問題

などに、幅広い取り組みが行われていることも注目されます。 

 

イ 組織構成による分類 

労働組合をその構成から見ますと単位組合と、連合体組合に分けられます。 

（ア）単位組合 

単位組合とは、個々の労働者個人が構成員になっている労働組合（個人加入）をいいます。  

（イ）連合体組合（連合団体である労働組合） 

連合体組合は、単位組合を構成員とする労働組合（団体加入）です。 
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★ 労働組合の上部団体 

個別企業内の組合では力が弱く、使用者に対抗することが難しい場合があります。そこで、以下のよ

うな外部の労働組合（連合体）に加盟することがあります。 

単位組合が地域や産業別の連合体に下部組織として加入した場合に、加入した連合体を「上部団体」

と呼ぶことがあります。上部団体は、単位組合の結成を援助したり、団体交渉などの組合活動を支援し

たりします。また労使紛争が起きた場合には紛争解決のために組合の活動を助言指導したりします。産

業分野の情報提供や分析、学習会の開催を行っている上部団体もあります。 

上部団体や地域労組に加入すると、組合費（負担金）を別途納めなければなりません。また上部団体

や地域労組の規約や運動方針に従わなければなりません。そのため、どの上部団体や地域労組に加入す

るのが自分たちの労働組合の目的と利益にあっているのか、慎重に判断することが重要です。 

 

（３） 労働組合の目的は何か 

ア 労働条件の維持改善 ― 団体交渉と労働協約の締結、運用 ― 

労働組合活動の中心をなすものは、賃金などの労働条件に関する活動です。労働組合は、労働条件の維

持改善のための活動などを行い、労働者の経済的な地位の向上を図ることを本来の目的とするものです

が、この労働組合の目的達成のためには、労働組合が使用者と団体交渉を行い、そこで妥結した事項につ

いて労働協約を締結することが必要です。また、使用者としても、労働協約を通じて労使間の問題を処理

していくことが労使関係を安定させ労使間の紛争から生じる双方の精力の浪費を防ぐなどの点から得策と

思われますので、その締結を図ることが望ましいことです。 

しかし、労働組合の任務は、労働協約の締結で終わってしまうわけのものではなく労働協約を円滑に運

用していくことも労働協約締結と同じように重要なことです。使用者と労働組合は、労働協約締結後は、

この協約に従って労使間の問題を処理しながら継続していくことになるわけですから、労使双方とも協約

を誠実に履行し円滑な労使関係をつくり上げていくことが重要です。（後記第４編「労働協約」参照） 

 

イ 労働組合による福利共済活動 

次に重要な活動として福利共済活動があります。これは組合員の生活に必要な物資の購入あっせん事

業、協同施設を設けてこれを利用させる事業、生活改善や文化の向上を図る事業、退職、死亡、疾病、災

害の共済事業など様々あります。日本の労働組合では、一般に福利共済活動にあまり力を注がない傾向が

ありましたが、近年では福利共済活動についても積極的に取り組むようになっているようです。 

 

ウ その他の活動 

労働組合は、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を目的とすることから、これに関係する労基

法等の法律や制度、政策等に関する働きかけを行うなど、企業の枠を超えて広く政治的・社会的活動を副

次的に行うことも認められています。 
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２ 労働組合を作るには 

労組法は労働組合の自由設立主義を採っています。したがって、２人以上の者が集まれば自由に設立でき、

労働組合の結成についても官庁に届け、許可を得る必要はありません。また、使用者にあらかじめ了承を得る

必要もありません。よく「社長の許可も得ないで作った労働組合など認めるわけにはいかぬ」と憤慨される使

用者がいますが、そのような認識は間違っているのです。 

しかし、労働組合の結成が自由であるといっても、使用者に対し労働組合を結成したことについて何の連絡

もせず、交渉の相手方である使用者の側が、いつ労働組合が結成され、どのような範囲の人達がこれに加入

し、誰が代表者であるかさえわからない状態では、以後の交渉を円滑に進めることはできません。そこで労働

組合を結成した場合は、一番関係の深い相手方である使用者に対し、組合結成の事実、組合員の範囲、代表者

（役員）の氏名等を通知することが望ましく、またこのことは良い労使関係確立の第一歩でもあります（後記

付録42頁「労働組合結成通知書」参照）。 

なお、以下の説明の例示は、一定程度以上の組合員規模（数百人以上など）を想定したものであり、労組法

が求める要件や民主的運営を確保できれば、数人、数十人では簡略化は可能です。 

 

★ 労働組合結成から活動までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 準備段階―結成準備委員会 

組合の結成は、まず労働者の何人かが集まって組合を作ることが決まったときに第一歩が踏み出されるこ

とになります。この集まりを、ここでは仮に結成準備委員会と呼びます。この委員会は労働組合を誕生に導

く大切な役目を持っています。 

 

委員会は、組合結成大会までに次のような準備をします。 

ア 職場の労働条件（賃金、労働時間制度、休暇の取得状況、残業時間など）の実態を把握する。さらに、

世間一般ではどのようになっているかを調べる。これは、要求を決める際の重要な資料となります。 

イ 会社に関し、次のことを把握する。 

（ア）従業員の構成と意識 

（イ）会社内の人間関係 

（ウ）企業業績とその内容、今後の動向 

（エ）会社の経営態度、役職者の任務と人柄 

（オ）労働法に関する基礎知識 

ウ 組合結成の趣旨を職場の従業員に伝え、一人でも多く組合に加入するよう働きかける。 

エ 組合規約案を作り、これを組合加入予定者に配布して十分に検討してもらう。 

オ さしあたって組合がどのような方針でやっていくのかという運動方針を作成する。 

カ 運動方針とにらみあわせ組合費をいくらにするかを決め、これに基づいて初会計年度の予算案を作る。 

キ 役員選出の方法、手順を決める。 

ク 結成大会の日時、場所、大会の次第等を決める。 

 

概ね以上の準備が出来たら結成大会を開いて規約、運動方針、予算、役員等を決定し、ここに労働組合が

誕生することになります。 

運動方針案（要求案）は、結成後の組合活動の方針となるべきものですから、案を作る過程で労働者の要

求をきめ細かく集め、多数の意見を反映できるよう配慮しなければなりません。初めての労働組合の要求案

準備段階 

・結成準備委員会発足 

・加入の呼びかけ 

・組合規約案、活動方針案の作成 

・組合費の決定 

・結成大会の準備 

 

組合結成 

・結成大会で決定 

組合規約 

活動方針 

要求書 

組合役員 

組合活動 

・使用者に結成通知 

・要求書の提出 

・団体交渉 

・労働協約締結 
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は、組合員が「労働組合を結成して良かった」との実感が持てる、ある程度実現可能な要求となるよう工夫

すべきでしょう。 

 

（２） 組合規約案を作る 

労働組合は多くの労働者が集まって作るものですから、全員の意思を反映して民主的かつ自主的に責任を

持って運営されなければなりません。そのためには、組合の組織、運営についての規則が必要です。この組

織・運営に関する自治的な規則が組合規約です。（後記付録24頁 「労働組合規約例」参照） 

労働組合は自主的な団体ですから、規約も組合員の自主的な判断によって決められるべきですが、労組法

第５条第２項では労働組合の民主性を確保するため備えなければならない最小限のものとして九つの項目を

あげ、これらの項目を必ず組合規約に定めるように求めています。そして、これらの項目を欠く組合は、労

組法に定められている手続に参与することができず、また不当労働行為の救済手続を利用できないものとさ

れています。（後記17頁「労働組合の資格審査」参照） 

 

労組法第５条第２項により、定めるものとされている九つの項目は、次のとおりです（後記付録24頁以降

「労働組合規約例」の下線部がこれに該当しています）。 

 

★ 組合規約に必要な記載事項 

① 組合の名称（同１号） 

労働組合という言葉を使わなくても構わない。 

② 主な事務所の所在地（同２号） 

町名・番地まで明記。組合事務所などがない場合は、組合役員の住所でも可。 

③ 組合員の権利の保障（同３号） 

組合員は組合のすべての問題に参加することができ、また平等な取り扱いを受ける権利があること。 

④ 組合員資格に関する差別禁止（同４号） 

どんな人でも、あらゆる場合に、その人の人種、宗教、性別、門地又は身分を理由に組合員の資格を奪

われないこと。 

⑤ 民主的選挙の原則（同５号） 

組合の役員は、組合員の直接無記名投票で選挙すること。 

（ただし、連合体や、単位組合でも全国的にわたるような大きな組織の役員については、単位組合の 

組合員が直接無記名投票で選出した代議員の選挙で選んでも良い） 

⑥ 大会（総会）の開催（同６号） 

大会（総会）は毎年１回以上開くこと。 

⑦ 経理の公開（同７号） 

すべての財源とその後の使途、主な寄附者の名前、それに現在の財産状態を知らせるための会計報告を

毎年１回以上組合員に公表すること。その際には組合員の意思によって委嘱された職業として資格がある

会計監査人によりこの会計報告は正確であるという証明書とともに、少なくとも毎年１回組合員に公表さ

れること。 

⑧ ストライキ権の確立（同８号） 

同盟罷業（ストライキ）を始めるかどうか組合員（又は組合員の直接無記名投票で選ばれた代議員）の

直接無記名投票により投票数の過半数（２分の１ではいけない）がそれに賛成しなければならないこと。 

投票数の過半数ですから、必ずしも組合員全員の過半数の賛成であることを必要としません。しかし、

ストライキというような重要な事項はなるべく多数の賛成票を得て実施することが望ましいことです。 

⑨ 規約の改正規定（同９号） 

組合規約の改正には、直接無記名投票による組合員全員の過半数の賛成がなければならないこと。連合

体と全国的規模の単位組合については、組合員の直接無記名投票によって選んだ代議員の直接無記名投票

で、代議員総数の過半数の賛成で決めること。 

なお、この場合は同盟罷業の場合と違って、投票の過半数ではなく、組合員（又は代議員）の過半数の

賛成を必要とします。 
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（３） 組合費の決定・徴収 

組合の活動には、一定の費用がかかりますので、組合費についての取り決めをしておく必要があります。 

 

組合費の種類としては、 

ア 一般組合費 

組合の日常活動を支えるもので、その金額は定額制、定率制（組合員の月額賃金に一定の率を乗じて計

算）などによるのが通常です。 

定率制をとる組合の場合、基本給の１％～2.5%程度とするものが多いようです。 

組合運営のための事務費、交通費、上部団体加盟費など、組合活動を維持するのに適正な水準で決定し

ます。 

イ 臨時組合費、闘争積立金など 

臨時組合費は、争議行為や政治的活動などの特別な目的のためや、一般的な財源不足のために徴収する

場合があります。 

規約では、特別の必要がある場合に臨時組合費を徴収できること、その場合の手続について定めておき

ます。 

また、ストライキによって賃金が支払われない場合の組合員の生活支援や、闘争・裁判費用等の支出に

備えて積立をしておく闘争積立金などもあります。 

 

（４） 労働組合の機関運営 

労働組合は、議決、執行、監査の三つの機能を持っており、それぞれ議決機関、執行機関、監査機関に分

かれています。労組法では、これらの機関の設置とその民主的な運営が求められており、構成や運営につい

ては労働組合規約に定められるのが一般的です。 

 

ア 議決機関 

組合の代表的な議決機関は大会（総会）です。 

中央委員会は二次的な議決機関で、一般的には組合員の数が非常に多いとか、職場が広く分散していて、

しばしば大会を開くことが難しいというような特別な条件のある組合で設ける機関で、組合員何人につい

て１人という割合で選ばれた中央委員（代議員）によって構成され、大会から委任された事項や規約に定

められたことについて決議することができます。 

 

（ア）大 会 

大会は、組合員全員を構成員とする意思決定機関で、組合員の考えは大会の討論を通じて、組合のす

べての方針決定に反映されます。また、大会には、開催の時期があらかじめ定められている定期大会

と、規約の定めに従って執行委員会や組合員から開催要求があったとき開かれる臨時大会とがありま

す。 

定期大会は、毎年少なくとも１回は開かなければなりません（労組法第５条第２項第６号）。大会

は、執行委員長（組合長、支部長）が招集するのが普通です。大会の開催に際しては、開催日の何日か

前に討議される議題を組合員に通知し、必要があれば資料を配布して組合員が自分の考えをまとめる余

裕を与えるようにすることが大切です。 

 

（イ）大会の付議事項 

組合にとって重要な事項は、できる限り大会で決めることが必要です。労組法が、特に大会で決めな

ければならないと定めているものには、共済事業その他福利事業のために特別に設けた基金を他の目的

に流用するとき（労組法第９条）と、規約に特別に定めがなくて組合を解散するとき（労組法第10条）

とがあります。 
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大会で決めるべき事項には、概ね次のようなことがあげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、大会については、代議員制度を採っている労働組合では、代議員による大会でも構いません。

しかし、全国的規模ではない単位組合が代議員制度を採用して大会を開催する場合、役員選挙や規約の

改正については代議員による大会では決めることはできず、必ず全組合員の直接無記名投票で決めなけ

ればなりません（労組法第５条第２項第５号・第９号）。その他の事項の中でも、少なくとも争議行

為、組合の合併、基本方針、協約改廃、団体交渉委員の選任などの重要なことは、組合員の直接無記名

投票で決することが望まれます。 

 

（ウ）議決方法 

大会の定足数（大会が有効に成立するための最低の人員）は組合の事情によって異なりますが、一般

的には３分の２ぐらいにする例が多いようです。 

組合の民主主義は、組合員みんなが直接大会に出席して、組合の意思決定に参加することによって守

られるのですから、委任や代理はなるべく避けるようにしなければなりません。特に労組法上の参与、

救済を受けるためには直接無記名投票で決めなければならないとしている事項についての委任や代理は

認められません。 

議決は通常、出席した組合員の過半数で決し、賛成、反対が同数のときは議長が決します。しかし、

組合の合併、上部団体への加入、規約の改正、争議行為の開始、組合員の除名や権利停止など組合の将

来を決定したり、組合員の権利、義務に重大な影響を持つような事項は、３分の２、あるいは４分の３

という多数によって決することが望まれます。 

採決の方法は、投票、起立、挙手などがありますが、要は、組合員が自分の意思を自由に発表できる

方法が最も良いわけです。そこで、労組法は、役員選挙、ストライキの開始、組合規約の改正等の重要

なことについては直接無記名投票で決するよう定めています（労組法第５条第２項第５号・第８号・第

９号）。 

 

イ 執行機関 

（ア）執行委員会 

大会や、中央委員会などの議決機関で決められた組合の意思を忠実に実行したり、組合の日常の仕事

を処理する機関を執行機関といい、執行委員会がこれに当たります。役員選挙で選出された執行委員に

よって構成されます。執行委員会は、いわゆる組合三役（執行委員長（組合長）、副執行委員長（副組

合長）、書記長）と、その他の執行委員などの役員によって構成され、この執行委員会の下に事務を処

理する書記局が置かれます。 

★ 大会で決めるべき事項 

① 組合を合併したり、解散したりすること 

② 組合規約の変更 

③ 役員の選挙 

④ 組合の基本方針、年次計画 

⑤ 争議行為の開始 

⑥ 労働協約の締結、改廃 

⑦ 上部団体への加入※、脱退 

⑧ 団体交渉委員の選出 

⑨ 予算、決算の承認 

⑩  資産の管理、処分 

⑪ 臨時組合費の徴収 

⑫ 職業として会計監査をする人の委嘱 

⑬ 組合員の除名、権利停止などの制裁 

⑭ 上部団体に対する意思の決定、上部団体の役員になる人の選任 

※前記10頁「労働組合の上部団体」、後記36頁「団体交渉と上部団体」参照 

 

第２編 

労
働
組
合 



15 

 

また、必要に応じて様々な組合活動を担当する各種の専門部が設けられます。専門部の種類や数は、

それぞれの組合の事情によって異なりますが、概ね次のようなものがあります。 

a  教育宣伝部 

組合の機関誌（紙）を発行したり、ビラ、ポスター、映像などによって組合の組織、運営、組合員

の権利義務、労働協約などの問題について資料を提供したり、学習会などを開催します。 

b  賃金調査部 

合理的な組合活動を行うため、組合員の生活実態の調査、物価・賃金水準の調査、資料の作成など

を行います。 

c  福利厚生部 

売店、託児所などを運営したり、組合員の慶弔など各種共済活動をします。 

ｄ  文化部 

組合員の一般教養を高めたり、組合員相互の交流を深めるための様々な文化・スポーツ・レクリエ

ーションなどの活動をします。 

このほか、財政、組織、政治、法規対策などの専門部を設けているところもあります。 

 

（イ） 組合三役（執行委員長、副委員長、書記長） 

いわゆる組合三役は、組合執行部のリーダー役です。 

執行委員長は労働組合の代表者であり（労組法第12条）労働組合または組合員のために使用者と労働

協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有します（労組法第６条）。 

副委員長は、委員長を補佐し、委員長がその職務を遂行できない場合に、委員長に代わってその職務

を代行します。 

書記長は、正副委員長を補佐するとともに、組合の日常的な業務執行を担当します。 

 

ウ 監査機関 

通常、２人ないし３人の会計監査を置き、組合規約の規定どおり適正に運営されているかどうかを監査

し、大会にその状況を報告します。 

 

★ 労働組合の組織 

 

                           ＝最高意思決定機関 

 

 

 

 

                           ＝執行機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 会        

執行委員会 

（執行委員長、副執行委員長、 

書記長、執行委員等） 

会 

計 

監 

査 

福 

利 

厚 

生 

部 

賃 

金 

調 

査 

部 

教 

育 

宣 

伝 

部 

 

文    

化    

部 
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（５） 結成大会の開き方 

組合にとって大事なことを決めるには、組合員全員が集まって会議を開いて決めるのが一番良い民主的な

やり方です。こうすることによって、初めて組合は組合員全員の意思によって活動しているといえます。こ

のように、組合の意思を決める最高の機関を大会（総会）といい、組合を作るために開く大会を通常、結成

大会といいます。ただ、残念ながら労働組合の結成が使用者から理解されないケースもありますので、その

ような場合には労働組合としての第一歩を踏み出す前までは、準備会の発足やその行動などについて秘密裏

に行う必要もあるでしょう。 

なお、労働者が労働組合を結成しようとしたことの故をもって、使用者が労働者を解雇し、その他これに

不利益な取り扱いをすることは、不当労働行為として禁止されています。（後記第６編「不当労働行為」参

照） 

次に、この結成大会の開き方の概略を述べますと、まず大会が始まるまでの進行役として、あらかじめ司

会者を決めます。次いで、会議を司る議長を選出し、以下大会次第に従って議長が会議を運営します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 結成大会の例 

１ 開会のことば（司会者） 
 

２ 議長の選出 

議長は会議に対して最高の権限と責任を持ちますので、会議のルールを心得た公正な人を選ぶことが

大切です。議長の選出方法については、司会者が全員に諮り、選挙、指名等のいずれによるかを決める

のですが、司会者に一任し、後に司会者の指名で決定するという方法が多いようです。 
 

３ 大会書記任命 

大会の議事経過を記録する役目を持ち、議長が任命します。 
 

４ 経過報告 

結成に至るまでの経過を報告します。通常結成準備会の責任者が行います。 
 

５ 各種委員会の委員選出 

通常、委員会には資格審査、大会運営、役員選挙管理などの各委員会がありますが、中小規模の組合の

結成大会では役員選挙管理委員会だけ設置すれば足りるでしょう。役員選挙管理委員会は、役員選挙のた

めの手続をすべて行います。 
 

６ 来賓のあいさつ 
 

７ 大会構成人員の発表 

結成大会の場合は、定足数というものがありません。したがって、労働組合に加入しようとして集ま

った者なら何人でも開催できます。 
 

８ 議事 

議事は、まず提案者が提案理由を説明し、それに対して質疑を行って提案の内容を明確にしてから、

討論に入ります。討論には、なるべく多くの人が発言し、特定の人に偏らないようにすることが必要で

す。 

討論が終わったら、採決を行います。 

結成大会の審議事項は概ね次のようなものです。 

(1) 労働組合の組織、運営についての規則となる労働組合規約の審議決定 

(2) 今後どういう活動をするか示した運動方針の審議決定 

(3) 予算案の審議決定 

(4) 役員の選出 

(5)  組合結成宣言 
 

９ 新役員のあいさつ 
 

10 閉会のあいさつ 

第２編 

労
働
組
合 



17 

 

結成大会が終了したら、使用者に対し労働組合の結成通知（後記「団体交渉編」40頁参照）を行うととも

に、要求書を提出し、団体交渉を求めるのが一般的です。 

なお、労働組合の結成通知や要求書、団体交渉申入書の形式上の最低条件は、労働組合が結成されたこと

と、代表者（執行委員長）を明らかにすることであり、組合の全役員や全組合員の氏名、労働組合規約を明

らかにすることまでは法的に義務付けられていません。 

結成通告の時期については、結成大会直後に行う場合と、結成後しばらくは組織拡大を図り、多数の加入

が得られた後から行う場合があります。 

 

３ 労働組合の資格審査 

（１） 資格審査とは 

労働組合は、自由設立主義で、労働者が主体となって労働条件の維持改善をするために組織されるもので

あり、どこにも届け出る必要がないことは前述しました。 

ただし、労組法第２条、第５条第２項の要件を備えていなければ、労組法に定める手続きに参与すること

ができず、不当労働行為救済申立をすることができないものとされています（労組法第５条第１項）。 

次のような場合には、労働委員会の審査を受ける必要があります。この資格の有無を審査することを資格

審査といいます。 

 

★ 労働委員会の審査を受ける必要がある場合 

① 不当労働行為の救済申立てをするとき 

② 法人登記をするために資格証明書が必要なとき 

③ 労働協約の地域的拡張適用を申し立てるとき（後記61頁参照） 

④ 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦するとき 

⑤ 職業安定法で定められている無料職業紹介事業又は無料労働者供給事業の許可申請をするのに    

証明書が必要なとき 

 

この労働委員会の資格審査を通った労働組合を「法適合組合」といいます。 

法適合組合しか、労組法に規定する手続に参与する資格を有せず、労組法に規定する救済を与えられない

のです。 

ただし、法適合組合ではなくても、憲法第28条の規定する労働者の団体としての法的保護は受けられると

されています。 

 

（２） 資格審査の手続 

資格審査の申立をする場合、次のような書類を労働委員会に提出します。 

 

★ 労働委員会に提出する書類 

① 組合資格立証書（申請書にあたるもの）（後記付録31頁「組合資格立証書」参照） 

② 組合規約 

③ 労働協約（使用者と労働協約を締結している場合） 

④ 組合の会計関係書類（決算書、組合結成直後の場合は予算書でも可） 

⑤ 非組合員の範囲を示す一覧表（会社の職制一覧表） 

⑥ 連合団体の場合は、組合組織表、各単組の前記書類（組合資格立証書を除く） 

⑦ その他参考資料 

 

労働委員会は、申請に必要な書類が提出されると、労働組合法の要件を備えているかどうか書面審査を行

います。 

労働組合が、労働組合法第２条の規定に適合しているかどうかについての審査は、当該労働組合の実態に

ついて実質的になされなければならないものとされています。一方、労働組合法第５条第２項の規定に適合

しているかどうかについての資格審査は、「労働委員会が、労働組合規約の労組法第５条第２項の規定に適
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合するか否かを審査するにあたっては、組合規約の法第５条第２項各号に関する規定が実際にいかに履行さ

れているかは組合員自身の責任において調べるべきであり、労働委員会の任務ではないという立法精神を尊

重して、規約がこれらの『規定を含む』か否かを精査すれば足りること。」との通ちょう（昭25.2.17 中労

委文発第122号）に基づき、当該労働組合の規約中に各号に掲げる規定が含まれているかどうかについて行

われます。 

また、「資格審査手続きは、不当労働行為の調査及び審問の手続きに先行させる必要はなく、両者を併行

して行えばよい（東京光の家不当労働行為救済命令取り消し請求事件、最高裁第二小法廷 昭62.3.20判決

（併行審査））とされており、労働委員会もそのように運営しています。 

要件に適合していると決定された場合は、労働委員会は資格審査決定書の写し又は資格証明書を交付しま

す。 

 

なお、法人登記をする場合は、その労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する法務局、若しくは地方法

務局、またはその支局で登記することが必要です。そこには労働組合登記簿が備えられています。（労組法

施行令第７条） 

 

登記の申請には代表者が、次の事項を登記します（労組法施行令第３条）。 

①名称、②主たる事務所、③目的及び事業、④代表者の氏名及び住所、⑤解散事由を定めたときはその理

由 

 

提出書類には次のようなものが必要です（労組法施行令第８条）。 

 

★ 法人登記に必要な書類 

① 法務局所定の登記申請書 

② 組合規約（付属細則等を含む） 

③ 前記の労働委員会の資格証明書 

④ 申請人代表者資格を立証する書面（大会議事録など） 

 

なお、法人登記を終わった労働組合は、事務所が移転したとき、登録事項に変更が生じたとき、組合が解

散したとき、解散後清算が終了したときは、その都度２週間以内にその事項につき登記の申請をする必要が

あります（労組法施行令第４条～11条）。 

 

４ 統制権 

（１） 統制権とは 

労働組合の運営は、基本的に組合員による自治に委ねられています。この組合員による自治の一環とし

て、労働組合には、団体としての秩序を維持、強化して、使用者に対する交渉力を確保するための統制権が

認められています。 

統制権の法的根拠については、団体一般が共通して持つ権限と捉える説や、組合員相互の合意としての組

合規約を根拠とする説、憲法第28条が保障する団結権に求める説があります。 

 

（２） 統制権の内容 

統制権の内容は、組合規約において規定され、組合規約等の遵守義務違反や、組合の決議・指令の遵守義

務違反、組合費納入義務などに対する、戒告、罰金、権利停止、除名等の処分（統制処分）として行使され

ます。 

労働組合は民主的に運営されるべきであり、この原則に基づいて、組合員の平等取扱い、言論の自由、政

治的自由等が保障されなければなりません。 

また、執行部や闘争方針批判に対する統制処分が問題となることがありますが、裁判例では、「一部の組

合員が執行部等に行う批判活動は、労働組合の民主的運営を確保するために最大限に保障されるべきであ
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り、そうした批判等が中傷や事実の歪曲による場合でなければ、統制処分の対象にはならないと解されると

しています（名古屋・東京管理職ユニオン事件、名古屋地裁 平12・6・28判決） 

また、統制処分は、組合員に具体的な不利益を及ぼすため、組合規約所定の適正手続きを遵守して行われ

なければなりません。 

組合規約に統制の事由と手続きが明記され、組合員に周知されていること、処分に際しそれらが遵守され

ること、本人に弁明の機会が与えられることなどが必要です（後記付録「組合規約例」27頁参照） 

 

５ 労働組合の組織変更 

（１） 労働組合の統合 

組合が統合しようとする場合、一方の組合が解散し、その組合員が存続する他方の組合へ集団加入し、解

散組合の財産も存続組合に承継させる吸収統合や、旧組合がいずれも解散し、新たに結成される新組合に双

方の組合員が集団加入し、双方の組合財産も新組合に承継させる新設統合という方法があります。 

実務的には、存続・新設する組合が組合財産を承継する手続き、組合員の新組合への加入手続きなどが必

要となります。また、組合が解散する場合には、労働協約が消滅することに注意が必要です。 

 

（２） 労働組合の解散 

労組法第10条では、組合は、組合規約で定めた解散事由が発生した場合、または組合員または構成団体の

４分の３以上の多数による総会の決議がされた場合に、解散するとされています。 

組合規約で、解散決議の手続きや方法について定めた場合、遵守しなければなりません。 

法人である組合が解散したときは、清算の目的の範囲内で。その清算の結了まで存続するものとみなされ

ます（労組法第13条）。 

組合が解散すると、その組合が使用者との間で締結していた労働協約は解散と同時に失効します。 

また、残余財産について、法人である組合が解散した場合は、組合規約で指定した者に帰属し（労組法第

13条の10第１項）、規約で指定していない場合は、組合の代表者は、総会の決議を経て、労働組合の目的に

類似する目的のために、その財産を処分することができ（同条第２項）、残余財産は、国庫に帰属する（同

条第３項）とされています。 

法人格がある場合もない場合も、いずれにしてもあらかじめ組合規約で解散した場合の残余財産の処理の

仕方を定めておくとよいでしょう。 

 

（３） 労働組合の分裂 

１つの組合が、組合員のそれぞれの主張の対立などから、２つ以上の組合に分裂する場合があります。 

その場合、旧組合が有していた組合財産に対し、脱退した旧組合員の分割請求が認められるのか、という

問題があります。 

判例では、「旧組合の内部対立によりその統一的な存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難となり、そ

の結果旧組合員の集団的離脱、及びそれに続く新組合の結成という事態が生じた場合に、はじめて組合の分

裂という特別の法理の導入の可否につき検討の余地を生じる」として、分裂を認めるとしても、厳しい要件

をあげています（名古屋ダイハツ労組事件、最高裁第一小法廷 昭49・9・30判決）。 
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付 録 １ 

★ 会議の開き方（定期大会や臨時大会、中央委員会など） 

（１） 民主的な組合活動のために民主的な会議が必要です 

労働組合活動を民主的に行うためには、組合員が自由に自分の考えを発表し意見を述べることができる会

議が是非とも必要です。会議は、組合員がみんなで、みんなのために組合を動かしていく土台となるもので

す。ですから、会議そのものも秩序正しく民主的に進めていかなければなりません。そのためには、組合員

はできる限り会議に出席して自分の考えを発表し、採決に加わり、常に会議が民主的に進められるように心

がけなければなりません。このことは組合員の権利でもあり、義務でもあります。 

（２） 大切な五つの原則 

会議を民主的に、しかも円滑に運ぶために心がけなければならない五つの原則があります。 

ア 他の人の発言を邪魔しないこと 

民主主義は、自分の権利ばかりではなく他の人の権利をも尊ぶことを要求します。ですから、他の人の

発言の邪魔をしてはなりません。 

イ 一度に二つ以上の問題を取り上げないこと 

会議の混乱を防ぎ議事を円滑に進めるために、問題は必ず一つずつ取り上げていかなければなりませ

ん。 

ウ 発言は、一人ずつに限ること 

発言は一人ずつ順序良く行わないと会議を円滑に進めていくことはできません。 

エ 多数決で決めること 

会議で物事を決めるときは、多数決によるのが民主主義の原則です。 

オ 組合員みんなの利益を図ること 

会議は、組合員みんなの利益になるように進めてこそ民主主義の会議といえるのです。 

（３） 会議のルールなどを規約等に定めておく 

会議は、組合にとって最も大切なものですから、次のような事項を決めておくことが大切です。 

ア 会議の招集者 

イ 定例会議及びその時期 

ウ 臨時会議を開くときはどのようにするかという開催手続、方法 

エ 会議を行うときの規則である議事規則 

オ 会議の順序を示す議事日程 

カ 議長、書記長等の会議の役員 

キ 会議の記録である議事録 

（４） 会議の招集 

会議は、執行委員長や組合長が招集するのが普通です。この場合、その会議で取り上げる議案や日時、場

所等を組合の掲示板やプリントなどで少なくとも１週間から２週間ぐらい前に組合員に知らせておくことが

大切です。こうすれば組合員は、前もってその議案について検討する時間を持つことができ、会議でも十分

意見を述べることができるでしょう。 

（５） 会議の定足数 

会議の定足数は、組合規約で定めておくことが必要です。定足数とは、会議が正式なものとなるために集

まらなければならない組合員の数をいいます。例えば全組合員の２分の１、あるいは３分の２以上が出席し

なければ会議は正式なものとはならないというように決めておくわけです。 

開会の時間が来たら会議に出席している組合員の人数を調べ、出席者が定足数に達していれば開会を宣言

し、会議は正式に成立するのです。もし定足数に足りないときは、しばらく待って、もう一度出席者数を調

べ、それでもなお定足数にならないときは、流会を宣言し、会議はお流れになるのが一般に行われている方

法です。 

（６） 議長の決め方 

開会の時間が来て出席者の数も定足数に達しているときは、いよいよ会議が始まりますが、会議を始める

には、まず議長を決めなければなりません。議長の決め方は、会議ごとに選挙などによって一般組合員の中
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から選ぶ方法が一般に採られています。中には執行委員長とか組合長がそのまま議長になるように決まって

いる場合もありますが、執行委員会等の場合は別として、大会、中央委員会等の議決機関の場合に執行機関

の長である執行委員長とか組合長が議長になることは好ましいことではありません。 

議長は会議をうまく進めていく上で大切な役割を持っていますので、議長を誰にするかは特によく考えて

決めなければなりません。公正な立場で、しかも適切に議事を処理することができるような人を選ぶことが

大切です。 

（７） 議長の役目 

議長は、会議の開会や閉会を宣言します。この場合、前もって決められている開会、閉会の時間を守るよ

うに心がけなければなりません。 

議長の役目のうちで重要なことは、後述のとおり議事日程に従って議事を進めることですが、特に議案の

審議の際の交通整理は最も重要な事柄です。議長は、発言者を公平に指名したり動議が出されたときには、

これを採用するかどうかを決めるために採決したり、採決の結果を発表する役目を持っています。また、動

議の出し方、討論の仕方などが規約や議事規則に従っているかどうかを決めるのも議長の仕事です。そのほ

かに、議長は、特別に講演してもらう人をみんなに紹介したり、議場の秩序を保ったりしなければなりませ

ん。 

（８） 議事日程 

議事日程というのは、会議を進めていく上での順序を示したもので、多くの場合、議事規則の中に決めて

おくのが普通です。会議を秩序正しく行うためには、この議事日程のとおりに議事を進めていかなければな

りませんし、また、議長も議事日程に従わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９） 書記の役目 

会議には、議長のほかに書記を置かなければなりません。書記の役目は、通信事項の報告、議事録の記載

などが主なものです。議事録は、会議でどんなことを、どのように決めたかについての公の記録で、後にな

ってトラブルが起きないようにするためのものです。 

（10） 議事録の書き方 

議事録には、一般的に次のような事柄を書きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 議事日程の例 

① 開会（司会者） 

② 資格審査（会議の定足数を充たしているか否かを調べる） 

③ 議長選出（議長就任のあいさつを含む） 

④ 執行委員長（組合長）、来賓等あいさつ 

⑤ 会議の役員（書記等）任命 

⑥ 経過報告（執行部、専門委員会） 

⑦ 議事 

第１号議案 

第２号議案 

⑧ 会議の役員解任 

⑨ 議長退任 

⑩ 閉会（司会者） 

★ 議事録に記載する事柄 

① 会議の種類（定期大会であるか、臨時大会であるか、中央委員会であるかなど） 

② 組合名 

③ 組合役員の氏名 

④ 委員会の名称 

⑤ 執行部、各委員会の報告、提案事項及びその報告、提案がどのように取り扱われたかという結果 

⑥ 議案についての提案理由、討論の概要、その議案を採用するかどうかを決める採決の方法、 

採決の結果と賛成、反対がそれぞれどれだけあったのかという賛成者数、反対者数 

⑦ 会議の期日、場所、開会、閉会の時間 
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議事録の最後に議長と書記とが署名、押印します。 

（11） 委員会の報告 

委員会の報告は、常設の執行委員会、分科委員会、専門部などの常任委員会の報告と、ある特定の問題に

ついて調べたり、研究するために置かれた特別委員会の報告とに分けて行われるのが通常です。 

この報告に対して組合員は質問したり意見を述べたりした上で、これを承認するか否かを決めることにな

ります。報告はできるだけ要領良く行うことが大切で、特に重要な事柄は印刷して配っておきます。 

（12） 発言の仕方 

会議で発言しようとする場合は、手を挙げて議長に発言を求め、議長から指名され発言を許されて初めて

発言します。議長の許しなしに発言することはできません。 

また、発言する前には必ず自分の職場と氏名を述べることを忘れてはなりません。 

さらに、発言するときには、① 討論されている問題を離れて見当違いな発言をしないこと、② 自分の考

えを要領良く述べること、③ 手短にわかりやすくいうことなどが大切です。 

（13） 議長の決定に納得がいかない場合 

会議は出席した組合員の総意によって民主的に進められるべきで、議長が勝手に自分の好きな方向に引き

ずっていくことは許されません。ですから、議長が組合員の意見を論点が外れているとして取り扱うことが

できるのは、① その意見がすぐ前にした決議と衝突する場合、② その意見が組合の規約、規則や議事日程

に従っていない場合だけです。 

組合員が議長の決定に納得いかないときは、その決定に異議を述べることができるようにすべきです。こ

の場合、その組合員がまず異議を申し立てる理由を述べ、これに対して議長がそういう決定をしたわけを述

べて弁明し、討論はしないで、すぐ採決してどちらが正しいかを決めます。議長が弁明する場合、議長を副

議長に代わってもらって議長席を降りて行う方法と、議長席に着席したままで行う方法とがあります。 

この異議申立ては、議長の決定についていざこざが起こったら、その都度どちらが正しいかを組合員みん

なの考えで決め会議を民主的に進めていくための方法で、議長の信任、不信任という意味を持つものではあ

りません。 

（14） 動議の提出 

動議というのは、組合員が組合に採用させた上で実行させようとして会議で発表する提案のことをいいま

す。動議を出す場合、動議の眼目とそれを出す理由を述べてから採用してもらい、その動議を提案します。

この場合、動議に誰かが賛成すれば、その動議は取り上げられます。そして、動議の種類によって、討論し

た上で、又は討論しないで採決されます。会議を途中でやめようという休会の動議、書類を読みあげてもら

いたいという書類朗読の動議、一度出した動議を取り下げるという撤回の動議などは、討論しないですぐに

採決される動議です。 

動議を出された場合議長は、① その動議を復唱すること、② 賛成があるか否かを確かめること、③ 討

論してもらうこと、④ 採決すること、などを行わなければなりません。 

（15） 動議の順序 

動議を出すときの順序には一定の決まりがあります。 

動議の中には、組合にある事を採用させたいという内容を持ったものと、そのような内容を持った動議を

どう取り扱うかということを提案する動議とがあります。この場合、内容を持った動議をどう取り扱うかと

いう動議の方が優先する権利を持っています。この動議の取扱いについて、各種の動議を優先する順序に並

べると次のとおりです。 

ア 保留の動議（討論をやめて他の問題に移ることを求める動議） 

イ 先決問題の動議（討論打切りの動議とも言われ、討論を打ち切ってすぐ採決することを求める動議） 

ウ 期限付延期の動議（今取り上げている動議を、これ以上取り扱うことをやめて期限を付けて日延べし

ようという動議） 

エ 委員会付託又は再付託の動議（問題が込み入っている、時間がかかる、検討資料が足りない場合など

専門の委員会に回そうという動議） 

オ 無期延期の動議（無期限で日延べしようという動議） 

カ 修正動議（出されている動議の内容を修正する提案をするもので、この修正動議を、再度修正する修

正動議を出すこともできます。さらに、修正及び再修正動議がたくさん出されて会議が混乱したとき

は、これらの動議を整理して、代案を出すこともできます。） 
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（16） 討論 

討論が民主的に行われるために、次の四つの原則があります。 

ア 発言しようとする組合員が発言し終わるまでは、一つの動議について二度発言はできません。 

イ 動議を出した人は、最後にもう一度発言することができます。 

ウ 大切な点をつかんで、はっきりと自分の考えを述べるようにしなければなりません。 

エ 自分に反対の考えの人があっても、その人に向かって発言しないで、みんなに向かって話さなければ

なりません。 

このほか少数の人だけが長時間発言するのを防ぐため、一人の発言時間を制限することもあります。ま

た、討論がいつまでも長引いている場合には、先に説明した保留の動議、先決問題の動議等のいずれかを出

すことによって討論を終わらせることができます。 

（17） 採決の方法 

討論が十分に尽くされた場合、議長はほかに発言する人がいないかを確認した後採決します。 

採決の方法には、① 投票、② 起立、③ 挙手、④ 口頭などの方法があります。修正動議や再修正動議が

出されているときの採決は、再修正動議、修正動議、原動議（元の動議）の順で行います。投票以外の方法

で採決する場合は、賛成の方から決を採るのが原則です。なお、議決の定足数は組合規約で定めておきま

す。 

（18） 閉会 

組合員から閉会の動議が出され、これが決まった場合や予定されていた日程が終わり、閉会の時間になっ

た場合には、議長は閉会を宣言し、会議の役員を解任し、自らも議長を退任して閉会となります。 

 

これまで会議の開き方、特に会議を行う上での必要なルールなどについて述べてきましたが、一番大事な

ことは、組合員は誰でも会議で自分の考えを自由に、しかも順序よく発言出来るということです。組合員

は、みな会議に出て自由に発言する権利を持っています。この権利をみなが十分に生かしてこそ、組合員み

なの考えによって動く民主的な強い組合とすることができます。 
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付 録 ２ 

★労働組合規約例 

 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 この組合は、○○労働組合という。 

（所在地） 

第２条 この組合の主たる事務所を○○市○○町○○番地に置く。 

（目的） 

第３条 この組合は、組合員の労働条件の維持改善及び経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする。 

（事業） 

第４条 この組合は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 団体交渉を通じた労働条件の維持改善 

(2) 労働協約の締結、改廃 

(3) 組合員の教養、文化の向上 

(4) 組合員及びその家族の福利厚生共済 

(5) 同一目的を有する他団体との協力 

(6) その他この組合の目的達成に必要な事項 

第２章 組 合 員 

（組合員の範囲） 

第５条 この組合の組合員は、原則として○○○会社の従業員とする。ただし、次の各号に該当する者を除

く。 

(1) 会社の利益を代表する者（〇〇以上の職にある者） 

(2) その他組合が除外することを適当と認めた者 

（資格の平等） 

第６条 何人もいかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を否認さ

れることはない。 

また、組合員は、この組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有する。 

（権利） 

第７条 組合員は、平等に、次の権利を有する。 

(1) 組合員は、すべての活動に参加し、また、組合の利益を受けること 

(2) 組合のすべての問題に自由に意見を述べ、かつ、議決に参加すること 

(3) 役員に選挙され、これに就任すること及び役員を選挙すること 

(4) 規約に定める手続を経ずに除名、権利停止等の処分を受けないこと 

(5) 会計の帳簿及び組合の書類を閲覧すること 

(6) 役員及び機関の活動の報告を求め、または批判し解任を請求すること 

（義務） 

第８条 組合員は、平等に、次の義務を負う 

(1) 規約を遵守し、機関の決定統制に従うこと 

(2) 所定の組合費、臨時賦課金等を納めること 

(3)  規約に基づく各会議に出席すること 

(4)  組合の機密をもらさないこと 

(5) 組合員の資格を失ったときに組合に対する未済債務がある場合には速やかに返済すること 

（加入） 

第９条 この組合に加入するときは、所定の申込書に必要事項を記入し、執行委員長に提出し、執行委員会の

承認を得なければならない。 
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執行委員会が加入を承認したときは、書記長は速やかに組合員名簿に登録し、本人に通知しなければ

ならない。 

（脱退） 

第10条 組合員は、この組合を脱退しようとするときは、その理由などを所定の脱退届に明記して執行委員長

に提出すること 

（資格の喪失） 

第11条 組合員は、次の各号のいずれかに該当した場合に、組合員たる資格を喪失する。ただし、解雇につい

て、論争を生じた場合は、これが解決するまでその資格を失わないものとする。 

(1) 会社との雇用関係が消滅したとき（退職） 

(2) 第５条に規定する非組合員の地位に該当したとき 

(3) 組合を除名されたとき 

(4) 死亡したとき 

 

第３章 組 織 

第１節 役 員 

（種類） 

第12条 この組合に次の役員を置く 

(1) 執行委員長          １ 名 

(2) 副執行委員長       （ ）名 

(3) 書記長              １ 名 

(4) 執 行 委 員        （ ）名 

(5) 会計監事           （ ）名 

（役員の権利義務） 

第13条 役員はすべてこの規約に定められた職務を忠実に遂行する義務を負い、その職務を他人から妨害され

ることなく遂行する権利を有する。 

(1) 執行委員長 

この組合を代表し、組合業務の遂行、財産の管理、その他組合に関する一切の責任を負う。 

(2) 副執行委員長 

執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

(3) 書記長 

正、副執行委員長を補佐し、会議の正確な議事録を作成、保管し、組合の日常業務を処理する。 

(4) 執行委員 

常時組合員の指導に任じ、組合規約に従い組合業務を執行する 

(5) 会計監事 

執行機関と独立して組合の財産を監査し、定期大会において報告する。また必要に応じて各会議に出席

して発言することができる。ただし、決議には加わらない。 

（役員の選挙） 

第14条 役員は、組合員の直接無記名投票によって選挙する。 

２ 選挙の公正を期するため選挙管理員会を置く。この委員は〇名とし、執行委員会が委嘱する。選挙管

理委員は選挙に関する一切の職務を行う。 

（役員の任期） 

第15条 役員の任期は定期大会から、次期定期大会までとし、再選を妨げない。 

２ 役員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、前条に定める選挙によらなければなら

ない。 

また、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の解任） 

第16条 役員が任務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の３分の２以

上の賛成により解任することができる。 
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第２節 機 関 

（種類） 

第17条 組合に次の機関を置く。 

(1) 議決機関 

ア 大会 

イ 臨時大会 

(2) 執行機関 

ア 執行委員会 

(3) 監査機関 

ア 会計監査 

（大会） 

第18条 大会は、組合の最高決議機関であって全組合員をもって構成する。 

２ 大会は、定期大会と臨時大会とする。 

３ 定期大会は、毎年１回○月に開催し、執行委員長が期日の○日前に議案を示して招集する。 

４ 組合員の３分の１以上の要求があったとき及び執行委員会が必要と認めたときは、臨時大会を招集し

なければならない。 

（大会付議事項） 

第19条 大会に付議する事項は、次のとおりとする。 

(1) 運動方針及び年度計画 

(2) 予算案及び決算報告の承認 

(3) 役員の選任及び解任 

(4) 上部団体の加入及び脱退 

(5) 組合の統合及び解散 

(6) 争議行為の開始及び終結 

(7) 労働協約の締結及び改廃、期間の延長 

(8) 規約及び諸規程の制定・改廃 

(9) 組合員の表彰及び懲戒 

(10) 特設した基金の積立及び使用 

(11) その他組合の目的達成のための必要な事項 

（定足数） 

第20条 大会は、組合員の３分の２以上の出席により成立する。 

（議決） 

第21条 大会付議事項の議決については出席組合員の過半数※の賛成を要し、可否同数のときは議長が決す

る。 

２ 次の事項については、組合員の直接無記名投票の過半数※の議決によって行う。 

(1) 上部団体の加入及び脱退 

(2) 争議行為の開始 

(3) 組合員の懲戒 

(4) 役員の選出及び解職 

３ 規約及び諸規定の制定、改廃については、全組合員の直接無記名投票による過半数の議決によって行

う。 

４ 組合の解散の決議については、組合員の直接無記名投票による４分の３以上の議決によって行う。 

（議長の選出） 

第22条 大会の議長は、その都度役員以外の組合員より選出する。 

（執行委員会） 

第23条 執行委員会は、組合の執行機関で会計監査を除く役員全員をもって構成し、大会において決定された

事項及び規約に定められた組合業務について協議執行する。 
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（執行委員会の招集） 

第24条 執行委員会は、毎月１回執行委員長が招集して開催する。ただし、次の場合には臨時に開催すること

ができる。 

(1) 執行委員３分の１以上の要求があったとき 

(2) 執行委員長が必要と認めたとき 

（執行委員会の定足数と議決） 

第25条 執行委員会は、委員の３分の２をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。 

（緊急処理） 

第26条 執行委員会は、緊急な事態が発生し、しかも大会を開催することが困難な場合は、補充役員の選出、

同盟罷業の開始及び規約の改正を除き大会の議を経ないでこれを処理することができる。ただし、次の

大会においてその承認を得なければならない。 

（議事規則） 

第27条 会議については、この章に定めるもののほか、別に定める議事規則による。 

 

第４章 会 計 

（経費） 

第28条 この組合の経費は、組合費及び寄附金その他の収入とする。寄附金を受けるときは、執行委員会の承

認を要する。 

（組合費） 

第29条 この組合の組合費は月額○円とし毎月○日までに納入しなければならない。ただし、大会の決議によ

り臨時に組合費を徴収することができる。 

（会計年度） 

第30条 会計年度は、毎年○月○日に始まり翌年の○月○日までとする。 

（闘争資金の運用） 

第31条 闘争資金は、大会承認を受けて運用することができる。 

（会計監査） 

第32条 この組合のすべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、会

計年度毎に書類を作成し、大会の決議によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人の正確である

ことの証明書を付して定期大会で公表し、承認を受けなければならない。 

 

第５章 争 議 行 為 

（争議） 

第33条 争議行為の開始は、組合員の直接無記名投票の過半数※の賛成がなければ決定することはできない。 

 

第６章 統  制 

（制裁） 

第34条 組合員が次の行為をしたときは、組合員の直接無記名投票による過半数の決議により制裁を受ける。 

(1) 規約及び決議に違反したとき 

(2) 組合の統制を乱し又は運営を妨げる行為をしたとき 

(3) 組合の名誉を汚したとき 

(4) 正当な理由なく組合費を滞納したとき 

(5)  その他各号に準ずる不適当な行為があったとき 

２ 懲戒の種類は次の三種とする。 

(1) 戒告 

(2) 罰金 

(3)  権利停止 

(4) 除名 
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（弁明） 

第35条 前条の制裁は、戒告、及び罰金、権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は３分の２以

上の賛成をもって決定する。決議に際して、当該組合員はあらかじめ各種機関において、本人に弁明の

機会を与えられなければならない。 

（役員の制裁） 

第36条 役員の制裁については第34条及び第35条の条項を準用する。 

２ 役員の制裁についての告発若しくは申請のあったときは、執行委員又は大会で組合員若干名を審査委

員に任命し、問題の真相を公平に審査し、その報告に基づいて制裁を決定する。 

 

第７章 規約改廃と解散 

（規約の改廃） 

第37条 規約の改廃は、組合員の直接無記名投票による過半数※の賛成を得なければできない。 

（解散） 

第38条 組合の解散は、組合員の直接無記名投票による４分の３以上の賛成があったときでなければできな

い。 

 

 

附 則 

（細則） 

第39条 この規約を実施するために必要な細則は、別に作成し大会の承認を得なければ効力は生じない。 

（効力） 

第40条 この規約は、○年○月○日より施行する。 

 

注（１）下線の部分は、労組法第５条第２項に規定された組合規約としての必要的記載事項です。 

（２）※印については過半数としましたが、これは最低数であって３分の２としているところもあります。 

定足数については、「全国組織など組織の大きさ」「参加者の移動時間や費用」「交代制、シフト制な

ど、勤務時間帯が異なる」等、その組織の実態に合った内容にしてください。 

一度規約を施行すると、改廃の手続きには手間・時間・費用がかかりますので、慎重に対応してくだ

さい。 
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労
働
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付 録 ３ 

★ 各種様式例 

 

（１） 組合加入申込書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○ 労働組合 御中 

 

 

 

加 入 申 込 書 

 

 

 

私は、組合結成の趣旨に賛成し、加入申込みをいたします。 

 

加入に当っては、規約と機関の決定を遵守し、組合の発展に努力することを 

 

誓います。 

 

 

 

○年○月○日 

 

（ふりがな） 

 氏  名                      印 

 

 職  種                        

 

 現 所 属                        

 

 勤続年数                        

 

 生年月日                        

 

 現 住 所                        

 

 電話番号                        

 

 

 

 

 

第２編 



30 

 

（２） 組合事務所使用貸借協定書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合事務所使用貸借協定書 

 

（株）○○は、○○組合の要求によって、下記組合事務所の使用貸借協定を 

行うものとする。 

 

記 

 

 一． 会社は、神奈川県○○市○○町○○番地の会社所有地内の○○室を組合 

  事務所として貸与する。 

 

 一． 会社は、この事務所を組合に無償で貸与する。ただし、組合が使用した 

  水道光熱費、並びに電話等の料金は組合の負担とする。 

  

 一． 組合は、事務所の建物・設備の維持管理の責任を負い、その秩序維持に 

  努力する。 

 

 一． 会社は、業務の都合でやむを得ず事務所の移動や改築の必要性が生じた 

  ときは直ちに組合に通知し、組合は協議に応じるものとする。 

 

 この協定は調印の日から３か年を有効期限とし、期限１か月前までに双方から 

 の申入れが無い限り更新されたものとして取り扱う。 

 

以  上 

 

 

○○年○○月○○日 

 

 

 

（株）○○ 

代表取締役 ○ ○ ○ ○     印 

 

○○ 労働組合 

執行委員長 ○ ○ ○ ○     印 
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労
働
組
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（３） 労働組合の資格立証書様式 

（神奈川県労働委員会のホームページからダウンロードできます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（フリガナ）

郵便番号

住　　所    （TEL）

（フリガナ）

組合結成年月日 組合員数

企業全体
従業員数

業　　種

上部団体
名　　称

　□　労働協約の地域的拡張適用の申請をする

　□　労働委員会の労働者委員の推せんをしようとする

　□　労働者供給事業の許可申請を行う

申請担当者・連絡先

氏　　名

電話番号

組合事務所
所在地

組　合　資　格　立　証　書

　　神 奈 川 県 労 働 委 員 会 会 長　殿 立証年月日 年　　月　　日 

組合の名称

　　

組合代表者
役職及び氏名

役　　職 氏　　名

　　　年　　月　　日 　　　　　　　　　名　

　　　　　　　　名　

※ 加盟している上部団体がある場合のみ

※ 企業内組合の場合のみ

（備考）　添付書類は、労働組合規約、労働協約、予算決算書、非組合員の範囲一覧表等を各１部です。

　

申　請　目　的

　□　不当労働行為の救済申立てを行う

　□　法人登記のための資格証明書の交付を求める
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付 録 ４ 

★ 第２編「労働組合」で取り上げた裁判例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★INAX メンテナンス事件（最高裁第三小法廷 平23.４.12 判決） 

 （事案の概要） 

業務委託契約で住宅用機器の修理補修業務を行っているカスタマーエンジニア（以下、「ＣＥ」という）

が加入する労働組合から団体交渉の申入れを受けた会社が、ＣＥは労働者ではないとして申入れを拒絶。

中央労働委員会が同社に団体交渉に応じるように命じたが、この命令の取り消しを求めて会社が提訴し

た。 

裁判では、業務委託契約を締結しているＣＥが、労組法上の労働者に該当するか否かが争点となった。 

 （判決の要旨） 

  ・ＣＥは、会社の事業の遂行に不可欠な労働力として会社の組織に組み入れられていた。 

・会社が契約内容を一方的に決定していた。 

   ・報酬は労務の提供の対価としての性質を有するものということができる。 

   ・実質的にＣＥには諾否の自由がなかった。 

   ・会社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監督下に労務の提供を行っており、かつ場所的にも時間

的にも一定の拘束を受けていた。 

以上の諸事情を総合考慮すれば労組法上の労働者に当たると解するのが相当である。 

 

★新国立劇場運営財団事件（最高裁第三小法廷 平23.４.12 判決） 

 （事案の概要） 

劇場との間で出演基本契約を締結したうえで、個別公演出演契約を締結してオペラ公演等に出演する合

唱団員が、毎年実施される合唱団員選抜に不合格となった。その不合格に関して労働組合から劇場に対し

て団体交渉の申入れを行ったが、劇場は応じなかった。中央労働委員会の再審査でも団体交渉に応ずべき

とされたため、この命令の取り消しを求めて財団が提訴した。 

裁判では、出演基本契約を締結した契約メンバーが、労組法上の労働者に該当するか否かが争点となっ

た。 

（判決の要旨） 

・契約メンバーは各公演の実施に不可欠な歌唱労働力として、組み入れられていた。 

・基本的に劇場からの個別公演出演の申込みに応ずべき関係にあった。 

・出演基本契約の内容は一方的に決定され、劇場の指揮監督下において歌唱の労務を提供していた。 

・時間的にも場所的にも一定の拘束を受けており、その報酬は歌唱の労務の提供それ自体の対価である。 

以上の諸事情を総合考慮すれば労組法上の労働者に当たると解するのが相当である。 
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第３編 団 体 交 渉 
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１ 団体交渉とは 

より良い労使関係を確立するためには、まず話合いの場である団体交渉に関する知識を深め団交ルールを確

立して、労使双方が団体交渉を効果的に運用することによって相互理解を深め信頼関係を生み出してゆくこと

が大切です。 

団体交渉は、労働組合と使用者とが対等な立場に立って、賃金、労働時間その他の労働条件を集団的に取り

決める労働協約の締結やその他の事項についての合意を達成するための話合いの場です。当然のことですが、

団体交渉で取り上げられる問題については、労働組合の立場から、あるいは使用者の立場から見解の相違や意

見のくい違いが生じます。 

法律的概念としての団体交渉は、第１に、労使双方が譲歩を重ねつつ合意を達成するためのものですが、合

意の達成は義務ではなく、あくまでも交渉の結果であるということです。どちらか一方の譲歩も義務ではなく

自由ですから、結果的に合意が達成されない場合もあります。第２に、団体交渉は、代表者を通しての統一的

な交渉の手続ですから、「駆け引き」の権限が代表者に与えられている必要があります（代表者への交渉の一

任）。 

団体交渉に対する法的保護としては、第１に、「正当な」団体交渉に関しては刑事上罰せられませんし、民

事上も不利益な取扱いを受けないことです（労組法第１条第２項、第７条第１号、第８条）。第２に、使用者

は正当な理由がない限り団体交渉を拒否することはできません（労組法第７条第２号）。 

このように、労組法は労働者の団体交渉について手厚い保護を与えていますが、これは集団的労使関係にお

ける団体交渉の持つ重要性を示すものです。 
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２ 団体交渉の当事者 

団体交渉の当事者は、一方は労働組合であり、他方は、これと対抗的関係にある使用者又は使用者団体です

（労組法第６条）。当事者とは、その人又はその団体の名前で団体交渉を遂行し、その成果としての労働協約

の当事者となる者であり、実際に団交の場で交渉をする「団体交渉の担当者」とは区別して考えなければなり

ません（なお、第三者委任禁止条項、唯一交渉団体条項については、第４編「労働協約」54頁参照）。 

 

（１） 労働組合側の当事者 

労働者側では単位組合（労組法第５条第２項第３号）及び連合団体（労組法第２条本文、この場合は上部

団体）が団体交渉の原則的な当事者です。基本的要件（労組法第２条）を満たす自主性のある労働組合であ

れば、使用者に対し団体交渉を求めることができ、労働協約を締結することができます。 

雇用する労働者が加入する労働組合からの団体交渉を使用者は正当な理由なく拒否することはできません

（労組法第７条第２号）。 

なお、団体交渉拒否の不当労働行為の救済を労働委員会に求める場合には、法適合組合（労組法第２条の

定義規定並びに第５条第２項の規約の必要的記載事項に適合する組合）でなければなりません。 

不当労働行為の救済手続に際しては、労働委員会において資格審査が行われます。 

 

（２） 使用者側の当事者 

団体交渉の使用者側の当事者は、その労働組合と対抗関係にある使用者であって、個人事業においてはそ

の個人であり、法人組織の事業では法人そのものを指します。 

そして、これらの使用者が組織する団体も団体交渉の当事者となることができます。しかし、使用者が構

成する団体であるからといって当然に団体交渉の当事者としての資格があるわけではなく、その定款又は規

約などで団体交渉の当事者となることを規定されている場合や、賃上げ、一時金など個々のケースについ

て、その使用者から委任を受けた場合に限り、団体交渉の当事者となります。 

また、必ずしも労働契約を締結している者だけが団体交渉応諾義務を負う使用者ではありません。例えば

親会社や元請会社などに対しても、場合によっては団交の相手方として交渉を申し入れることができます。

つまり、労働契約関係がなくても、その仕事が親会社等の営業（事業）組織に組み入れられ、親会社等が仕

事に対して一般的な指揮命令の権限を持っている場合など、仕事の上でのつながりが強い場合には、その親

会社等が団体交渉の相手方となるのです（阪神観光事件、最高裁第一小法廷 昭和62.2.26判決、後記付録45

頁参照）。なお、社外労働者についても、受入企業がその労働条件のその他の待遇について具体的な支配力

を有する場合には、団体交渉の相手方である使用者となります（朝日放送事件、最高裁第三小法廷 平成

7.2.28判決、後記付録45頁参照）。 

また、派遣労働者を指揮命令している派遣先企業は、労働者派遣法上派遣先が責任を負っている部分等に

ついて、派遣労働者が加入する労働組合からの団体交渉を拒否できない場合もあると考えられています。 

 

（３） 団体交渉の担当者 

団体交渉の担当者は、通常、労働組合にあっては執行委員長以下の役員が当たり、会社側では社長、人事

担当役員、関係部課長などが当たります。団体交渉は、ただ単に相手方の言い分を聞いておくとか、こちら

の意向を伝えるというものではありません。労使双方とも、実際に交渉権限を持つ者が出席しなければ意味

がありません。要は、団体交渉を成功させるには誰が担当者として一番適任であるかという観点から考える

べきです。 

ア 労働組合側の担当者 

労働組合側の団体交渉の権限は、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」（労組法第６条）

にあります。通常の場合、執行委員長以下の役員がこれに当たりますが、誰を交渉担当者として決めるか

は組合内部の問題です、したがって、使用者は労働組合が自主的に選んだ交渉員を正当な理由なく拒否す

ることはできません。例えば、交渉担当者が被解雇者であっても差し支えありませんし、委任をすれば第

三者であっても構いません。ただし、委任した場合には、委任の事実を書面によって明らかにしておかな

いと使用者に交渉拒否の正当理由を与える場合もあります。また、委任の内容には交渉権限だけではなく

妥結の権限も含めることが望ましいことです。 
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イ 使用者側の担当者 

会社の責任者、例えば社長が自分で交渉に当たる場合は問題ありませんが、代理人に当たらせる場合には、

必ず交渉権限を持つ者を出席させなければなりません。会社の代表者として出席した人が、事ごとに問題を持ち

帰り取締役会や社長の承認をもらわなければ話が一切進まないというのでは、団体交渉は成立しません。これ

では、誠実な団体交渉とはいえません。 

 

（４） 団体交渉と上部団体 

わが国では、個々の労働者が企業別の労働組合に加入し、さらにその組合が構成単位となって産業別の協

議体や連合体が形成されています。そして、通常は企業別の組合が中心となって団体交渉が行われ、産業別

に単一組織（個々の労働者が直接加入する方式）が形成されている場合でも、やはり企業別に設けられた支

部ないし分会が団体交渉や闘争の中心となっています。 

このような結合の仕方や活動の方式は、労働組合の本来のあり方からして、まだ多くの弱点を持ってお

り、組合はこれを克服し、併せて交渉力や闘争力の強化を図るため、個々の組合が目標や闘争時期を同じく

する共闘を組んだり、上部団体とそれを構成する企業別組合とが共同して団体交渉を行ったり、上部団体が

各企業と、いわゆる対角線交渉を行ったり、さらには上部団体が使用者団体と統一交渉を行ったりすること

もあります（後記「団体交渉の態様」37頁参照）。 

ア 団体交渉権を有する上部団体 

法律的には、企業別組合の枠を越えた連合体や単一組織も、労働者が主体となって自主的に労働条件の

維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織されたものである限りは労組法上の労働組

合ですから、労働組合に保障された団体交渉権は上部団体にも当然保障されています。つまり、上部団体

は、より一層の労働者の地位の向上、団結力の強化を目的として結成された高次の団結方式ですから、当

然にその加盟組合や組合員のため団体交渉の当事者となり、また、その役員は交渉担当者となることがで

きるわけです。 

しかし、団体交渉権は無制限に上部団体に認められるわけではなく、その上部団体が、構成員たる企業

別組合に対して統一的な統制力を持たなければなりません。なぜなら、上部団体が、実質的な統制力を欠

いている場合には、統一協定を締結しても企業別組合がその適用を拒否したり、怠ったりして団交の結果

を無為に終わらせてしまうおそれがあるからです。したがって、上部団体がその名称のいかんに関わらず

内部的な統制力を持たない単なる連絡機関や協議機関にすぎない場合には、使用者と団体交渉をする資格

はなく、上部団体の役員は、企業別組合から交渉を委任されたときに限り使用者と団体交渉することがで

きます。 

イ 二重交渉 

前述のように内部的統制力を有する上部団体は固有の団体交渉権を持っていますが、一方において、そ

の構成員である企業別組合も労働組合である以上団体交渉権がありますから、この両者の関係がどうなる

のかという問題が生じます。一般的には、上部団体が統一交渉をなし得る組織と体制を備えている場合に

は、企業別組合の団体交渉権は上部団体のそれによって制約を受け、上部団体の団体交渉の統制の下でこ

れと矛盾、衝突しない範囲でしか行使できません。 

現状では、上部団体と企業別組合との権限の分配は様々な形で行われています。上部団体の規約で団体

交渉権の範囲を決めている場合もありますし、企業別組合がいわゆる三権（交渉権、スト指令権、妥結

権）の委譲を行っている場合もあり、慣行によって決められている場合も見られます。 

いずれにしても、団体交渉権の範囲を明確にし、使用者の要求があった場合は、これを明示して交渉の

窓口で紛争の生じないよう留意しなければなりません。 

 

（５） 職場交渉 

職場の労働者の日常的な問題を解決するために、特定の職場の組合員代表と職制との間で団体交渉を持つ

ことがありますが、これには次のような問題が出てきます。 

一般的に言って、特定の職場に、組合に加入している者とそうでない者が混在している場合、あるいは第

一組合の組合員と第二組合の組合員が一緒に働いているような場合に、その職場に固有の問題について、こ

れらの者が共同で代表者を選び団体交渉を要求するような場合は、自主的な団結である限り争議団と同じよ

うに、その職場について管理権限を持つ職制は団体交渉に応じる場面も生じましょう。また、いわゆる「職
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場」と組合の組織の範囲が一致する場合、例えば工場事業場が組織の単位となって組合が結成されている場

合には、職場交渉は労働組合の団体交渉そのものですから問題はありません。 

しかし、職場交渉について通常問題となるのは、組合の組織単位となっている工場、事業場の特定の職場

の組合員が直接職制に団体交渉を要求する場合、例えば企業別組合の組合員が課ごとに課長に対して欠員補

充や事務服の支給といった日常の要求を出し交渉をする場合です。このような場合、職場交渉が、労働組合

の団体交渉権といかなる関係に立つのかが問題になります。まず、職場の労働者は組合に加入している以

上、組合の団体的統制に服すことになります。したがって、組合員全体に共通する事柄については、使用者

と単独で交渉することは許されませんし、職場の労働者たちがまとまって職制と交渉する場合でも、組合の

規約や指示、方針に反することも許されません。例えば組合が統一的に交渉すべき賃金、労働時間などの労

働条件、解雇、退職の条件、懲戒、経営参加の制度、ショップ制、組合活動などについては、職場交渉はで

きませんし、特定の職場の固有の問題でも、組合がこの要求を取り上げる方針を決めている場合には、それ

に反して職場交渉を求めることはできません。いずれも組合の団体交渉権を侵害することになるからです。

ただし、組合の統制の範囲内において、特定の職場の特有の事柄について平穏に職場交渉を行うことは差し

支えありません。 

 

（６） 団体交渉の態様 

★ 団体交渉の態様 ※一般的な交渉のイメージを示したものです 

ア 使用者と単位組合との交渉 

企業別組合と単独の使用者との交渉 

 

 

 

 

 

 

イ 統一交渉                           ウ 共同交渉 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 集団交渉                           オ 対角線交渉 

 

 

 

 

 

 

 

A社 

 

B社 

 

C社 

A社 

産業別組合 

（単産） 

２企業以上にわたって組織を有する労働組

合（単位産業別労働組合）とこれに対応する使

用者団体との間で行われる団体交渉方式 

企業別労働組合と、上部団体とが共同で使用

者と交渉する方式 

各使用者と各企業別組合とが共同して団

体交渉を行う場合のように、労使双方とも

多数当事者が出席して行われる団体交渉 

個別の使用者と、２企業以上にわたって組

織を有する労働組合（単位産業別労働組合）

との間における団体交渉 

使 

用 

者 

企 業 別 組 合 

使 

用 

者 

団 

体 

産 

業 

別 

組 

合 

使 

用 

者 

企 業 別 組 合 

上 部 団 体 

 

A組合 

 

B組合 

 

C組合 

Ｂ社 

Ｃ社 
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３ 団体交渉の対象事項 

（１） 交渉事項の範囲 

どのような事項を団体交渉の対象として取り上げることができるかという問題には、二つの意味がありま

す。 

第１に、団体交渉事項の範囲について労使の見解が食い違うと、労使ともに自己の期待感が裏切られ、い

わゆる窓口闘争に陥り、そのためにエネルギーの大半が使われ、肝心の中身についての交渉が円滑に行われ

ない結果となります。第２に、労組法は正当な理由なく団体交渉を拒否することを不当労働行為として禁止

していますが、これは団体交渉の対象として取り上げて良い事項について団交の申入れがあったときに成立

するのです。 

それでは、どのような内容の事柄を交渉の対象にできるのでしょうか。労組法の趣旨から考えてみましょ

う。 

ア 使用者の処分権限に属する労使関係上の事項であること（義務的団交事項） 

労組法は、労働者が使用者との交渉において対等な立場に立つことを促進することによって、その地位

を向上させること、労働条件を集団的に取り決め、労使関係を規制する労働協約を締結することなどを目

的としています。したがって、労使関係に全く関係のない事項についてまで、団体交渉権を保障するもの

ではありません。使用者が処理できない事項について交渉を行うよう義務づけることは妥当ではありませ

んし、また、交渉を行った場合でも満足できる結果を得られませんから、そのような申入れについては団

体交渉権の保障は及びません。言い換えれば、「労使関係に関するもののうち、使用者の処分権限に属する

事項」であるか否かが、団交事項の範囲を考える場合の基準となります。 

団体交渉事項は、多くの場合、労働条件に関係したものですが、決してそれは労働条件に限定されるも

のではなく、福利厚生の問題や使用者と労働組合との関係を規制する団体交渉手続、ユニオン・ショッ

プ、労働協約の適用範囲その他広い範囲の事項が交渉の対象となり得るのです。 

労働条件に関しては、一般的な基準設定やルールのみならず、組合員個人に対する取扱い（解雇や配転

など）についても、労働組合としての統一的処理ないし処理の基準についての問題として、交渉の対象と

なります。また、初任給の引下げという非組合員の労働条件についても、組合員の労働条件との関わりあ

いが強い場合には交渉の対象となることがあります（根岸病院事件、最高裁第１小法廷 平成20.3.27決

定、後記付録45頁参照）。 

イ 交渉事項の範囲を巡っての労使関係 

わが国の実例を見た場合、ある事項を団体交渉の目的とするか否か、交渉人員を何人にするか、という

ような、本論に入る前の、いわゆる窓口段階で労使紛争を生じていることが少なくありません。交渉事項

の範囲を画することは難しい問題であるため、むしろ賢明なやり方としては、団体交渉の窓口はやや緩や

かにしておいて、交渉事項の幅を拡げておき、実質的な話合いに入ってから問題を整理するという方向づ

けが望ましいでしょう。 

他方、労働組合にとっても、十分団体交渉を尽くしても合意が得られなかった際、初めて伝家の宝刀と

して争議行為を行うという認識が必要ですが、話合いが煮詰まらないまま団体交渉を有利に展開しようと

して争議行為を実施する例もあるようです。このようなやり方は団体交渉の精神にそぐわないばかりか、

その後の労使関係に支障を来すおそれさえあります。 

 

（２） 交渉事項における問題点 

法律では、団体交渉事項の範囲を「労働協約の締結その他の事項」と定めていますので（労組法第６

条）、先ほど「労使関係に関するもののうち、使用者の処分権限に属する事項」であると述べましたが、実

際上は難しい問題もありますので、いくつかの場合に分けてお話しします。 

ア 「経営権」に属する事項 

使用者の中には、団体交渉の申入れに対し、それはいわゆる「経営権」に属する事項だからとか、ある

いは企業の「管理運営事項」に属するからと言って、交渉を拒否する例がみられます。確かに企業運営に

当たっては、使用者側がもっぱらその責任と権限において処理すべき事項があります。例えば、代表取締

役の選任解任は取締役会で決すべきものであり、また、会社合併は株主総会で決定するように会社法で規

定されているものですし、取締役の担当業務の変更も使用者の専決事項と考えるべきでしょう。しかしな
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がら、企業運営の基本そのものは使用者の権限に属するものであるとはいえ、それが具体的な労働条件の

変更を伴うこともあります。会社合併によって解雇、配置転換や賃下げが行われることなどがよい例です

が、このような場合にまで、解雇や配置転換は経営権に属するという理由で団体交渉を拒否することは許

されません。 

「経営権」という言葉は明確な法律上の概念として確立されたものではなく、企業を包括する財産権を

基礎とした企業運営の権限と責任という程度に理解されているにすぎないものです。使用者としては、団

体交渉の範囲を「経営権」に属するか否かという角度から考えるのではなく、団体交渉の目的すなわち労

働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上に関係があるか否かという観点に立って、判断する必

要があります。この点から見ますと、組合員の配置転換、職場の再編成、新規設備導入による労働条件の

変更、懲戒処分などは広く団体交渉の対象となります。 

イ 過大要求 

要求があまりにも過大で、それを受け入れると企業運営がおぼつかないような事項は、そもそも団体交

渉の対象になり得ないのではないかという問題があります。しかしながら、たとえ要求が過大と思われる

場合でも、団体交渉の過程で合理的な妥協点を求めるよう努力すべきであり、交渉を拒否すべきではあり

ません。 

ウ 労働協約事項の改廃 

労働協約に既に定めのある事項については、有効期間中の変更を求めて交渉の対象とすることは正当で

はありませんが、有効期間満了後の問題として有効期間中に交渉を申し入れた場合であれば、交渉事項と

しては正当な範囲に属するものと考えられます。なお、労働協約の中で団体交渉事項を規定する例があり

ますが、この場合、当事者が団体交渉事項を限定するという制限列挙の意味なのか、それとも単なる例示

規定なのかを明らかにしておかないと、後日無用の紛争が生ずるおそれがあることに留意してください。

一般的には交渉事項を労働協約で制限することは例外的な場合であり、確認的な意味を持って労働協約に

規定したと考える方が妥当でしょう。 

エ 他企業の労使関係ないし政治問題  

他企業の労使関係は、その企業の労使が解決すべきものであって、通常は団体交渉にはなじみません。

しかし分社化・子会社化が進んでいる時代です。子会社や関連会社あるいは同じ地域の会社の問題が自分

たちにも関わってくる場合には、そのことを団体交渉の対象とすることはあり得ます。 

政治問題に関する制度・政策要求は、本来単産やナショナルセンターが行うべきものであって、個別企

業の労使が解決できるものではありません。しかし、その制度・政策要求を実現するためには、個別企業

の労働組合の協力が必要な場合もあります。例えば税制改革、年金・医療制度の改革、外国人労働問題な

ど労働者の生活に関わる問題も少なくありません。このような問題について、制度・政策要求を職場要求

に引き直して掲げることが一般的に行われているようです。 

オ その他 

この他、使用者は、①組合員の名簿や組合員数、規約等を提出せよ、②忙しくて交渉をしている暇がな

い、③組合員や役員は従業員でなければならない、④資格審査を受けていない、などの理由を挙げて団体

交渉を拒否することがあります。しかし、これらは団体交渉を拒否するための正当な理由とはならないも

のと考えます。理由は以下のとおりです。 

① 団体交渉を要求してきた者が、使用者の雇用する労働者の代表者であることが明らかである場合や、

組合員名簿等の提示が要求事項との関係で交渉の開始、継続に特段必要とされない場合において、使用

者が、ことさらに組合員名簿等の提出を求め、それがないことを理由に団体交渉を拒否するようなこと

があれば、不当労働行為となるおそれがあります。 

② 業務多忙のみの理由で団体交渉の期日を引き延ばすことは、団体交渉を軽視するものとして不当労働

行為となるおそれがあり、また、組合の団体交渉権を侵害するものとして、民法上の不法行為となるお

それもあります。 

③ 労組法第６条では「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のため

に使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」とされており、

交渉権限の委任を受けることができる者の範囲について格別の制限はありません。 

④ 労組法で定められた要件を備えた労働組合であることの審査を受けていなかったとしても、憲法によ

り保障された団結権、団体交渉権などを失うものではありません。 
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４ 団体交渉の進め方 

(１) 要求書の提出 

話をわかりやすくするために、労働組合ができたところから団体交渉の開催の流れで説明しましょう。 

労働組合が結成されますと、通常、組合の代表者が使用者に対して組合結成通知（後記付録42頁参照）を

提出します。このとき、組合結成の通知、役員名簿、組合規約などを提出することが多いのですが、時に

は、要求書や団体交渉申入書（後記付録43頁参照）も一緒に提出することがあります。 

要求事項は、賃金、労働時間、休日・休暇等の個々の労働者に直接関係してくる労働条件の部分と、組合

の掲示板、組合事務所、時間内組合活動等の労働組合に関わる部分とに分けることができます。これらの要

求は、準備会が事前に個別的に要求を聞いたり、アンケートで統一的にまとめたり、大会等で大筋を決め執

行部で細目を決める等の方法によりまとめられます。 

 

(２) 団体交渉の準備 

団体交渉は、労働条件などを決定する重要な話合いの場ですから、事前にその問題について労使双方とも

に相当の準備、検討をしてこれに臨むことが、円滑な、また実のある交渉をするために必要なことです。 

例えば団体交渉事項をどのあたりに絞るのか、団体交渉の場所、時間をどうするのか、交渉委員の数をど

うするのかなど労使の間であらかじめ約束してルールを作っておけば問題も起きません。しかし、労働組合

が結成間もない場合は、あまり細かく取り決めず、ルールはあせらず毎回の団体交渉で積み上げていくよう

にすると良いでしょう。「団体交渉はルールに従って行わなければならないが、ルールは団体交渉を行うこ

とによって確立される」のです。ただし、初回の団体交渉実施前に、事前折衝などで最低限の事項を定めて

おくことも行われるようです。 

また、団体交渉を合理的に円滑に進めるためには、交渉事項の事前の検討が大切です。交渉は、相手方に

対し説得力を有するものでなければなりません。そのためには、要求の妥当性を裏付ける客観的な資料を十

分に整えて相手方の反論に応え得る準備が必要です。組合員の間で当面最も切実な要求は何か、その要求を

解決するためにはどのようにしたら良いのかについて討議されたものを執行委員会で整理し、不十分な点を

補充します。 

この場合、企業外にも目を向け、社会的水準、同業他社の状況、諸物価の動向、生活様式及び水準の変化

等も留意すべきでしょう。 

この準備を怠りますと、交渉は主観的感情論に終始し説得力のある秩序だった交渉は望めませんし、準備

のない場当たり的な交渉は誠実な交渉とは言えません。このことは、要求を受ける立場にあっても同様で

す。 

 

(３) 団体交渉の申入れ 

団体交渉の開始手続として、団体交渉を申し込む方があらかじめ相手方に交渉事項、交渉を行う日時、場

所、交渉委員の数（あるいは氏名）等を通知する必要があります。その通知は何日前にするのが適当かは、

相手方が事前に十分な準備、検討をするために必要な期間を判断して決めるべきです。通知は、口頭よりは

文書と口頭の併用という形を採る方が後日の問題を起こさないためにも望ましいことです。もっとも、これ

は最初の申入れの際の問題で、第２回以降は、その都度の団体交渉の際に、次回、またはそれ以降の日程の

打ち合わせをするようにしておくことが現実的でしょう。 

団体交渉の申入れ時期については、実際の例では「３日前」「５日前」「７日前」等に行うこととしている

ものが多いようですが、労使ともに都合の良い日を決めるとか申入れに幅を持たせて、なるべく申し入れた

日には都合がつくようにすると円滑に進みます。 

 

(４) 団体交渉の会場 

団体交渉の場所については、これといって制限はありません。しかし、見るからに殺気立ってくるような

殺風景な場所でも困りますが、柔らかなムードが良いからと言って旅館などを選ぶのは、他に場所がないな

どの特別の事情でもない限りは、余計な誤解を招くこともあるので避けた方が良いでしょう。一般的には会

社の応接室、会議室などが用いられているようです。ある会社の例では、対抗的な机の位置を避け円卓方式

を採用するといった配慮をしているところもあります。 
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(５) 団体交渉の時間 

団体交渉の時間については、就業時間中に行っても就業時間外でも差し支えありません。ただ、あまり長

時間の交渉を強要することは団交拒否の正当理由となることもありますので、休憩を取るとか、深夜に及ん

だときには交渉を打ち切るなどの配慮が望まれます。もちろん、交渉事項の重要性、難易によっても交渉時

間が自ずと決まってきます。 

なお、交渉手続などについても労働協約で規定することが望ましいでしょう。 

 

(６) 交渉委員の人数 

交渉委員の数もしばしば問題になることがあります。法律上の制限は、特にありません。 

労働組合が結成されたばかりで労使関係が安定していないときは、組合側はどうしても多数の交渉委員を

要求しがちですが、団体交渉が「集団」による交渉ではなく「団体」を背景とした代表者による交渉である

ということを考えれば、交渉を円滑に進めるのに必要な限度に絞るべきでしょう。 

しかし、どの程度の人数が適当かということは各企業の実態によって異なってきますので、交渉委員は常

に労使同数である必要はなく、また、決まった人数が出席する必要もありません。団体交渉のルールが確立

し労使関係が安定していくに伴い交渉委員の数も自ずと制限されるでしょう。初めから団体交渉の委員を制

限することを考えるよりも、まず団体交渉を軌道に乗せることを考え、その経過の中で合理的な調整を図る

方が賢明な策といえます。 

 

(７) 交渉のあり方 

団体交渉は、労使それぞれの代表者（交渉委員）が双方の主張について一致点を見出すために話合いをす

る会議ですから、双方とも誠意をもって秩序正しく平和的に運営をしなければなりません。そのため、事前

にルールを定めて、双方がこれに従って団体交渉を行うという慣行を確立することは極めて望ましいことで

す。団体交渉中の録音・録画等についても、合意をとるほうがよいでしょう。 

 

(８) 議事録の作成と確認 

議事録により議事の内容を確認しておくことは、団体交渉の円滑化、後日の紛争の予防という意味で大切

なことです。団体交渉というのは、その過程において労使双方の不一致が一つずつ克服され、その積み重ね

の上に立って、最終的に合意に達するものです。たとえ合意に達しなくても、ある問題に対して述べられた

双方の意見、主張を記録しておくことは、団体交渉の積み重ねを整理する意味で必要です。 

なお、議事録は労使双方が別々に作成するのではなく、その都度双方が確認し合っておくべきですが、議

事録への署名または記名押印まで必要とするものではありません。 

 

(９) 小委員会の設置 

交渉を促進させるために、賃金、労働時間、福利厚生などのテーマごとに、労使による小委員会を設置す

ることも一つの方法です。この小委員会の役割は、労使間の争点を整理して問題点の所在を確認すること

で、特に協約交渉においては、文言の意味を確定するという作業が重要になってきますので、小委員会の意

義は大きいといえます。しかし、小委員会が多分にボス同士の密室での決定となる危険性もありますので、

組合員の意見が反映されるよう十分な配慮が必要です。 

 

(10) 妥結 

交渉委員は、交渉開始あるいは交渉の過程において妥結が見込まれる場合には妥結権限を委任されるのが

通常ですが、その場合においても組合内部の意思決定手続すなわち妥結案について大会（または執行委員会

等）による議決を得ることが必要でしょう。事実、多くの労働組合は組合規約によりこのような手続を定め

ています。これは、団交が交渉委員による請負交渉となってはならないからです。 

交渉が妥結した場合は、その結果を書面に作成して労使双方の代表者が署名又は記名押印する必要があり

ます。これが労働協約ですが、通常書面は２通作成して労使双方が１通ずつ保管します。なお、代表者の署

名又は記名押印は、必ず労働協約締結権限を持つ者が行わなければなりません。労働協約の締結が組合大会

付議事項とされている場合には、労働協約締結より前に、組合大会の決議を得る必要があります（中根製作

所事件、東京高裁 平成12.7.26判決、後記付録45頁参照）。 
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付 録 ５ 

 

★ 各種様式例 

 

（１） 労働組合結成通知書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

労働組合結成通知書 

○年 ○月 ○日 

○○株式会社 

  代表取締役 ○○○○ 殿 

○○○労働組合 

執行委員長 ○○○○ 

 

 

私たち○○株式会社で働く労働者は、○年 ○月 ○日、○○○労働組合を結成しましたの 

 

で、下記のとおり役員の氏名を添え、ご通知いたします。 

 

記 

 

執行委員長 ○○○○       執行委員 ○○○○ 

 

副執行委員長○○○○       執行委員 ○○○○ 

 

書 記 長 ○○○○       執行委員 ○○○○ 

 

以  上 
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（２） 団体交渉申入書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

団 体 交 渉 申 入 書 

 

○年 ○月 ○日 

 

（あて先、名義は、結成通知書に同じ） 

 

下記のとおり団体交渉を申し入れますので、○年 ○月 ○日までに  

 

文書をもって諾否をご回答下さい。 

 

記 

 

１． 日 時  ○年 ○月 ○日 ○時 

 

          又は、○年 ○月 ○日から○月 ○日までの土曜日・日曜日を除く  

 

期間中において、労使双方が合意し得る日時（概ね２時間程度） 

 

２． 場 所  会社会議室 

 

３． 出席者  組合 執行委員長、副執行委員長、書記長、執行委員 ○人 

 

及び会社役員 

 

４． 交渉事項  

 

（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
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（3） 要求書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

要 求 書 

○年 ○月 ○日 

 

（あて先、名義は、結成通知書に同じ） 

 

当組合は（労働組合結成と同時に）、組合員の総意により下記の要求を決定いたしましたの

で、要求書を提出いたします。 

つきましては、○年 ○月 ○日までに誠意ある回答を文書で示されるよう申し入れます。 

 

記 

 

１．組合活動に関する基本的要求 

 

（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

２．賃金、一時金に関する要求 

 

（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

３．労働時間、休日、休暇に関する要求 

 

（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

４．福利厚生に関する要求 

 

（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

５．人事、配置転換、その他に関する要求 

 

（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
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付 録 ６ 

第３編「団体交渉」で取り上げた裁判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★根岸病院事件（東京高裁 平19.７.31判決）（最高裁第一小法廷 平20.3.27 決定（上告棄却）） 

（事案の概要） 

病院が、組合に対し、事前に協議することなく初任給を引下げたことが、不当労働行為であるとして争

われた。 

（判決の要旨） 

非組合員である労働者の労働条件に関する問題は、当然には義務的団交事項にあたるものではないが、

それが将来にわたり組合員の労働条件、権利等に影響を及ぼす可能性が大きく、組合員の労働条件との関

わりが強い事項については、これを団交事項に該当しないとするのでは、組合の団体交渉力を否定する結

果となるから、これも上記団交事項にあたると解すべきである。 

 

★阪神観光事件（最高裁第一小法廷 昭62.２.26 判決） 

（事案の概要） 

キャバレーを経営する会社が、組合からの賃金の増額等に関する団体交渉を拒否したこと等が不当労働行

為であるとして申立てがなされた。 

（判決の要旨） 

楽団員の営業組織への組入れ状況、演奏業務の従事方法、演奏料の労務の対価としての性格から、会社は

楽団員に対し一般的な指揮命令権を有していたとみるべきであり、楽団員に対する関係で労組法７条の使用

者に当たる。 

 

★朝日放送事件（最高裁第三小法廷 平７.２.28 判決） 

（事案の概要） 

会社が、組合から申入れのあった下請労働者に関する事項を議題とする団体交渉を、同人らの使用者では

ないとの理由で拒否したこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった。 

（判決の要旨） 

会社は、本件請負３社から派遣される従業員が従事すべき業務の全般につき管理しており、右従業員の基

本的な労働条件について、雇用主である請負３社と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支

配、決定することができる地位にあったものというべきであるから、その限りにおいて、労組法７条の「使

用者」に当たると解するのが相当である。 

 

★中根製作所事件（東京高裁 平12.７.26 判決）（最高裁第三小法廷 平12.11.28 判決 

（上告棄却）） 

（事案の概要） 

53歳以上の従業員の基本給を大幅に引き下げる労働協約が、組合規約において要求されている組合大会の

決議を経ずに締結されたところ、組合員であった従業員から、労働協約の締結手続に瑕疵があり、労働協約

に基づく基本給の減額が無効であるとして提訴した。 

（判決の要旨） 

労働協約の締結は組合大会の付議事項とされているところ、本件労働協約締結にあたって組合大会で決議

されたことはないから、本件労働協約は、労働組合の協約締結権限に瑕疵があり無効といわざるを得ない。 

本件労働協約締結後に開催された組合大会において、報告事項として承認されたとしても、そのことをも

って協約締結に必要な決議があったとみることもできない。 
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１ 労働協約とは 

労働条件の基準など労使間であらかじめ決めておくことが適当と考えられる事項について、労使が団体交渉

を行って合意した内容を書面にして、これに署名又は記名押印したものが労働協約です。また、この形式を備

えていれば、覚書、協定書と呼ばれるものであっても労働協約となります。 

労働協約は、その内容から、例えば賃金に関する協定とか、争議に関する協定とか、専従者の取扱いに関す

る協定といった、いわゆる個別協約と、労働条件その他労使間で問題となりそうな事項を取りまとめて体系的

に協定した、いわゆる包括協約とがあります。 

労働協約で労働条件が決定されますと、その有効期間中は、労使双方はともにこれを守らなければなりませ

ん。この遵守義務は、協定に定められた事項を必ず履行すると同時に、有効期間中は、その変更を目的とする

争議行為を行わないという義務でもあります。この義務を一般に相対的平和義務といっているのですが、この

義務によって労働協約が締結されますと一定期間、労使の安定と平和が得られますので、労働協約は、決して

使用者側にとっても不利なものではなく、むしろ、こうした労使関係の平和と安定を確保することによって企

業の繁栄がもたらされるというべきものです。 
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２ 労働協約の成立 

労働協約は団体交渉を経て締結されるのですが、その過程で三つの問題があります。第１は、団体交渉から

労働協約の締結に当たって、その当事者となる資格（協約能力）があるのは誰かという問題、第２は、締結権

限のある者は誰かという問題、第３は、労働協約が成立するためには、どのような要件を充たすことが必要か

という問題です。 

 

（１） 労働協約の当事者 

ア 労働組合側 

労組法上の効力を認められる労働協約を締結するためには、労組法第２条の要件を備えている労働組合

であれば、企業別、職業別、産業別組合かを問わず、また、上位組合、下位組合を問わず資格が認められ

ます。しかし、労働者の団体でも、例えば争議団のように争議が終われば解消してしまうような団体には

協約能力が認められません。 

イ 使用者側 

個々の使用者に認められることはもちろんのことですが、使用者の団体も資格を持つことができます。 

ただし、使用者の団体が資格を持つためには、その団体を構成する各使用者から協約の締結についての

委任を受けなければなりません。 

 

（２） 協約締結の権限を有する者 

ア 労働組合側 

労組法第６条は、労働組合の代表者たる資格が認められる組合役員、又は労働組合の委任を受けた者が

交渉権限を有する、としていますが、ここでいう交渉権限とは、労働協約を締結する権限の意味ではな

く、労働協約の締結を目的として、それに含まれるべき賃金、労働時間等の労働条件について交渉する権

限を意味します。 

しかし、現実には、小さい労働組合では、組合規約により交渉権限だけではなく併せて妥結権限と労働

協約締結権限も与えられていることもあるようですが、もしそうでない場合には、組合の特定機関、例え

ば代議員会、大会(総会)等の決議を経て、あらかじめ権限も与えておくことが考えられます。 

イ 使用者側 

使用者が単独で労働協約締結の当事者たる場合は問題ありませんが、使用者団体が協約能力を持つ場合

には、その構成員である個々の使用者から、その委任された範囲内の事項についてのみ団体の代表者が協

約を締結することができます。また、株式会社などの法人の場合は、法律上、一般に代表権限を有すると

認められる者が当然に協約締結権限を持つことになります。 

 

（３） 労働協約の要件 

労組法第14条は、労使間の協定が労働協約として効力を持つためには、① その協定を書面に作成するこ

と、及び② 両当事者が署名又は記名押印すること、を要件としています。法が書面の作成を要件としたの

は、両当事者に協約締結の意思を確認させ合意の内容を明確にして、後日の紛争を防止しようとしたところ

にあります。 

また、署名又は記名押印を要件とした趣旨は、労働協約の内容が団体交渉による合意の内容に相違ないも

のであることを当事者に確認させ、労働協約の確実性を保持しようとしたためです。したがって口頭のみで

書面化されていない労使合意には労働協約が有する規範的効力（後記59頁参照）は認められないことになり

ます（都南自動車事件、最高裁第三小法廷 平13.3.13判決、後記付録63頁参照）。 

 

３ 労働協約の内容 

労働協約において定められる事項は、労働条件その他労使関係全般に関する事項です。労働協約の内容は特

に法律によって制限されておらず、強行法規や公序良俗に反しない限り、その内容をどう定めるかは当事者の

自由です。その協定事項は、一般に、賃金その他の労働条件、労働者の待遇に関する基準等使用者と労働者と
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の関係を規制する条項（規範的部分）と労働組合と使用者間の権利義務を規定する条項（債務的部分）とに分

類されます。 

 

（１） 規範的部分 

労働協約の規範的部分とは、使用者と個々の労働者との間の労働関係の内容となるべき労働条件その他の

労働者の待遇に関する基準を設定することを目的とする条項をいいます。賃金、労働時間、休日、休暇、時

間外労働、懲戒等の基準に関するものであり、労働協約の内容の最も重要な部分です。 

具体的には次のような事項が考えられます。 

ア 始業・終業時刻、休憩時間、休日、諸休暇、交替制その他就業時間に関する事項 

イ 賃金、一時金に関する事項 

ウ 退職、解雇、雇止めに関する事項 

エ 退職手当その他の手当に関する事項 

オ 安全、衛生に関する事項 

カ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 

キ 表彰、制裁に関する事項 

 

（２） 債務的部分 

労働協約の債務的部分とは、労働協約の規範的部分以外のものであって当事者間（使用者と労働組合との

間）に債権債務関係を創設することを目的とする条項をいい、具体的には次のようなものがあります。 

 

ア 非組合員の範囲に関する条項 

非組合員の範囲については、労組法第２条第１号において、使用者の利益を代表する者の参加を許さな

い旨が規定されている外には法律上特別な制限はありません。しかも、労働組合は労働者が自主的に組織

するものですから、非組合員の範囲については、本来組合自身が組合規約において自主的に決定すべきこ

とです。しかし、多くの労働協約では、非組合員の範囲を定めて、労働協約の適用範囲を明らかにしてい

ます。また、利益代表者と併せて、各企業における特定の身分又は職種の従業員を、労働協約において非

組合員としている例があります（前記第２編「労働組合」７頁参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 組合活動に関する条項 

組合活動に関する条項には、就業時間中の組合活動、企業施設内での組合活動、在籍専従制度、チェッ

ク・オフなどがあります。 

（ア） 就業時間中の組合活動 

就業時間中は、たとえ組合員であっても、労働契約に基づき使用者に対して労務を提供する義務(職

務専念義務)がありますから、できる限り組合活動は就業時間外に行うのが原則です。これに関して、

一流ホテルの従業員が春闘の時期に就業時間中に職場で組合幹部の指令に基づき「要求貫徹」などと

記載したリボンを６日間着用したケースについて、就業時間中の組合活動として正当性を有しないと

して、指令を出した組合幹部の懲戒処分を有効とした判例があります(大成観光事件、最高裁第三小法

廷 昭57.4.13判決、後記付録63頁参照)。 

しかし、わが国の労働組合の多くが企業ごとに組織されていることもあり、ほとんどの労働協約で

は、組合活動を就業時間外に行うことを原則としながらも、特定の範囲の活動については、一定の要

件の下で例外的に就業時間中に行うことを認めています。それは、① 組合の組織がほとんど企業別組

〔労働協約の例〕 (注)ユニオン・ショップを締結している場合 

第○条 会社の従業員であって、次の各号の一つに該当する者は組合員から除名する。ただし、これ

らの者でも、その職務以外に転じたときは、組合に加入しなければならない。 

(1) 工場長 

(2) 総務、工務、原料、庶務経理の各部課長 

(3) 庶務、経理の各次席 

(4) 守衛、運転手 

(5) その他会社、組合協議の上決定した者 
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織であるため現実の活動が主に会社、工場内に限定されること、② 使用者にとってもある程度これを

認めた方が、かえって無秩序になりがちな組合活動を防止できるなどの理由によるものです。 

就業時間中の組合活動と賃金の関係については、その時間に対応する賃金を支払うことは労組法第

７条第３号の「労働組合の運営のための経費の支払につき、経理上の援助を与える」に該当し、不当

労働行為として禁止されています。ただし、就業時間中の組合活動を賃金を失うことなく容認する旨

の労働協約を締結している場合には、使用者との交渉や協議に費やされる時間については、賃金を支

払って差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 企業施設内の組合活動 

企業施設内の労働組合の活動については、労働者側の団体行動権の一部である組合活動権と使用者

側の所有・管理する「物的施設」に関する権利(いわゆる「施設管理権」)との抵触・調整が問題とな

ってきます。 

これに関しては具体的なケースごとに判断していくことになりますが、施設内のロッカーへのビラ

貼りや組合集会での社内食堂の無断使用に関して労働組合が使用者の許諾を得ないまま企業施設を利

用して組合活動を行うことは、その利用を許さないことが施設管理権の濫用と認められる特段の事情

がない限り正当性を有しないとした判例もあります(国鉄札幌運転区（国労札幌支部）事件、最高裁第

三小法廷 昭54.10.30判決、後記付録63頁参照)。 

他方、最小限の組合事務所の供与については労組法第２条第２号但し書、第７条第３号但し書でも

認められており、わが国の労働組合の多くが企業ごとに組織されていることもあり、多くの組合で組

合事務所や掲示板を会社から借りたり、会社内の施設を利用して組合大会や執行委員会を開催してい

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔労働協約の例〕 

第○条 組合業務は、組合業務専従者を除き就業時間外に行うものとする。 

第○条 組合業務専従者以外の組合員の組合業務は、次の各号の一に該当するときに限り、これを

就業時間内に行うことができる。 

(1) 団体交渉委員の団体交渉への出席及び団体交渉の事前事後における協議のための会合への出席 

(2) 経営協議会委員の経営協議会への出席及び経営協議会の事前事後における協議のための会合へ

の出席 

(3) 組合大会の出席。ただし、年３回、１回につき３時間半を限度とする。 

(4) 中央委員会の出席。ただし、月２回、１回につき３時間を限度とする。 

(5) 組合役員の執行委員会の出席及びその他の組合業務 

(6) その他会社が特に認めたもの。 

２ 前項第１号から第４号までによる不就業者は、あらかじめ所属課係長に届け出なければならな

い。第５号による不就業者は、あらかじめ所属係長の許可を得なければならない。 

３ 第１項第６号により就業時間内に組合業務を行おうとするときは、組合はあらかじめ不就業願

いを提出して会社の承認を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合に限り、事後速

やかに不就業願いを提出することを条件に、口頭により承認を受けることができる。 

第○条 前条第１項第１号から第２号までの場合を除き、会社は、就業時間内の組合業務に基づく

不就業者に対して、その間の賃金は支払わない。 

〔労働協約の例〕 

第○条 会社は、組合に対し次の便宜を与える。 

(1) 組合事務所は組合の申出により双方協議の上適当な場所を貸与する。 

(2) 組合の使用する消耗品、備品は実費で譲渡する。 

(3) 組合専用のための掲示板は出退勤通路、社員食堂及び各休憩所前に設置することを認める。 

(4) 組合宛の郵便物については組合の指定する場所に取り次ぐ。 

(5) 組合宛の電話については業務に支障のない範囲で取り次ぎを行う。 

(6) 社内LANの利用については業務に支障のない範囲で認める。 
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（ウ） 在籍専従制度 

企業別組合が多いわが国では、従業員が本来の仕事を行わないで組合業務に従事するという在籍専

従制度が広く行われています。この場合は、専従者が、在籍のまま会社の業務を一定期間離れること

になります。これについては使用者の承諾が必要ですし、その他、専従者の数、専従期間中の身分取

扱いなどを労働協約で定めるのが通例です。組合専従者を従業員以外の者から選任することは、法律

上問題ありません。 

なお、専従者期間中の賃金を使用者が負担することは、労組法第７条第３号「労働組合の運営のた

めの経費の支払につき経理上の援助を与えること」に該当し不当労働行為として禁止されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ） チェック・オフ 

チェック・オフとは、使用者が労働者に賃金を支払う際に各人の賃金の中から組合費を差し引き、

一括して組合に渡す制度です。 

チェック・オフにも労基法第24条の賃金支払い原則（全額払いの原則）の適用があります。組合費

といえども使用者が組合員の賃金の一部を控除することになることから、労基法第24条第１項に基づ

く賃金控除の労使協定の締結が必要とされています。（済生会中央病院事件、最高裁第二小法廷 平

元.12.11判決、後記付録63頁参照）。 

また、チェック・オフを行うためには労使協定のほかに個々の組合員による使用者に対する組合費

相当分の支払委任が必要であり、個々の組合員が使用者にチェック・オフの中止を申し入れた場合、

使用者は中止しなければなりません(エッソ石油事件、最高裁第一小法廷 平5.3.25判決、後記付録64

頁参照)。 

チェック・オフは、組合にとって組合員の一人一人から集める手間がいらず、自動的に組合費の徴

収が可能という長所があります。しかし、そのことが、組合への帰属意識を希薄にさせ、組合本来の

目的である団結力の維持強化を妨げることもありますので十分留意が必要です。 

 

 

 

 

 

ウ ユニオン・ショップ制に関する条項 

ユニオン・ショップとは、採用された従業員は一定期間内に必ず組合に加入しなければならないとする

もので、もしも採用後一定期間内に組合に加入しなかったり、組合を脱退したり、除名されたときには、

使用者は、その労働者を解雇しなければならないという制度です。 

この制度のユニオン・ショップ協定を結ぶことができる労働組合は、その工場事業場の労働者の過半数

で組織されている組合であることが必要です（労組法第７条第１号但し書） 

ユニオン・ショップに基づく解雇は客観的に合理的な理由がある解雇となり、原則として有効ですが、

他の組合に加入している場合、脱退・除名後ただちに新組合を結成、又は既存の組合に加入した場合は無

効となります(三井倉庫港運事件、最高裁第一小法廷 平元.12.4判決、後記付録64頁参照)。 

〔労働協約の例〕 

第○条 会社は、給料支払日において、組合員の給料からあらかじめ組合から通知された組合費、

その他臨時徴収金を引き去ることについて適宜便宜を与える。 

〔労働協約の例〕 

第○条 会社は、組合が組合員の中から、あらかじめ氏名を通告した組合専従者を置くことを認め

る。組合専従者は、次のとおりとする。 

(1) 専従期間中は無給休職とするが、勤続年数には通算する。 

(2) 専従を解かれた場合は、原則として原職に復帰させる。 

(3) 専従期間中は、昇給を行わない。ただし、専従期間中に従業員の昇給が行われた場合は、専

従を解かれた後組合員の平均昇給率を基準とし、専従前の成績を勘案して臨時に昇給を行う。 

(4) 昇給、昇進に関しては、専従者であったことを理由として不利益な取扱いをしない。 

(5) 退職、解雇及び賞罰については、この協約に基づいて行う。 

(6) 退職手当、共済会給付金及び社宅その他福利厚生施設の利用は、従業員と同様に取扱う。 

 

(6) 退職手当、共済会給付金及び社宅その他福利厚生施設の利用は、従業員と同様に取扱

う 
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また除名自体が無効な場合、解雇義務は生じないのでユニオン・ショップに基づく解雇は客観的合理的

理由を欠き社会通念上は相当ではないとして無効となります(日本食塩製造事件、最高裁第二小法廷 昭

50.4.25判決)。 

このように、ユニオン・ショップ制は組合加入強制条項と解雇義務条項から成り立っているものです

が、実際には、非常に多様な規定がなされており、これらを大別しますと次の三つの場合が挙げられま

す。 

（ア）完全ユニオン 

従業員は組合員でなければならないとする組合加入強制条項と、使用者は組合に加入しない者、脱退

した者、除名された者のいずれも解雇するとする解雇義務条項とを明確に規定しているものです。 

 

 

 

 

（イ）宣言的ユニオン 

前記完全ユニオンの前半の部分のみを宣言的に規定するものですが、これは、組合に加入すべきであ

ることを単に宣言的に規定したものなのか、あるいは組合に加入しない者を会社が解雇する義務を負う

のかはっきりとしないため、しばしば紛争の原因となっているものです。 

 

 

 

（ウ）尻抜けユニオン 

従業員は組合員でなければならないという完全ユニオンの前半の部分は規定されているのですが、後

半の部分の解雇義務条項が無条件ではなく、「原則として解雇する」「除名された者、脱退した者の取扱

いは労使で協議して決定する」といったように、何らかの形で使用者の解雇義務に抜け道を設けている

ものです。これは、労働組合側の完全ユニオン制の主張と使用者の人事権確保の主張との妥協としてで

きたもので、わが国特有の制度です。 

 

 

 

 

 

 

エ 団体交渉に関する条項 

（ア）団体交渉手続 

団体交渉は、労働条件などを決定する重要な話合いの場ですから、不意に当日になって団体交渉を持

ちかけるのではなく、事前に、その問題について、労使双方ともに相当の準備、検討をして、これに臨

むことが円滑で実りある交渉とするために必要なことです。 

 

 

 

 

 

 

（イ）交渉担当者 

交渉担当者については、労組法第６条で、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者

は、・・・・・・・交渉する権限を有する」と規定しているので、特に労働協約に定めがなければ、組

合役員、又は組合の委任を受けた者が交渉の担当者となります。 

 

 

〔労働協約の例〕 

第○条 従業員は、すべて組合員でなければならない。会社は、採用後１か月以内に組合に加入し

ない者、又は組合を脱退した者、若しくは除名された者を解雇しなければならない。 

〔労働協約の例〕 

第○条 従業員は、すべて組合員でなければならない。 

〔労働協約の例〕 

第○条 会社の従業員は、第〇条（非組合員の範囲）に定める者を除き、すべて組合に加入しなけ

ればならない。組合が除名した者は原則として解雇する。ただし、会社が特に業務上重大な

支障があると認める者については、会社は組合と協議の上決定する。 

〔労働協約の例〕 

第○条 団体交渉を行うときは、交渉日の〇日前に交渉の日時、場所、交渉委員の氏名、交渉事項

の概要を文書によって相手方に通知するものとする。 

２ 同一事項について更に交渉を必要とする場合は、当該団交において、次回の日時、場所、

交渉委員の氏名その他の交渉条件を定めるものとする。 
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（ウ）交渉事項 

団体交渉の主たる目的は労使双方で労働条件などの基準を決定することにあるのですが、交渉の対象

はこれだけに限られるわけではなく、個別的な労働者の利益の問題や労使関係に関する事項なども団体

交渉の対象事項として規定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）会議の運営方法 

団体交渉は労使双方の主張に基づいて妥協点を見出すために行う話合いですから、双方が誠意をもっ

て、秩序正しく平和的に運営されなければなりません。そのためには、あらかじめその運営方法を規定

し、これに従って団体交渉を行うという労使慣行を確立することが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）第三者委任禁止条項 

第三者委任禁止条項とは、「団体交渉は、会社、組合又は組合支部ともに第三者に委任することはで

きない」のような条項をいいます。この条項は労組法第６条の団体交渉権限を制限するものだから無効

であると考える説と、有効であるとする説が対立していますが、労働委員会の審査実務では個別のケー

スに応じた判断がされています。上部組合との関係では、上部組合が、その固有の団体交渉権の行使と

して団体交渉を申入れた場合には、使用者はこの条項を理由に団交を拒否することはできません。 

 

 

 

※ 唯一交渉団体条項について 

唯一交渉団体条項とは、「会社は、組合を唯一の交渉団体と認める」のような、使用者が唯一特定の

労働組合とのみ団体交渉を行う旨を約束するものです。しかし、労組法第７条第２号は、どのような

労働組合にも団体交渉を保障していますので、どの労働組合に対しても団体交渉を拒否できません

〔労働協約の例〕 

第○条 団体交渉委員は、次によるものとする。 

(1)  団体交渉に当る双方の代表者は、原則として会社及び組合それぞれ○名以内とする。ただし、

必要に応じて○名まで増員することができる。 

(2)  会社の代表者は役員及び非組合員である社員より選出し、組合の代表者は組合員より選出す

る。 

(3) 団体交渉委員は、それぞれ会社及び組合の正式代表権を有するものでなければならない。 

〔労働協約の例〕 

第○条 団体交渉において取り扱う事項は、次のとおりとする。 

(1) 労働協約の締結、改廃、更新に関する事項 

(2) 協約に定めのない労働条件に関する事項 

(3) 事業の縮小、事業所閉鎖その他組合員に重大な影響を及ぼす経営上の改変に関する事項 

(4) その他会社又は組合が必要と認めた事項 

〔労働協約の例〕 

第○条 団体交渉は、原則として非公開とする。ただし、双方が異議のないときは、一定人数に限

って傍聴を認めることができる。 

第○条 団体交渉は、特別の事由のない限り原則として所定の就業時間内に行うものとし、会社、

組合とも午後６時以降午前９時までの間は交渉を強要しない。 

２ 会社は、所定の就業時間中に組合の交渉委員として団体交渉に出席した従業員に対して平

常どおりの賃金を支払う。 

第○条 団体交渉によって妥結した事項で双方が必要と認めた事項は、直ちに書面に作成し両当事

者が記名押印して労働協約とする。 

２ 書面に作成する必要がないと認めた妥結事項については、労使双方ともに誠意をもって、

これを遵守するものとする。 

〔労働協約の例〕 

第○条 組合は、会社の従業員である組合員以外の者に団体交渉を委任しない。 
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し、もし拒否すれば不当労働行為になります。したがって、唯一交渉団体条項はあまり意義を持つも

のではありません。 

 

オ 平和義務と平和条項 

（ア）相対的平和義務 

平和義務とは、労働協約の有効期間中、労使ともに、その労働協約で解決済みの事項に関しては争議

行為を行わない、という義務のことをいいます。この平和義務は、労働協約に規定された事項について

のみ生じることから「相対的平和義務」とも呼ばれています。この義務は、労働協約に本質的に備わっ

ている当然の義務と考えられています。 

したがって、労働協約にこの義務を明示していなくても、労使双方は当然に平和義務を負っているわ

けです。しかし、わが国では、しばしば平和義務違反の争議行為が見られることも事実です。そのよう

なことがないように、労働協約の中に明文で平和義務を規定しておく方が良いでしょう。 

 

 

 

 

（イ）絶対的平和義務 

労働協約の有効期間中は、労働協約で定められた事項のみならず一切の事項について争議行為を行わ

ないとする特別な義務のことを絶対的平和義務といいます。つまり、労働組合は、一定期間中、争議権

を完全に放棄するわけです。労働組合にとっては団結権の一部に重大な制約を加えることになりますの

で、その締結には慎重でなければなりません。 

（ウ）平和条項 

労働協約の中で、争議行為に入るためには一定のルールに従わなければならないことを定めることが

あります。例えば一定期間の協議や団体交渉の前置、争議行為の予告などです。これらの条項を、平和

条項といいます。 

 

カ 苦情処理条項と苦情処理委員会 

苦情処理というのは、一般に個々の従業員が使用者に対して持つ作業上の、あるいは待遇上の不平不満

を何らかの方法によって解決しようとする制度です。このような苦情は、① 労働協約や就業規則などの適

用に関する従業員の苦情、② 日常の作業条件から生じる苦情、の二つに大別できます。 

従業員の苦情は、日常各職場でひんぱんに起こり得る問題ですので、その都度これらを団体交渉にか

け、意見の一致が見られないときは争議行為に訴えるということであっては、労働協約の目的であるべき

労使関係の安定と平和は確保されません。そのために、こうした苦情をもっと簡易迅速に解決しようとい

うのが苦情処理制度です。 

苦情処理制度は、苦情の範囲を明確にしておかないと、あらゆる不満が苦情として持ち込まれ、苦情処

理制度の趣旨にそぐわない結果ともなりますので、苦情の範囲は明確に規定すべきです。 

また、苦情処理の手続は、企業の規模や労使関係などを考慮して実情に合ったものとすべきです。その

ためには、① 最終決定するまでに、どのような段階をとるか、② 苦情処理の審議は、どのような人が参

加するのか、③ 最終決定はどのような方法で行うのか、などの事項について規定することが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔労働協約の例〕 

第○条 会社及び組合は、この労働協約の有効期間中は、この労働協約に規定した事項について争

議行為を行わない。 
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キ 労使協議制と労使協議事項 

団体交渉を補完する労使間の自主的手続として労使協議制があります。労働組合を有する事業所の多く

が労使協議機関を持っています。これらは、概ね次のとおりに分類されます。 

 

（ア）団体交渉の開始に先立って、情報開示・意向打診などを行うための団交前段階的なもの 

（イ）団交事項を労使協議によって解決するための団交代替的なもの 

（ウ）団交事項とは区別された経営・生産事項を協議するための経営参加的なもの 

（エ）協約上の人事協議条項に基づき行われる事前協議的なもの 

 

労使協議制は労使間の合意（協定、覚書、了解など）に基づくものであるので、協議事項としては団交

事項に限られるものではありません。また、団体交渉とは異なり、決裂しても争議行為は予定されませ

ん。 

協議の程度は、「説明・報告」、「意見聴取」、「協議」、「同意」などの区別がなされ、対象事項の性質に

より異なります。一般的には、経営の方針・計画などのいわゆる経営・生産事項には「説明・報告」が多

く、配転・出向・解雇などの人事事項や労働条件事項には「協議」事項が多く、また人員整理・定年制な

どの雇用事項や労働時間・退職金などでは「同意」事項が多いようです。 

労使協議制は、労使間における紛争発生の回避のために設けられるものですから、その運営も紛争回避

を旨としています。対象事項も労使間で合意したものであれば良く、協議の程度も合意に従います。しか

し、人事協議事項のような労使間の利益衝突（人事権の規制）が当初から予想される事項は、義務的団交

事項として労働組合が中心となって協議する手続であれば、使用者には団体交渉としての誠実義務が課さ

れます。また、合意が労働協約上のものであれば、その違反は協約上の責任を生じさせます。 

労働協約上、人事などに関して組合との事前協議や事前の同意を要件としている条項は、「労働者の待

遇」に関する基準ないしそれに準ずるものとして労組法第16条の規範的効力を認められますから、これら

の手続を経ない人事措置は無力となります。「同意」はもとより「協議」でも十分な審議が必要になりま

す。ただし、相手のあることですから、組合の態度が固くて協議に応じないとか、解雇自体はやむを得な

いのにあくまでも同意を拒むような場合には、十分な協議をしている限り義務違反にはならないと解され

ています。 

 

 

 

〔労働協約の例〕 

第○条 本章の苦情とは、従業員が自己の労働条件について抱えている苦情とこの協約の適用解釈に

関する個人的異議をいう。 

第○条 苦情処理手続に付議する事項は、次のとおりとする。 

(1) 労働協約、就業規則、その他諸協定の解釈適用 

(2) 労働協約、就業規則、その他諸協定の運用上生ずる組合員の苦情 

(3) 日常の作業条件から生ずる組合員の苦情 

第○条 苦情のある従業員は、その属する職場委員に対して口頭又は書面で申立てを行う。 

２ 申立てを受けた職場委員は、申立てに理由があると認めた場合には速やかに文書をもって所

属職長に通告する。 

３ 職場委員から苦情の通告を受けた職長は、当該職場委員とともに慎重に検討を行い通告のあ

った日から三日以内に解決を図る。 

第○条 前条によって解決できないときは、苦情処理委員会に付議し一週間以内に解決を図る。ただ

し、軽易な事項に関する苦情については、執行委員長と労務担当重役との間で協議して処理す

ることができる。 

第○条 苦情処理委員会は、会社、組合、各三名の委員をもって構成し、次の事項について審議し、

その解決を図るものとする。 

(1) 職場苦情処理手続によって解決できなかったもの 

(2) 本協約の一般的な解釈及び適用に関する事項 
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４ 労働協約の期間 

（１） 労働協約の期間 

労働協約には３年を超える有効期間の定めをすることはできず、３年を超える有効期間の定めをした労働

協約は３年の有効期間の定めをしたものとされます（労組法第15条第１項・第２項）。労組法が労働協約の

有効期間について、このように最長３年と限定したのは、あまり長い期間にわたって労使の関係を固定化す

ることは、当事者のいずれにとっても好ましいことではないとする法の配慮に基づくものです。 

 

（２） 有効期間の定めがない労働協約の効力 

有効期間の定めがない労働協約も法律上有効ですが、ただ有効期間の定めが無い場合には、当事者のいず

れか一方が、90日以上の予告期間をもって、いつでも解約することができます（労組法第15条第４項）。解

約する場合は、解約しようとする当事者の一方が署名又は記名押印した文書によって解約の意思表示をしな

ければなりません（労組法第15条第３項前段）。 

 

（３） 有効期間の自動延長 

有効期間の自動延長とは、労働協約の有効期間の経過後も直ちに効力を失うことなく、引き続き有効であ

ることをいいます。これは無協約状態を避けるためのものですが、協約の自動延長には、期間の定めがある

自動延長と期間の定めがない自動延長とがあります。 

ア 期間の定めがある自動延長 

労働協約の有効期間満了後一定期間に限って、又は新協約の締結に至るまでという不確定期限付きでそ

の効力を延長する旨の協定をしたとき、自動延長後の当該協定は期間の定めのある協約に該当し、延長期

間の満了又は期限の到来によって当該協約は当然に失効します。したがって、この場合は別個に解約の予

告を行う必要はありません。ただし、期間満了に際し、一方当事者が反対しても協約の効力が存続するこ

とになりますから、３年の最長有効期間は、この延長期間を含めて考えておく必要があります。 

〔労働協約の例〕  

（種 類） 

第○条 労使協議会は、中央協議会と事業場協議会とに分ける 

（構成員） 

第○条 本協議会は、会社、組合の双方より選出した各10名以内の委員をもって構成する。 

（開 催） 

第○条 労使協議会は、会社、組合のそれぞれ必要と認めたときは、随時これを開催する。ただし毎月

一回は定期に開催するものとする。 

（付議手続） 

第○条 会社、組合は、第○条に定める事項について協議会にかける必要を認めたときは、遅滞なく、

これを協議会に付議するものとする。 

２ 事業場協議会において解決できない事項は、速やかにこれを中央協議会に付議するものとす

る。 

（運営規則） 

第○条 労使協議会の運営に関する細目は、別に定める。 

第○条 労使協議会には、次の各号に掲げる事項を付議する。 

(1) 業務年次計画に関する重要事項 

(2) 業務運営の企画改善に関する重要事項 

(3) 職制機構の改編に関する事項 

(4) 福利厚生の運営に関する事項 

(5) 安全、衛生に関する事項 

２ 会社は、機密を要するものを除き協議会に必要な資料を組合に提示する。 
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イ 延長期間の定めがなく自動延長された労働協約の取扱い 

延長期間を定めないで自動延長された労働協約は、延長期に入った後は期間の定めがない労働協約と同

様の取扱いを受けます。したがって、少なくとも90日以前に所定の手続で予告すれば解約することができ

ます（労組法第15条第３項後段）。 

 

（４） 労働協約の自動更新 

労働協約の自動更新とは、「本協約の有効期間は１年とする。ただし、期間満了の１か月前までに当事者

のいずれからも改廃の申入れがないときは、さらに同一期間有効とする」というような労働協約中の規定に

より、労働協約の有効期間満了後、当該労働協約と同一内容の労働協約が新たに締結されたとみなされるこ

とをいいます。自動更新は、更新の都度、同一内容の別の協約が成立するものですので、この点で自動延長

と異なります。 

 

（５） 附属協定の有効期間 

労働協約の附属協定の有効期間は、当事者間で主たる労働協約とは異なった有効期間を特別に定めていな

い限り、主たる労働協約に準ずるものと解されています。協定が労働協約に付随するものであるか否かは、

本協約、附属協定の規定内容、締結当時の事情等の具体的状況によって判断しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 労働協約の効力 

（１） 規範的効力と債務的効力 

労働協約が有効に締結された場合に、それはどのような効力を持つのでしょうか。 

このことは、労働協約中の規範的部分と債務的部分とで異なります。 

労組法は、規範的効力について規定するにとどまり、債務的効力については何ら規定していませんが、労

働協約は労使の合意によって成立する約定の一種ですから、私法上の契約一般に与えられる効力を認めるこ

とができます。債務的効力は、労働協約を締結する当事者である労働組合と使用者が労働協約で取り決めた

内容を守るということに出発点があるというわけです。 

したがって、債務的効力は、規範的部分（前記３（１）50頁参照）も含めた労働協約全体に及んでいま

す。労組法第16条は、その上で、労働条件基準などの規範的部分に、労使の間での取り決めを守ること以上

の組合員の労働条件を直接に規律する法のような力（これを規範的効力といいます）を認めたのです。その

結果、規範的部分に関しては、債務的効力は実際のところ、あまり問題とならなくなりました。というの

は、例えば使用者が労働協約に反して始業時刻を守らない場合、労働組合はそれを守るよう使用者に求める

ことができる（債務的効力）わけですが、始業時刻は労働組合員の労働条件でもあるものですから、組合員

が直接に使用者にその実行を求めることができるわけです。 

したがって、債務的効力がもっぱら問題となる部分は、労働協約の規範的部分以外の事柄であり、それを

債務的部分と呼んで、規範的効力が問題とされる規範的部分と区別をして説明がなされるようになりまし

た。 

 

 

〔労働協約の例〕 

第○条 この協約の有効期間は、○年○月○日から１か年とする。 

第○条 会社又は組合のいずれか一方がこの協約を改廃しようとするときは、この協約の有効期間満了

の90日前までに文書をもって、相手方に対し、その旨の意思表示をしなければならない。 

２ 前項の意思表示がない場合は、この協約の効力は、さらに１か年自動的に更新される。 

第○条 前条第 1 項の意思表示があったときは、双方は誠意をもって交渉し、この協約の有効期間満了

までに妥結するよう努力するものとする。 

２ 前項の交渉がこの協約の有効期間満了までに妥結しないときは、この協約は、有効期間満了後

60日間を限り、引き続き有効とする。 
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ア 規範的効力 

労働協約の規範的部分(「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」)は、労組法

第16条によってその効力を保障され、その「基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合に

おいて無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても同様とす

る」とされています。これを規範的効力といいますが、内容的には次の二つの効力に区分されます。 

（ア） 強行的効力 

労働協約の規範的部分に違反する労働契約の部分は、法律上当然無効となります。ただし、無効と

なるのは労働契約の条項中協約の規範的部分に違反する部分に限られ、労働契約のすべての条項が無

効となるものではありません。 

また、労働契約が労働協約の基準より有利な場合は、労働協約の規範的部分の規定の仕方によって決

することになり、単に最低基準を定めるものであれば、これより有利な労働契約の内容は影響を受けな

いし、労働協約の基準より有利な契約をも禁止する趣旨であれば、契約内容は労働協約の定める基準に

引き直されるのです。 

この他に、協約当事者が協定の規律（定）対象とするのに若干留意すべき事項として、次のものが

挙げられます。 

ａ 個人領域（個別的授権）事項 

賃金の一部放棄、遡及的減額、支払猶予などの賃金債権処分のように、労働者本人にしかできない法

律行為は、労働協約締結権限の範囲外であり、個々人の同意に基づく特別の授権を得ることが必要とな

ります(平尾事件、最高裁第一小法廷 平31.4.25判決、後記付録64頁参照)。 

ｂ 労働協約による労働条件の不利益変更の効力 

旧協約に基づく労働条件を協約改定の手続を経て引き下げた場合にも、労働者が拘束されるかについ

ては、労働組合の協約締結権限の有無、法令違反、公序良俗違反がないかで判断されます。その上で特

定の労働者をことさらに不利益に扱うなど、労働組合の目的を逸脱して締結されたものでない場合は規

範的効力を有するとされています（朝日火災海上保険（石堂）事件、最高裁第一小法廷 平9.3.27判

決、後記付録64頁参照）。 

現実には労働組合として組合員について異例の不利益措置を協約化する場合、通常の団体交渉プロセ

スとは異なる特別の集団的な意思集約(授権)の手続き(組合員投票など)を踏む必要があるでしょう。 

（イ） 直律（補充）的効力 

労働契約のある部分が労働協約に定められている基準に違反するときは、労働契約のその部分は法律

上当然に無効となるのですが、その場合、労働協約の当該基準がその無効となった部分に代わって労働

関係を規律することになります。したがって、労働協約の定める規範的な基準は、直接個々の労働者の

労働条件をこの基準に従って規律する力を持つのです。 

また、労働協約には定めがあるが、労働契約にはそのことについて何らの定めがない場合であって

も、労働協約に定められたその基準が当該労働者に関する労働関係を規律することとなります。 

イ 債務的効力 

労働協約の定めのうち労働基準を定めるもの以外は、概ね債務的部分（労働協約の当事者間に債権債務

関係を創設することを目的とする条項）に属します。協約の債務的部分に対して労組法はその効力につい

て規定を設けていませんが、学説は労働協約に第二の効力を認めています。これが債務的効力と呼ばれて

いるものです。 

債務的効力とは、労働組合と使用者がお互いに債権者と債務者の関係に立つことから、労働協約の約定

毎に労使のどちらかが違反した場合、通常の契約と同じようにその責任を追求できる、という効力です

（前記３(２)50頁参照）。 

例えば平和義務（前記３(２)オ55頁参照）に違反して労働組合がストライキを行った場合、使用者は、

労働組合に対してそのストライキから生じた損害の賠償を求めることができます。 

また、労働組合が労働協約のルールに従って団体交渉を申し入れているのに、使用者が応じないという

ような場合には、労働組合は使用者に対して交渉の遅れから生じた実損害や慰謝料を請求することができ

ます。 

理論的には以上のように考えられますが、実際には労使関係の将来の安定という点をよく考えて損害賠

償という形で相手方の責任を追求することが得策かどうかを慎重に判断することになります。 
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（２） 労働協約と就業規則、労働契約 

就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成義務を負いますが（労基法第89条第１項）、就

業規則の内容が労働協約の内容に抵触したときは、労働協約の定めが優先して適用されます（労基法第92条

第１項）。これは、就業規則が使用者によって一方的に作成されたものであるのに対して、労働協約は労働

組合と使用者又はその団体との合意にその基礎を置くものであるので、労働協約による方が、労働条件に関

する労使が対等の立場で決定すべきであるという大原則に、より合致するものと考えられるからです。 

なお、労働協約、就業規則及び労働契約のそれぞれの効力の強弱を図示すると次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 労働協約の拡張適用 

労働協約は使用者又はその団体と組合との間に締結されるものですから，労働者側に関する限りその組合

員に対してのみその効力を及ぼしますが、労組法はこの原則に対して例外を設けています。これは、いわゆ

る一般的拘束力と呼ばれるもので、協約当事者以外の者に対する効力の拡張を規定しています（労組法第17 

条、第18条）。 

どうして、このような規定が設けられたのかについては、いくつかの考え方がありますが、一般には、多

数労働者の労働協約の存立の確保と団結権の擁護を図ることを直接の目的としていると考えられています。

なぜなら、非組合員の労働条件が協約の基準による組合員の労働条件よりも劣るときは、使用者はこのよう

な非組合員の労働者を組合員と置き換えようとしますから、組合員の地位は不安定となり団結力を弱める結

果にもなるからです。また、間接的には、その結果として労働条件の統一を図ることにより労使間の紛争の

防止及び少数労働者の労働条件の保護をも期待しているものと考えられています。 

 

ア 事業場単位の一般的拘束力 

（ア） 拡張適用の要件 

一つの労働協約の適用を受ける組合員がその工場事業場に常時使用される同種の労働者の４分の３以

上になれば、何らの手続を経ることなく法律上当然に、またその意思の如何に関わらず、他の少数の同

種の労働者にも、この労働協約を拡張適用することとされています（労組法第17条）。 

（イ） 拡張適用される部分 

拡張適用されるのは、労働協約の規範的部分に限るのか、あるいは債務的部分も含まれるのかについ

ては争いがありますが、本制度の本質からみて規範的部分のみに限られるものと考えられます。 

次に述べる地域単位の拡張適用の場合も同様です。 

（ウ） 労働条件が不利益に変更される場合の効力 

一般的拘束力の対象者が、当該労働組合の組合員でなく労働協約締結の意思決定に関与できないこと

を踏まえると、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理と認められる特段の

事情があるときは規範的効力を当該労働者に及ぼすことができないとされています(朝日火災海上保険

（高田）事件、最高裁第三小法廷 平8.3.26判決、後記付録65頁参照) 

（エ） 少数派組合と一般的拘束力 

一つの企業に、同種の労働者の４分の３以上を組織する多数派組合と４分の１に充たない少数派組合

と二つの労働組合がある場合、多数派組合の労働協約が少数派にも拡張適用されるかどうかが問題にな

ります。労組法第17条の一般的拘束力は、少数者が労働組合を結成しているかどうかに関わりなく拡張

適用の効力が及ぶものとされていますが、少数派組合の協約のうち多数派組合の協約の内容を上回る部

分は有効とする説と少数派組合の独自な協約が優先されるとする説とがあります。 

 

労  働  協  約 

就  業  規  則 

労  働  契  約 
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イ 地域単位の一般的拘束力 

（ア）拡張適用の要件 

一定の地域において、一つの労働協約がその地域内で従事する同種の労働者の大部分について適用さ

れるに至ったときは、労働委員会の決議を経た厚生労働大臣又は都道府県知事の決定により、その地域

内の他の同種の少数労働者及びその使用者も、当該労働協約の適用を受けるもので、同一業種の工場事

業場が比較的密集し、その間の労働条件が相互に影響を及ぼすような地域が単位となるべきで、一都道

府県の場合や、数個の府県にまたがる場合もあります。実際例としては、愛知県一宮市などの染色業に

おけるゼンセン同盟（当時）の取組が有名です。 

また、2021年(令和３年)９月に茨城県内の、2023年(令和５年)６月に青森、岩手、秋田各県において

の大型家電量販店とUAゼンセンとの間での、年間休日日数に関する協約について地域的拡張適用を一部

認める決定が行われています。さらに2024年(令和６年)１月には、福岡市で民間委託されている水道検

針業務をめぐり、パート検針員の最低時給を同じ水準にする協約について地域的拡張を認める決定が行

われています。 

（イ）拡張適用の効果 

労働協約と拡張適用される企業における労働契約との関係は、労働契約条項中、拡張適用される労働

協約の条項に違反する部分は、労組法第16条・第17条の規定により無効となり、協約に定める基準によ

り律せられます。 

 

６ 労働協約の終了 

（１） 終了原因 

労働協約は、有効期間の満了、解約、当事者の変更という原因により終了します。 

ア 有効期間の満了 

労組法第15条の規定に従って有効期間の決定をしたときは、その期間の経過により労働協約はその効力

を失います。ただし、事前に自動更新協定、自動延長協定が締結されているときは、その期間の満了によ

って直ちに効力を失うことはありません。 

イ 解約 

（ア）期間の定めのない協約 

労組法第15条第３項及び第４項の定めるところにより、当事者の一方が署名又は記名押印した書面に

よって解約告知のなされたときは、一定期間（少なくとも90日）後に解約の効果が生じます。 

（イ）協約違反を理由とする解約 

解約の相手方が、たまたまある条項に違反したからといって解約することはできません。協約の存続

が期待できないほど重大な義務違反を相手方が行った場合、例えば平和義務に違反するとか、使用者が

労働条件に関する基準をことごとく無視した場合にのみ認められるべきです。 

ウ 当事者の改廃 

（ア）労働組合側の改廃 

組合が解散して団体としての実態が無くなった場合には、労働協約は消滅します。ただし、単に名称

が変わっただけで組合の実態が存続している場合には、原則として労働協約もその効力を失いません。

労働組合が協約能力を失った場合も考えられますが、協約当事者が協約能力を失えば労働協約の効力は

消滅します。 

（イ）使用者側の改廃 

単なる名称、組織の変更は協約の効力に影響はありませんが、企業の実態に変更がある場合には、

「事情変更の原則」による解約の理由になります。また、企業の合併などによる使用者の交替は、企業

に実質的な変化がない限り新使用者は協約当事者としての地位を受け継ぐこととなりますが、会社解散

の場合は、協約当事者は存在しなくなることにより当然に協約の効力は消滅します。なお、営業の譲渡

の場合には、旧使用者と新使用者との間に労働関係の引き継ぎについての特約がない限り否定的に考え

られています。会社分割の場合には、労働協約の規範的部分は承継され、債務的部分については分割計

画書等に基づき、その承継の有無が定まります。 
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（２） 労働協約の余後効 

労働協約が期間の満了により失効した場合は、次期労働協約が締結されない限り無協約状態となります

が、この場合、従来の労働協約で定められていた労働条件など、いわゆる規範的部分の効力がいかなる状態

におかれるのかということが問題となります。これは、一般に労働協約の余後効として論じられているもの

です。ドイツの労働協約法には、「労働協約の規範的部分は労働協約の期間満了後も、新たな定めがなされ

ていない限り効力を維持する」という規定があります。つまり、余後効が法律で認められているのです。し

かし、わが国の労組法にはそのような規定はありません。 

判例では、退職金協定（労働協約）の失効後も、その協定と同じ内容のものが就業規則に規定されて、未

だ変更されていない場合には、その就業規則の規定により退職金を支給すべきであるとして結果的に失効し

た労働協約と同じ内容の退職金の支払いを命じたものがあります（香港上海銀行事件、最高裁第一小法廷 

平元.9.7判決、後記付録65頁参照）。また、賃金協定の失効後の賃金支給基準について、就業規則等の補充

規範たり得る合理的基準がない限り、従前妥当してきた労働協約の月例賃金等の支給基準が労働契約を規律

するとした裁判例があります(鈴蘭交通事件、札幌地裁 平11.8.30判決、後記付録65頁参照)。 

しかし、これらの判決は余後効を正面から認めたものではありません。 

トラブルを防ぐためには、労働協約の中に自動延長規定や自動更新規定をおくことが望ましいでしょう

（前記４(３)(４)57、58頁参照）。 

 

（３） 労働協約失効後の留意点 

労働協約は労使間の安定と平和を目的とするものですが、同じ協約をいつまでも続けていくことが職場の

実情にそぐわなくなったり、あるいは経済事情の変化により適当でなくなる場合があります。そこで、協約

には、その有効期間を定め、さらにその期間が満了した後にはどうするのかについての規定が置かれます。 

その場合には、次のような点に留意することが望まれます。 

 

ア 労働協約の本来の趣旨に鑑み、法律の枠内（労組法第１５条―最長３年）で有効期間を設ける 

イ 後日紛争が起きないよう明確な規定を設ける 

ウ 自動延長規定と自動更新規定とを併用し、この二つをはっきりと区別して規定する 

 

自動延長規定は協約の有効期間終了後も新たな協約締結まで旧協約の効力を暫定的に延長するために設

けられる規定であり、自動更新規定は当事者双方とも現行労働協約を改廃する意思のない場合に、改めて

同一内容の労働協約を締結し直す手続を省いて自動的に更新することとするものですから何回繰り返して

も法律上問題とはなりません。 
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★都南自動車事件（最高裁第三小法廷 平13.３.13 判決） 

（事案の概要） 

自動車教習所を経営する会社が組合とのベア交渉を行った際、組合はベア分については会社の回答に合意

したが、新賃金体系の導入までは同意せず、結局、協定書の作成には至らなかった。翌年度以降も組合はベ

ア分については同意したが、同様に協定書の作成を拒否し続けた。そのため会社はベア分を組合員には支給

しなかった。そのベア分等の支給を求めて組合員が訴えを提起した。 

（判決の要旨） 

書面に作成され、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、仮に、労働組合と使用者との

間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力を付与すること

はできないと解すべきである。 

 

★国鉄札幌運転区（国労札幌支部）事件（最高裁第三小法廷 昭54.10.30 判決） 

（事案の概要） 

国鉄(当時)の職員で組織されている組合の組合員が指令により複数のロッカーに大量のビラを貼った。掲

示板以外の場所に組合の文書を掲示することは禁止されており、助役らは再三制止しようとしたが当該組合

員は振り切ってビラ貼付行為を行った。それにより当該組合員は戒告処分とされたが、その無効確認を求め

て訴えを提起した。 

（判決の要旨） 

労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで…企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、

これらの者に対してその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認め

られるような特段の事情がある場合を除いては、…正当な組合活動として許容されるところであるというこ

とはできない。 

 

★大成観光事件（最高裁第三小法廷 昭57.４.13 判決） 

（事案の概要） 

ホテルを経営する会社において組合員たる従業員の一部が就業時間中に「要求貫徹」という文言や組合名

を記入したリボンを着用するという３日間にわたるリボン闘争を２回実施した。これに対して会社は組合三

役の６名を懲戒処分とした。組合と当該６名の申立てにより労働委員会はこれを不当労働行為として救済命

令を出したが会社は取り消しを求めて訴えを提起した。 

（判決の要旨） 

本件リボン闘争は就業時間中に行われた組合活動であって…組合の正当な行為にあたらないとした原審の

判断は、結論において正当として是認することができる。 

 

済生会中央病院事件（最高裁第二小法廷 平元.12.11判決） 

(事案の概要) 

勤務時間内の職場集会に警告書を発したこと、看護婦に対する組合脱退勧誘、チェック・オフの中止等の

使用者の行為を不当労働行為とした労委命令につき使用者が取消を求めた。 

(判決の要旨) 

（チェック・オフの中止関係）チェック・オフは過去15年余にわたってされたものであるが、その中止は

労基法第24条第1項に係る書面による協定がなかった違反を解消するものであり、当時、別組合が新設された

ことによりチェック・オフをすべき組合員を特定することが困難であること等により中止したものであるこ

とから、不当労働行為に該当しない。 
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★エッソ石油事件（最高裁第一小法廷 平５.３.25 判決） 

（事案の概要） 

組合の執行部と対立した組合員が組合を脱退し別組合を組織した。会社は従来の組合との間にチェック・

オフ協定を締結しており、当該組合員から組合費振込先の変更を書面で依頼されていたが、脱退が確認でき

ないとして従来通りに組合費相当分を賃金からチェック・オフし従来の組合に交付した。当該組合員は会社

の行為を不法行為として損害賠償の請求を求めて訴えを提起した。 

（判決の要旨） 

使用者と労働組合の間に…協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行う

ためには、右協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払う

ことにつき委任を受けることが必要であって、右委任が存しないときには、使用者は当該組合員の賃金から

チェック・オフをすることはできないものと解するのが相当である。 

 

★平尾事件（最高裁第一小法廷 平31.４.25 判決） 

（事案の概要） 

組合員が、経営状態が悪化した会社に対して賃金カットされた未払賃金分を請求する訴えを提起したが、組

合員の属する組合と会社との間で既に労働協約で賃金カット分が労働債権である旨の確認がなされていた。し

かし当該の請求のあとに組合と会社との間で当該労働債権を放棄する旨の合意がなされた。 

（判決の要旨） 

特別の授権がない限り、労働協約により支払いを猶予することはできない。(また弁済期が到来してない部

分についても)支払いを猶予する理由は失われたのであるから、・・・弁済期が到来したというべきである。 

 

 
★朝日火災海上(石堂)事件（最高裁第一小法廷 平９.３.27 判決） 

（事案の概要） 

会社は別会社の特定部署を引き継ぎ、移籍したその部署の社員の労働条件については組合との交渉を通じ

て、元からいた社員との統一化を順次進めてきたが定年年齢についての統一については合意に至らないままに

なっていた。しかし経営が悪化したため組合との交渉を進めた結果、統一する内容で労働協約が締結された。

協約は移籍した社員の定年は引き下げられる等の不利益変更の内容であった。このため移籍した社員で当該組

合の組合員が労働協約による変更は無効として、従来の労働条件の地位を確認する訴えを提起した。 

（判決の要旨） 

本件労働協約は、…定年及び退職金算定方法を不利益に変更するものであり…これにより…受ける不利益は

決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った…経緯、当時の…会社の経営状態、同協約に定め

られた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を不利益に取り扱うことを目

的として締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。 

 

三井倉庫港運事件(最高裁第一小法廷 平元.12.14 判決) 

(事案の概要) 

Ｙ会社はＡ組合との間にユニオン・ショップ協定を締結していたが、Ｘら一部の組合員がＡ組合を脱退

し、即刻別のＢ組合に加入し、Ｙ会社に通告したところ、Ａ組合は会社に同協定に基づく解雇を要求したこ

とから、Ｙ会社はＸらを解雇した。これに対し、Ｘらは解雇無効を主張し、労働契約上の地位確認等を請求

した。 

(判決の要旨) 

労働者には自ら団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を

締結している労働組合の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重される

べきであるから、同協定によって労働者を解雇することは、労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団

結権を侵害する場合には許されず、同協定のうち、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者

について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条によりこれを無効と解するべきである。 
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★朝日火災海上保険(高田)事件（最高裁第三小法廷 平８.３.26 判決） 

（事案の概要） 

定年引き下げ等の内容の労働協約締結に至るまでの経緯は、朝日火災海上保険(石堂)事件(前述)と同じ。

当該組合の組合員でない社員が本件労働協約及び改訂就業規則は自らに適用されない(労働協約の拡張適用

はない)として、変更前の規定に基づく賃金との差額の支払い等を求めて訴えを提起した。 

（判決の要旨） 

…（労働組合法第17条の)適用に当たっては、右労働協約の基準が…未組織の同種労働者の労働者の労働

条件よりも不利益とみられる…ことだけで…不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対して

及ぼし得ないものと解するのは相当でない。 

…しかしながら…労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が

締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該

労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるとき

は、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である。 

 

★香港上海銀行事件（最高裁第一小法廷 平元.９.７判決） 

（事案の概要） 

臨時職員が労働契約上では昭和55年６月30日に退職金を支払うものとされており、会社の就業規則には、

退職金は「支給時の退職金協定による」と定められていた。しかし組合と締結していた退職金協定は昭和53

年12月末に失効しており、会社は退職金を支給しなかった。そこで支給を求めて訴えを提起した。 

（判決の要旨） 

労働契約上は、退職時に退職金の額が確定することが予定されており、就業規則の規定も、‥会社が従業

員に退職金の支払義務を負うことを前提として、その額の算定だけを退職金協定に基づき行おうとする趣旨

のものと解されるから・・新たな退職金協定が締結されていないからといって・・退職金額が確定せず、具

体的な退職金請求権も発生しないと解するのは相当でなく、労働契約、就業規則等の合理的な解釈により退

職時においてその額が確定されるべきである。・・就業規則は労働協約が失効しても空白となる労働契約の

内容を補充する機能も有すべきもの・・である。 

 

★鈴蘭交通事件（札幌地裁 平11.８.30 判決） 

（事案の概要） 

タクシー会社と組合との間で労働協約が締結されていたが、運賃改定後の新たな月例賃金や一時金を決定

する新労働協約の締結のための交渉は合意に至らず、会社は従来の労働協約の支給基準より低い額の一時金

を支給した。さらに後の運賃改定でも労働条件で合意に至らず賃金についてもより低い支給歩合率で賃金を

支給した。組合員は月例賃金及び一時金について低くなった差額分と遅延損害金の支払いを求めて訴えを提

起した。 

（判決の要旨） 

本件協約自体が失効しても・・存続する・・労働契約の内容を規律する補充規範が必要であることに変わ

りはなく、就業規則等の右補充規範たり得る合理的基準がない限り・・本件協約の・・支給基準が・・労働

契約を補充して労働契約関係を規律する・・。 
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団
体
行
動
（
組
合
活
動
・
争
議
行
為
） 

１ 団体行動権(組合活動・争議行為)とは 

憲法は、第28条において「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障

する」と規定し、労働基本権として、勤労者の団結権、団体交渉権と並んで団体行動権によって保護を受ける

労働組合の行動として、「組合活動」と「争議行為」があります。この団体行動権は、団体交渉における労使

の対等を実現する手段として労働者側に与えられた権利です。 

争議行為が労働条件等に関する労働者の意思を表明し実現を図る方法であること、さらには争議行為がその

労使の対等性を維持していく上で不可欠であることには今も昔も変わりはありません。 

しかし、交渉の場を通じて平和的に解決するのが最も良い方法であることはいうまでもなく、労使双方が誠

意を持って交渉し解決に努めなければなりません。組合に争議権が在ることを前提にして、一切の平和的解決

のための努力を尽くしてもなおかつ解決に至らないときになって初めて、争議行為が行われるのが一般的で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５編 



69 

 

２ 正当な組合活動とは 

団体行動の中でも業務の正常な運営を阻害することなく、使用者の業務の正常な運営との調和のもとに行わ

れる争議行為以外の組合活動（ビラ配布、集会、演説等）は、団体行動権として一定限度で保障されていま

す。 

ただし、労働者は労働契約に基づき、就業時間中は使用者の業務命令に従って職務を誠実に遂行する義務

（職務専念義務）を負っていますので、原則として就業時間中の組合活動は正当性を認められません。  

 

（１） 就業時間中の組合活動が認められる場合 

就業時間中の組合活動が認められる場合としては、就業規則や労働協約によって、就業時間中でも団体交

渉や組合大会への出席などを許容する旨が規定されている場合や、上司の許可を条件として組合活動のため

に離席することを認める旨規定されている場合、当該組合活動をすることが労使慣行となっている場合、就

業規則や労働協約の規定がなくても、使用者（上司）の許可を条件として組合活動を行う場合などがありま

す。 

その他、当該組合活動が労働組合の団結権を確保するために必要不可欠であり、組合活動をするに至った

原因がもっぱら使用者側にあり、組合活動によって会社業務に具体的な支障が生じないという要件が満たさ

れる場合には、就業時間中の組合活動であっても正当な組合活動として個別に判断されます。 

 

（２） 企業内施設を利用した組合活動について 

日本では、企業内組合が圧倒的に多いので、企業内で行う組合活動の必要性が非常に大きいですが、組合

活動により使用者の施設管理権を侵害することとなった場合、労働者側の団体行動権の一部である組合活動

権と使用者側の施設管理権との抵触・調整が問題となってきます。 

近年では、労働組合は原則として、労使合意か、（許可制の場合には）使用者の許諾なしには企業施設を

利用することはできない、とする判例が多くなっています。（池上通信機事件、最高裁第三小法廷 昭

63.7.19判決、後記付録78頁参照）、（オリエンタルモーター事件、最高裁第二小法廷 平7.9.8判決、後記付

録78頁参照）。 

ア ビラ配布・ビラ貼り 

就業規則で許可が必要であるとされている場合、たとえ休憩時間中であっても、また、配布場所が休憩

室や食堂等であっても、事業主の施設内である限り、原則として許可がなければビラ配布は許されないと

考えられます。 

しかし、労働者には団結権等が保障されていることから、事業主の施設管理権も無制限ではあり得ませ

ん。 

就業規則でビラ配布が禁止されている場合でも、配布の態様、経緯、目的、内容から職場内の秩序を乱

すおそれがない場合には、実質的に就業規則違反とはならず、ビラ配布が許される場合もあると考えられ

ます。（昼休憩中の静穏な形態での食堂内でのビラ配布を理由とする懲戒が無効とされた例とがあります

（明治乳業事件、最高裁第三小法廷 昭58.11.1判決、後記付録78頁参照）。 

また、ビラ貼りについては、会社の施設管理権との関係が問題となることがあります（前掲・国鉄札幌

運転区（国労札幌支部）事件、付録63頁参照）。 

イ リボン・腕章等の着用 

労働争議や日常の団体行動の中で就業中の労働者が団結心の高揚や使用者に対する示威等を目的とし

て、リボン、腕章、バッジ、鉢巻、ワッペン等を一斉に着用する闘い方があり、これが組合活動の正当な

行為に当たるかどうかが問題となることがあります。（前掲・大成観光事件、最高裁第三小法廷 昭57.4.13

判決、付録63頁参照）（ＪＲ東日本（神奈川・国労バッジ）事件、東京高裁 平11.2.24（最高裁第一小法廷 

平11.11.11決定（上告不受理））、付録78頁参照） 

 

（３） 組合活動の正当性と限界について 

労働組合には「団体行動権」（憲法第28条）、「表現の自由」（憲法第21条）があり、労働組合は、自らの主

張を広く訴えるために、ビラの配布・貼付、横断幕等の掲示、拡声器を用いた演説・シュプレヒコールなど

の情宣（情報宣伝）活動を行うことができます。 
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しかしながら、このような情宣活動が無制限に許される訳ではありません。労働組合または組合員の情宣

活動の正当性の判断については、「情宣活動の内容のみならず、当該情宣活動がなされるに至った経緯、目

的、態様、当該情宣活動により生じた影響など諸般の事情が総合的に考慮されたうえでなされなければなら

ないとされています。（国労高崎地本事件、東京高裁 平5.2.10判決(最高裁第二小法廷 平11.6.11判決(上告

棄却)、後記付録79頁参照)  

 

３ 正当な争議行為とは 

（１） 正当な争議行為と免責保護 

労組法は、正当な争議行為について三つの面から法律上の保護を与えています。 

第１は刑事免責と言われるものです。これは、正当な争議行為について刑事罰を科すことはできないとす

るものです（労組法第１条第２項）。 

第２は民事免責と言われるものです。これは正当な争議行為を行ったことによって使用者に損害を与えた

ときでも使用者は労働組合又はその組合員に対して損害賠償を請求することはできないとするものです（労

組法第８条）。 

第３は不当労働行為救済制度による保護です。つまり、使用者は、正当な争議行為に関して組合員を不利

益に取り扱ったり、労働組合を弱体化させるような行為をしてはならないとするものです（労組法第７

条）。そして、このような使用者の行為があれば労働委員会による救済の道が開かれています（後記第６編

「不当労働行為」参照）。 

 

（２） 争議行為の「正当性」とは 

正当な争議行為は労組法によって免責保護がなされているわけですが、争議行為として行う行為のすべて

に免責保護が与えられるというものではありません。争議行為は多かれ少なかれ使用者の自由や権利（権

限）を制限するものですが、この制限は、あくまでも使用者の自由や権利の持つ効果を一定範囲で制約する

ことにとどまるのです。そして、その場合、ある争議行為が免責保護を受けるに値する行為であるのか、言

い換えれば使用者の自由や権利を制限することが許される行為であるのかが判断されなければなりません。 

争議行為が正当であるか否かは、争議行為の主体、目的、手段、態様、開始の手続などによって判断され

ます。 

第１に、労働組合が主体となって行う争議行為であることが必要となります。労働組合の指令に基づかな

い、あるいは労働組合の指令に反して一部の組合員が勝手に行う争議行為などは、労働組合が行う正当な争

議行為とは認められません。 

第２に、争議行為の目的が正当でなければなりません。争議行為の目的は、労働組合の活動目的や労働協

約の内容とも重なり合うのですが、あくまでも労使間の団体交渉によって解決できる事柄を目的としなけれ

ばなりません。 

争議行為の目的の正当性について、しばしば問題となっていたのが、政治課題のアピールを目的としたス

トライキ（いわゆる「政治スト」）や他企業の労働組合の支援を目的としたストライキ（いわゆる「同情ス

ト」）です。政治ストも同情ストも、団体交渉をして労働協約を締結するというプロセスになじまないばか

りか、ストライキが行われる使用者にとっても解決のしようがないものだからです。したがって、多くの場

合、政治ストや同情ストには民事免責が認められないでしょう。これらのストライキによって使用者に対し

て損害を発生させたら、労働組合は、損害を賠償しなければならなくなります。また、行為者等に対する懲

戒処分もあり得ます（三菱重工長崎造船所事件、最高裁第二小法廷 平4.9.25判決、後記付録79頁参照）。 

第３に、手段、態様が正当でなければなりません。暴行や傷害など暴力に訴える行為は、いつ、いかなる

場合においても正当でないことは労組法第11条第２項において規定されていることからも明らかです。ま

た、機械や製品を破壊するなどの積極的手段を用いたり、職場から離れた経営者の私宅において私生活の自

由や平穏を侵害するような行為などは行うべきでないと考えられます。 

第４に、労調法第36条や電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律（いわゆる

「スト規制法」）といった法律によって、特定の産業あるいは部門において操業を止める争議行為が禁止さ

れている場合があります。これに違反する争議行為は、違法となります。例えば鉱山のガス爆発の防止施設

や落盤防止の施設などのように、工場や事業現場における人命の安全保持の施設の正常な維持運営を阻害す
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る行為、及び電気事業において停電ストのような正常な供給に支障をきたすような行為、また、石炭鉱業に

おいて、鉱山を破壊して復旧が困難になるような行為も法律によって禁止されています。 

第５に、争議行為の開始時期については、病院、鉄道、電気ガス等の公益事業について争議行為を実施す

る場合、その争議行為を実施しようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は

都道府県知事（具体的には、もよりの県の労働センターや、雇用労政課）にその旨を通知（後記付録77頁参

照）することが義務付けられています（労調法第37条） 

また、労働協約の有効期間中に、その労働協約に定めがある事項の改廃を目的とした争議行為は、いわゆ

る平和義務違反の争議行為として正当な争議行為とは解されません。 

 

４ 争議行為の態様 

実際に行われている争議行為は労使間の話合い（団体交渉）によって解決されない事項に関して各々が持っ

ている力を発揮して解決を図ろうとする対抗対立関係の中で生じる行為であって、決して一様ではありませ

ん。 

労調法は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議の予防又は解決する（労調法第１条）という観点から、

同法の対象となる労使の紛争とその行為を、それぞれ労働争議、争議行為として定義しています。 

労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないため、① 争議行為が発

生している状態、または② 争議行為が発生するおそれがある状態をいいます（労調法第６条）。 

争議行為とは、労働関係の当事者（この場合、労働組合と使用者）が、① その主張を貫徹することを目的

として行う行為、及び② これに対抗する行為であって、③ 業務の正常な運営を阻害する行為をいいます（労

調法第７条）。 

争議行為を具体的に例示すると、ストライキ（同盟罷業）、サボタージュ（怠業）、作業所閉鎖（ロックアウ

ト）、時間外労働拒否闘争などがあります。 

 

（１） ストライキ（同盟罷業） 

ストライキは、労働者が団結して（意思統一して集団として）労務の提供を拒否して自らの労働力を使用

者に利用させない行為です。労務の提供を拒否するわけですから就業時間中の労働する義務を果たさないこ

とになりますので、ストライキ期間中の賃金は当然得られないことになります。ストライキをしている組合

員の生活資金は、あらかじめスト基金として積み立てていた組合財産の中から出されたり、支援資金から支

出されたりするわけです。この労務提供の拒否という行為によって業務の正常な運営を阻害するという結果

を生み、これが使用者に対する圧力となって労働者にとって自らの主張を実現する支えとなるのであって、

このことによって労働条件の労使対等の決定を現実のものとすることができるのです。 

ストライキ中の賃金が失われることやスト基金の状態など組合がおかれた事情から、様々な態様のストラ

イキが取られます。 

ア 全面スト 

これは、文字どおり組合員全員が一斉に、工場や会社などまとまった規模で実施されるストライキで

す。組合が従業員の一部しか組織化していない状態で、その一部の従業員（＝組合員のすべて）がストラ

イキを行っている場合は、一部ストといいます。 

イ 部分スト 

これは、ある部署の組合員がストに入り、残りの組合員は仕事をするという形態です。組合は争議行為

に入っているわけですが、ストライキをしている組合員はある部署の組合員にとどまっているわけです。 

ウ 指名スト 

これは、組合がストライキに入る組合員を指名して、その指名された組合員がストライキに入る形態を

いいます。 

エ 時限スト 

これは、早朝の朝礼時間や、始業時刻から１時間など時間を限って実施するストライキです。 

 

ここで大切なことは、ストライキを行ったからといって、必ず要求が達成されるものではないということ

です。賃金を失い（ノーワーク・ノーペイの原則）労働組合の資金までも失う結果に終わる場合があること
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を十分認識しておくことが肝要でしょう。ストライキはこのようなリスクを負ってでも、なお自分たちの要

求を実現しようとして行う自発的な行為であり、それゆえに組合員の総意（スト権の確立）でこれを実行す

ることなしには成功しないものでもあるわけです。この点を確認したのが、労組法第５条第２項第８号で

す。そこでは、労働組合の規約に「ストライキ（同盟罷業）」は組合員又は組合員の直接無記名投票により

選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと」を規定するよう求め

ています。 

スト権を確立すると、組合は使用者に対して要求実現まで闘うという意思表示（闘争宣言）を行うことに

なります。その後、平時の執行機関とは別に闘争委員会を設ける場合が多いようです。闘争委員会は、スト

ライキ指令とその対策、争議資金の運営など闘争期間中における争議計画の立案、執行などに関する事項を

司ります。 

労働組合結成時は労使とも不慣れなことが多いため、感情が先行して紛争が長引き収拾の糸口を見失う場

合もあります。ストライキが長引いた場合の処理は難しくなりますので、労使はストライキ中も誠意を持っ

て最大限の努力を払って早期に解決を図る努力をすべきです。また、労調法による労働委員会における紛争

解決手段（後記第７編参照）が利用できることも考慮しておくことが肝要でしょう。また、労使の間で争議

中はストライキを行っている組合員の代わりに代替の労働者を雇って就業させないという協定（スキャッブ

禁止協定＝スト破り禁止協定）を締結している場合は、使用者はこの協定に反してスト破りの労働者を就業

させることはできません（後記(７)ロックアウト73頁参照）。 

なお、ストライキを維持したり、その効果を高めたりするために、ピケッティング（組合員のストライキ

脱落やスト破りの就業を防止するための見張りが語源）や構内でのデモ行進などの手段が取られる場合もし

ばしば見受けられます。これらの手段的行為については個々の具体的行為や対応に照らし個別に正当である

かどうかが判断されます。 

 

（２） ピケッティング（就労阻止） 

ピケッティングとは、ストライキを維持し、またはその効果を高めるために、就業しようとするストをし

ている組合とは別の労働組合の組合員あるいは組合に入っていない労働者、業務を遂行しようとする使用者

又は使用者の利益代表者、さらに取引先などの出入業者あるいは顧客に対してなされる労働組合側の行為で

す。工場などの入口で入構しようとする者を見張り、その者に対して理解と協力を要請したり、説得した

り、場合によっては実力で阻止したりするなどの行動をいいます。 

ピケッティングは、多かれ少なかれ相手の行動の自由を制限する契機を含むため、働きかけの程度がどの

範囲であれば許されるのかが問題となります。この点、裁判所の判例（御国ハイヤー事件、最高裁第二小法

廷 平4.10.2判決、後記付録79頁参照）では、言論による説得にとどまることを原則としつつ、労働争議の

置かれている状況を考慮して総合的に判断するとの態度をとっています。これによれば、個々の事情がピケ

ッティングの正当性の判断に大きく作用することになり明確さに欠けることは否めません。ただ、少なくと

も、ピケッティングは平穏な説得ないし要請にとどまるべきであって、工場事業所に出入しようとする者に

対してバリケードを築いたり、厳重なスクラムや座り込みなどを行って出入口を閉鎖して出入りを阻止する

ような行為は慎むべきだと考えられます。説得は理解と同情とに働きかけて出入りを思いとどまらせること

を目的とするものであり、出入りが自由に行われることを前提とします。したがって、出入口を閉じたり多

数の者で通行の自由を妨げるような場合は、たとえ説得が平穏なものであっても通行の自由を妨げるという

点でそのピケッティングは不当なものとなります。 

わが国においては、ピケッティングを巡ってのバリケードの設置、人垣や有形力の行使による入構阻止と

いった実力行使がしばしば見受けられます。争議中の暴行等は、単に正当でないということのみならず、労

使の対立をますます激化させ争議を無用に長引かせ、争議解決を見た後もわだかまりを残すものであること

を念頭に置き、このような行為は厳に慎まなければなりません。 

 

（３） 職場占拠（シットダウン・ストライキ） 

使用者に対するストライキの圧力の効果を高めるため、ストライキ中組合員が工場内に滞留するとか、職場で座

り込むといった形態のストライキが実施されることがあります。前者は職場占拠、後者はシットダウン・ストライキと

呼ばれます。ストライキ中であっても使用者には操業の自由があると解されており、職場占拠は工場の建物や機

械について使用者の持っている独占的に支配する権限（所有権や占有権）を使用者から完全に奪ってしまう可能
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性もあり、職場占拠が使用者の操業の自由を全く奪うような状態に至っていれば、争議行為の正当性が失われま

す。 

なお、タクシー会社などの労働争議において、車両のエンジンキーを組合で確保する戦術（車両確保戦術）が取

られることがあります（前掲・御國ハイヤー事件）。この戦術は使用者が自己の所有する車両を利用できなくさせる

行為ですので、使用者はほぼ操業できない状態に追い込まれてしまいますので、職場占拠に似ているといえま

す。この戦術は、使用者の所有権行使を積極的かつ著しく妨害するので、このような戦術は正当であるとはいえま

せん。 

 

（４） サボタージュ（怠業） 

怠業とは、一応就労した上で作業能率をダウンさせることにより使用者に打撃を与える争議行為です。これに

は、単に仕事の一部を怠るという形のもの（消極的サボタージュないしはスローダウン）と、積極的に使用者の施

設や機械などに手を加えて作業の流れを遅らせるタイプのものがあります（積極的サボタージュ）。消極的サボタ

ージュは正当な争議行為ですが、積極的サボタージュは正当とはいえません。 

 

（５） 時間外労働拒否闘争 

労働組合又は労働者の集団が労働関係に関する自己の主張を貫徹することを目的として、組合の指令に基

づいて、使用者が発する時間外・休日労働の命令を拒否することをいいます。 

労基法第36条による協定（36協定）が適法に締結され、かつ時間外・休日労働を義務付ける内容の労働協

約又は就業規則が存在していて、使用者が発する時間外・休日労働の命令を拒否した場合は、労調法第７条

の「労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為…であつて、業務の正常な運営を阻

害するもの」に該当し、争議行為となります。 

 

（６） 製品ボイコット 

使用者の取引先や顧客に対して使用者の製品を購入しないように呼びかける行動が取られることがありま

す。これを製品ボイコットといいます。この行動は一般的には正当であると考えられますが、虚偽の事実を

述べて不買を訴えることまで許させるものではありません。 

 

（７） ロックアウト（争議対抗行為としての作業所閉鎖） 

使用者は、労働争議中であるからといって操業できないわけではありません。スト参加者以外の労働者に

就労するよう求めることができますし、逆に、機械等を動かすことが有利でないと判断して労働者が提供す

る労務の受領を拒否して事業場を閉じることもできるわけです。 

ロックアウトとは、使用者が作業所を閉鎖して労働者が提供する労務の受領を拒否することです。労使間

の意見の不一致による紛争を自己に有利に解決する手段として、使用者が労働者を一時的に作業所である物

的施設から事実上排除して作業所を自己の支配下に置き労働者に圧迫を加える行為であり、使用者に許され

た唯一の争議行為です（労調法第37条）。 

ロックアウトは、一般には労使の交渉力を対等にするのが公平であるとの見地から、労働者の争議権の保

障に対する対抗関係として使用者に認められたものです。したがって、ロックアウトは労働者の争議行為に

対抗するために必要な限度内において許されます。 

判例によれば、ロックアウトの正当性は、① 労使の交渉態度及び交渉経過、② 組合側の争議行為の態

様、③ それによって使用者側が受ける打撃の程度、などの具体的諸事情に照らし、④ 衡平の見地から見て

ロックアウトが対抗防衛手段として相当であるか否か、という観点から判断されます（丸島水門製作所事

件、最高裁第三小法廷 昭50.4.25判決、後記付録80頁参照）、（日本原子力研究所事件、最高裁第二小法廷 

昭58.6.13判決、後記付録80頁参照）。ただ実際の判断はかなり使用者側に厳しく、使用者は、現実には労働

組合の争議行為によってよほどの窮地に陥った場合でなければロックアウトで対抗することはできません。 

なお、ロックアウトが正当と認められなければ、使用者は賃金支払い義務を免れることができません。 
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５ 争議行為とルール 

労使の自主交渉若しくは第三者の調整によっても問題の解決を見ない場合には、最後の手段としてストライ

キなどの争議行為に訴えることはやむを得ません。しかし、労働争議は早期に解決するのが望まれますから、

ここでは労働争議を解決するための心がまえについて述べてみましょう。 

 

（１） 労働争議を解決するための心がまえ 

第１に、争議中でも、いたずらに団交を嫌うこと無く問題解決の糸口を見つけるために交渉を続ける努力

が必要です。そこから両者の妥協点が一つ一つ見いだされるものです。 

第２に、労使の団交連絡を行う担当者との接触は続けて行われるようにしておくことです。このことによ

り、進展状況によっては団交を再開し、あるいは第三者の調整による解決の道も開けます。 

第３は、労使とも相手を刺激するような行為はしないことが大切です。もちろん、いかなる場合でも、興

奮のあまり暴力行為に訴えることは絶対に慎むことです。 

第４に、争議行為のルールをあらかじめ決めておくことです。争議行為の決行に関して相手方への事前通

告の配慮や、人命に対する危害予防若しくは衛生上必要な施設維持のための方策も決めておくことです。 

なお、労使間の労働争議は自主的に解決するのが原則ですが、時には労使だけでは解決ができない場合も

あるでしょう。そこで、このような場合には、労働委員会のあっせん、調停、仲裁、労働センターなどの労

働行政機関、労働組合の上部団体、経営者団体や協同組合など第三者の協力で解決を図るということも考え

られます。 

また、労調法第９条により、争議行為が発生したときは、直ちに労働委員会又は都道府県知事（労働セン

ターや、雇用労政課）に届け出ることが必要です（届出は、口頭や電話でも可能です）。 

 

（２） 争議行為のルール 

ア 争議予告 

予告期間をどうするか、予告すべき内容をどのようなものにするか、予告の形式はどうするのか、等を

労働協約においてはっきりさせておくとよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 争議行為不参加者 

争議行為中でも会社施設の正常な維持に努めることは、争議解決後直ちに職場に復帰して生産活動を再

開する上からも必要なことです。また、通信業務や安全性などを平常どおり確保しておくことは、労働争

議の早期解決を図る上からも望ましいことです。組合は争議行為不参加者の範囲を狭めようとし、使用者

は拡げようとしますが、その範囲は職種（例えば保安要員）や人数など客観的に妥当な範囲があるはずで

すので、労使双方に合理的に決める心構えが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔労働協約の例〕  

第○条 〇〇組合、又は〇〇会社が争議行為を行う場合は、事前に文書で相手方に通知しなければなら

ない。次の事項を記載した書面で行うものとする。 

(1) 争議行為の開始日時及び場所 

(2) 争議行為の種類及び参加人員 

(3) 争議行為中の代表者氏名及び所在地 

(4) 争議行為中の交渉方法 

(5) その他必要事項 

〔労働協約の例〕  

第○条 〇〇会社より申入れがあったときは、次の各号の一に該当する組合員が争議行為中においても業

務に就くことを認める。具体的な人員については、その都度会社と組合が協定する。 

(1) 〇〇会社の建物及び施設の安全保持及び警備の任にあたる者 

(2) 〇〇健康保険組合及び医療担当者 

(3) 寮の管理人、乗用自動車運転士、コールセンター社員 

(4) その他組合が必要と認めた者 
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ウ 争議行為中の施設利用 

争議行為の混乱を防止するため、会社施設内への立入り制限とか、施設利用の範囲を定めておくことは

望ましいことです。争議行為によって職場を離れた組合員は、みだりに職場に立ち入るべきではなく、い

わんや職場占拠が許されないことは当然ですが、会社構内に組合事務所があれば、これへの立入りは認め

るべきですし、また、社宅、寮、診療所等の厚生施設は争議行為と無関係ですから、平常どおり運営し平

和的方法でこれを利用させる旨定めておくことも望ましいことです。 

 

 

 

 

 

 

 

エ 争議行為中の団体交渉及びあっせん、調停等の申請 

いったん争議行為に入ってしまうと、労使双方とも「交渉断絶」のような気分になって団体交渉も打ち

切ってしまうような態度をとりがちです。しかし、それでは争議は解決の糸口をつかめないまま長期化す

ることになります。争議行為はあくまでも取引のためのやむを得ない手段ですから、本来の目的である団

体交渉や、その解決のための労働委員会のあっせん、調停などは、争議行為中であっても行うべきもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 代替要員雇入れ禁止（スキャッブ禁止協定） 

使用者は、争議中の組合員以外の労働者を争議中の組合員に代わって就労させたり、他から労働者を臨

時に雇い入れて操業を継続することは法的に可能です。しかし、労働組合は、それではストライキの実効

を失うとして、そのような臨時労働者の就業を阻止しようと実力ピケ、座り込みなどをやりトラブルをひ

き起こすことにもなりかねません。労働組合側の不安感を除き争議行為中も不必要なトラブルを起こさな

いためには、このような代替要員の雇入れを行わないこと、あるいは争議解決後支障なく直ちに操業が再

開できるように、保守要員のみ就労を認めるということを使用者と協定することも必要です。このような

協定をスキャッブ禁止協定といいます。 

この協定は争議行為のルール設定に当たりますので、労働協約の債務的部分です。つまり、使用者はこ

の協定を遵守する義務があり、スト破りの労働者を就労させてはなりません。使用者は、これに違反すれ

ば協約違反の責任を負うことになり、組合からの損害賠償や差止めの請求にも応じなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔労働協約の例〕  

第○条 〇〇会社は、〇〇組合が争議中であっても、組合及び組合員に対しこの協約の第〇条に定める

会社施設の利用を認める。 

    ○○会社は、争議中であっても、組合員の正常な日常生活を保持するため、厚生施設の利用を

制限し、もしくは阻害する行為を行わない。 

〔労働協約の例〕  

第○条 争議行為中であっても、〇〇会社、〇〇組合いずれか一方から申し出があるときは、相手方は

〇時間以内に団体交渉に応じなければならない。 

〔労働協約の例〕  

第○条 労働委員会のあっせん、調停又は仲裁に付している期間、争議行為の予告期間中及び争議行為

開始から解決に至るまでの期間といえども、当事者の一方から団体交渉の申入れがあった場合

は、相手方は正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。 

  ２ 前項の場合、団体交渉の規定を適用する。 

〔労働協約の例〕  

第○条 〇〇会社は、争議中いかなる者とも新たに雇用契約を締結することはない。 

〔労働協約の例〕  

第○条 〇〇会社は、〇〇組合が争議行為を行っているときは、組合員の職場代替のため、次の者を除

き外部から新たな労働力の雇入れを行わない。 

(1) 争議行為開始前に○○会社が〇〇組合に説明した採用計画に基づいて採用する者 

(2) 退職者の補充として採用する者 

(3) 業務上の緊急やむを得ない必要に基づき、組合の同意を得て採用する者 
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なお、職業安定法第20条により、公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同

盟罷業、または作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならないことになっており、ま

た、労働委員会が公共職業安定所に同盟罷業又は作業所閉鎖に至るおそれが多い争議が発生していること

及び求職者を無制限に紹介することによって、その争議の解決が妨げられることを通報した場合にも、公

共職業安定所は、求職者の紹介が制限されています。 

さらに、この職業安定法第20条の規定は労働者派遣事業について準用されていますので、派遣元事業主

は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に関し

て新たな労働者派遣が制限され、また、労働委員会が公共職業安定所に同盟罷業、又は作業所閉鎖に至る

おそれが多い争議が発生していること及び無制限に労働者派遣がされることによって、その争議の解決が

妨げられることを通報した場合にも、公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとされ、

この通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関する労働者の派遣が制限されます（労働者派遣法第24

条）。 
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付 録 ８ 

（１） 争議行為予告通知書（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

争 議 行 為 予 告 通 知 書 

 

年   月   日 

 

神 奈 川 県 知 事 殿 

神奈川県労働委員会会長 殿 

横浜市中区日本大通１ 

○○病院労働組合 

執行委員長 ○○○ ○○ 

 

 

労働関係調整法第３７条の規定により次のとおり通知します。 

 

１ 争議行為の目的 

賃金引上げ、４月分以降組合員１人平均 ○○○円（定昇別）獲得のため 

 

２ 争議行為の日時 

○月○日以降○月○日までの期間、始業時より○時間 

 

３ 争議行為の場所 

横浜市中区日本大通１ ○○病院の全職場 

 

４ 争議行為の概要 

前項の場所において、全面的又は部分的に連続又は断続的に業務を停止する。 

ただし、保安要員は若干名を確保する。 

 

５ 争議行為実施に至るまでの経過 

○月○日以降数回にわたり団交を重ねたが、いまだ具体的な額が示されず、○月○日組合大

会の結果スト権確立（○％）、前記の期間要求貫徹のため実力行使実施を決定。 
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付 録 ９ 

第５編「団体行動」で取り上げた裁判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★池上通信機事件（最高裁第三小法廷 昭63.７.19 判決） 

（事案の概要） 

労働組合が会社の許可なく従業員食堂を多数回にわたり使用して組合集会を開き、これに対して会社側は無

許可の食堂使用として阻止するなどのトラブルが続いたため、使用者側が食堂使用を不許可としたことや中止

命令を発したことが不当労働行為として争われた。 

（判決の要旨） 

本来企業施設は、企業がその企業目的を達するためのものであって、労働組合又は組合員であるからといっ

て、使用者の許諾なしに当然に企業施設を利用する権限を有するものではないし、使用者において労働組合又

は組合員が組合活動のために企業施設を使用するのを受忍すべき義務を負うものではないとされた。 

 

★オリエンタルモーター事件（最高裁第三小法廷 平７.９.８判決） 

（事案の概要） 

事業所内に組合事務所の設置を認められなかった組合が、使用者の許諾を得ずに企業施設（食堂）を利用し

て組合活動（学習会等）を行ったことについて、施設使用を一切認めない旨の警告・通告を行った使用者に対

し、組合が「正当な理由がない限り食堂使用を拒まないこと」等を申し入れたが、使用者は施設管理権を無視

するものとしてこれを拒否したことについて、不当労働行為であることを争われた。 

（判決の要旨） 

許諾するかどうかは原則として使用者の自由な判断に委ねられており受忍義務を負うものではないから、許

諾しないからといって直ちに団結権を侵害し、不当労働行為を構成するということはできず、権利の濫用であ

るような特段の事情がある場合を除き当該企業施設を管理利用する使用者の権限を侵し企業秩序を乱すもので

あり正当な組合活動には当たらないと判示した。 

 

★明治乳業事件（最高裁第三小法廷 昭58.11.１判決） 

（事案の概要） 

昼の休憩時間に工場食堂で政党の新聞や選挙ビラを無許可配布して（労働協約でビラ配布には会社の許可を

要すとされていた。）懲戒処分を受けた労働者が処分の無効を求めて提訴した。 

（判決の要旨） 

その様態、経緯、目的及びビラの内容からみて、会社内での業務外ビラ配布に対する事前許可制の定めに違

反するものとはいえないとして、ビラ配布行為を理由とする懲戒戒告処分を無効とした。 

 

★ＪＲ東日本（神奈川・国労バッジ）事件（東京高裁 平11.2.24（最高裁第一小法廷 平11.11.11決定（上告不受

理）） 

（事案の概要） 

国労組合員がバッジを着用して勤務したことに対して会社が戒告、夏季手当減額等の処分を行った事案 

（判決の要旨） 

バッジ着用は職務専念義務に違反し、企業秩序を乱すものだが、使用者の動機に労組に対する団結権の否

定、労組に対する嫌悪の意図があるときは支配介入に当たるという判断を示した。 
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★三菱重工長崎造船所事件（最高裁第二小法廷 平４.９.25 判決） 

（事案の概要） 

組合分会の役員が、上部組合の方針に従い原子力船「むつ」が佐世保港に入港したこと、これをめぐる政

府・長崎県・佐世保市の方針と関連施設等に抗議して、スト権確立の投票を経て、会社の中止申入れを無視

して30分ないし１時間の職場離脱をするように分会組合員243名に指令し、実行された。会社は組合役員に

対して、出勤停止５日ないし３日の懲戒処分とした。組合役員は懲戒処分が正当な争議行為に対してなされ

たもので、無効であるとして、提訴した。 

（判決の要旨） 

使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治的目的のために争議行為を行うことは、

憲法第28条の保障とは無関係なものと解すべきこととして上告が棄却された。 

 

★御國ハイヤー事件（最高裁第二小法廷 平４.10.２判決） 

（事案の概要） 

春闘において、会社に対して基本給の引上げ等を要求し団体交渉を行ったが、物別れに終わったため、始

業時から48時間のストライキをおこなった。会社の所有する２か所の車庫に格納されたタクシーの傍らに座

り込み、あるいは寝転ぶなどして、会社の退去要求に応じなかったため、車庫から搬出することができなか

った。そのため、会社は組合員に対して不法行為に基づく損害賠償等の支払いを求めて提訴した。 

（判決の要旨） 

ストライキは必然的に企業の業務の正常な運営を阻害するものではあるが、その本質は労働者が労働契約

上負担する労務提供義務の不履行にあり、その手段方法は労働者が団結してその持つ労働力を使用者に利用

させないことにあるのであって、不法に使用者側の自由意思を抑圧しあるいはその財産に対する支配を阻止

するような行為をすることは許されず、これをもって正当な争議行為とはいえず、会社は組合員に対して損

害賠償請求権を有するとされた。 

 

★国労高崎地本事件、東京高裁 平5.2.10 判決（最高裁第二小法廷 平11.6.11判決（上告棄却）） 

(事案の概要) 

Ｘ会社が、余剰人員対策として自動車製造会社への出向を実施したところ、反対したＺ組合が出向先門前

で情宣活動を行った。これに参加した当該組合員への懲戒処分を不当労働行為とした労委命令に対し、Ｘ会

社が取消しを求めた。 

(判決の要旨) 

企業経営は企業の危険と責任において行われるものであり、企業の円滑な運営に支障をきたし、使用者の

業務運営や利益を不当に妨げ、侵害する行為は、労働組合の情宣活動の内容として相当なものであっても慎

まなければならないのは当然であり、労働組合の情宣活動の正当性の判断において内容のみならず、当該情

宣活動がなされるに至った経緯、目的、態様、生じる影響などの事情を総合的に考慮しなければならず、こ

れに照らして、本件組合員の行動は出向先に少なからぬ不安動揺・信頼低下、Ｘ会社の業務運営を不当に妨

げる恐れがあったことから、労働組合の正当な行為といえず、不当労働行為とはいえないとした。 
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★丸島水門製作所事件（最高裁第三小法廷 昭50.4.25 判決） 

（事案の概要） 

会社は、労働組合の争議行為等により作業能率が著しく低下し、正常な業務の遂行が困難となり、会社の経

営にも危殆を招く虞があると考えて、組合員に対してロックアウトを通告した。ロックアウトは35日間継続し

た。争議終了後、組合員らは会社のロックアウトによる就業拒否は不当として、賃金支払いを請求した。 

（判決の要旨） 

労働者の提供する労務の受領を集団的に拒否するロックアウト（作業所閉鎖）は使用者の争議行為の一態様

として行われるものであるから、それが正当な争議行為として是認されるかどうか、使用者が一般市民法によ

る制約から離れて右のような労務の受領拒否をすることができるかどうか、個々の具体的な労働争議における

労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具

体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる

とし、ロックアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務をまぬがれるものと

判断し、組合員の請求（上告）を棄却した。 

 

★日本原子力研究所事件（最高裁第二小法廷 昭58.６.13 判決） 

（事案の概要） 

勤務時間制の変更をめぐる争いで、労働組合の一部ストに対抗して会社がロックアウトを実施したため、組

合員らが、ロックアウトにより就労できなかった全期間の賃金の支払を請求した。 

（判決の要旨） 

本件、ロックアウトはその実施期間中の何れの時点を捉えてみても、組合が実施したストライキに対抗する

争議行為としてその必要性および緊急性を欠くものであって、公平の原則ならびに条理に照らし正当性の限界

を超えたものといわざるをえないとし、原告らに対し本件ロックアウトにより就労できなかった期間中の同人

らの賃金を支払うべき義務を有するとした。 
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１ 不当労働行為とは 

労組法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向

上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、その他の団体行動

を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、使用者と労働者との関係を規制する

労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的として（労組法第１条第１

項）、使用者からの不公正な働きかけによって労働者の団結そのもの及び団体交渉その他労働組合が営むべき

機能を阻害されることがないように、使用者に対して一定の行為を行うことを禁止しています（労組法第７条

各号）。使用者のこのような禁止された行為を、不当労働行為といいます。 

過去の歴史の中で、使用者が、労働組合に対して結成段階から種々の妨害行為を行った事実もあり、今日に

おいても、使用者が組合運動の弱体化を試みようとする動きがなくなったわけではありません。労働組合が十

分に強力であれば、自主的にこれに対処することが可能ですが、そうでないときには、国及び地方公共団体の

関与によって、そのような事態を排除することも必要といえるでしょう。 

 

不当労働行為の類型には次のようなものがあります。 

（１） 労働組合の結成、加入、組合活動を理由とする不利益取扱い、労働者が組合に加入しないこと、又は労働組

合から脱退することを雇用条件とする労働契約（黄犬契約 :おうけんけいやく、またはこうけんけいやく)（労

組法第7条第1号） 

（２） 正当な理由のない団体交渉の拒否（労組法第7条第2号） 

（３） 労働組合への支配介入及び経理上の援助（労組法第7条第3号） 

（４） 救済申立てなどを理由とする不利益取扱い（労組法第7条第4号） 

 

労組法第７条によって禁止されるのは、「使用者」の不当労働行為です。使用者の利益を代表する者の不当

労働行為も、一般には使用者の不当労働行為と認定されます。また、使用者以外の第三者が本条各号に該当す

る行為を行った場合は、当該第三者の行為が使用者の行為の延長と考えられるような特別の場合に不当労働行

為とされます。なお、ここでいう「使用者」には、直接労働契約関係がなくとも労働条件につき実質的に支配

力を及ぼしている、親会社や労働者派遣契約における派遣先、フリーランス業務を委託する事業者なども含ま

れる可能性があります。 

 

■ 参考 

アメリカでは、被用者の過半数の支持を得た労働組合に、排他的な交渉の権限を認めていますが、日本の

労組法はアメリカのように排他的交渉制を取らず複数組合主義を採用しており、各組合の平等な団結権、団

体交渉権、団体行動権を保障しています 

同一企業内に複数の組合が併存している場合には、使用者としては全ての場面で各組合に中立的な態度を

保持し、その団結権を平等に承認尊重すべき、とされています(日産自動車事件、最高裁第三小法廷 昭

60.4.23判決)。 
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２ 不当労働行為の類型 

（１） 不利益取扱い（労組法第７条第１号） 

労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しく

は労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、使用者がその労働者を解雇し、その他これに対して不利

益な取扱いをすることは、不当労働行為として禁止されています。 

ところで、解雇、転勤、降格、減給、出勤停止、けん責など労働者の地位や人事上の措置等が、労働者に

とっての経済的、精神的な不利益取扱いです。このような不利益取扱いは、仕事中に業務命令に従わない、

無断欠勤を重ねるといった場合にも、懲戒処分等として課されることがあります。これらの不利益取扱いが

不当労働行為に該当する場合とは、この不利益取扱いと労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に

加入し、又はこれを結成しようとしたことや、労働組合の正当な行為をしたという事実との間に因果関係が

存在する場合です。したがって、これらの間に因果関係が存在しないときには、その不利益取扱いは不当労

働行為には該当しませんが、不利益取扱いと法に掲げられた事実との間に因果関係が存在していたか否か

は、個々の事実関係に即して、具体的な事実を総合的に判断した上で検討されます。 

 

（２） 黄犬契約（労組法第７条第１号） 

労働者が組合に加入しないこと、または労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約は、黄犬契

約として不当労働行為に該当します。使用者が、特定の労働者に対して労働組合への不加入若しくは脱退を

強制する結果となるような行為を禁止しようとするのが黄犬契約禁止の趣旨です。このような雇用条件の設

定は、雇入れの場合に限らず、雇用継続中においても禁止されています。ただし、労働組合に加入すること

を雇用条件とすることは、労組法第７条第１号但し書（ユニオン・ショップ協定）の条件の下でのみ認めら

れます。 

 

（３） 団体交渉の拒否（労組法第７条第２号） 

団体交渉は労働組合の基本的な活動であり、しかも、労使関係を円滑に処理していくための重要な柱です

から、使用者が団体交渉にまったく応じないときは、労働組合の機能を否定し、組合の存在する意味を失わ

せることになります。そこで、正当な理由なくして団体交渉を拒否することを、不当労働行為として禁じて

います。 

 

ア 団体交渉の拒否と考えられる例 

（ア）要求事項が過大であるという理由で団体交渉を拒否する場合 

（イ）経営状態が良くないという理由で団体交渉を拒否する場合 

（ウ）違法・不当な条件をつけて、それが充たされない限り団体交渉には応じないとする場合（例えばス

トライキを中止しなければ団体交渉には応じないとか、不当労働行為の救済申立てを取り下げなけれ

ば団体交渉に応じないというような条件をつける場合） 

（エ）労働協約で定める第三者委任禁止条項（団体交渉委任禁止条項）を理由として、組合の上部団体役

員との団体交渉を拒否する場合（第４編３(２)エ(オ)52頁参照） 

（オ）唯一交渉団体約款を理由として団体交渉を拒否する場合 

（カ） 組合の交渉委員資格の有無を問題として（例えば被解雇者であるとの理由で）団体交渉を拒否す

る場合 

（キ）団体交渉には応じたが、組合の要求を否認し反対するだけで、対案等を示さないなど、見せかけの

交渉にすぎない場合（いわゆる「不誠実団交」）※ 

（ク）団体交渉の進行を、故意に引き延ばす場合（いわゆる「不誠実団交」）※ 

（ケ）団体交渉が完全に行きづまった場合（客観的にみて、これ以上団体交渉を継続しても妥結の見込み

がない場合）でも、その後、組合側が修正案を提出するなど事情に変化があったにも関わらず、交渉

を拒否した場合  
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イ 団体交渉拒否とはならないと考えられる例 

（ア）使用者が処分権を持たない事項等団交事項がもともと団体交渉になじまない性質のものである場合 

（イ）団体交渉が連日深夜に及んだり、著しく長時間にわたる場合 

（ウ）交渉権限がある者以外に多数の労働者が押しかけ、正常な団体交渉が期待できないような場合 

（エ）団体交渉の手続が定められている場合に、その手続によらないで交渉しようとする場合 

 

※ 「不誠実団交」 

この団体交渉に応ずる義務は交渉の席に着くことのみで満たされるわけではなく 使用者は合意の形成

に向け誠実に交渉に応じる義務があります(誠実交渉義務)。 

具体的には労働組合の要求 主張に対してその具体性の程度に応じて回答や視聴の根拠を具体的に説明

し 必要な資料等を提示し、労働組合の要求に譲歩することができない場合には、論拠を示して反論する

ことが求められます (カール・ツァイス事件、東京地裁 平元.９.22判決)。 

ただし、団体交渉において 使用者が労働組合に対し誠実や妥協を強制されるものでなく、誠実な交渉

を行ったにもかかわらず交渉が行き詰まった場合は、交渉を打ち切っても誠実交渉義務違反ではないとさ

れます(池田電器事件、最高裁第二小法廷 平4.2.14判決) 

このように、議論が平行線に陥ってしまい，それ以上の進展の見込みがなくなってしまった(いわゆる

デッドロック)の状態であれば，これを打ち切ることも許されますが、しかしその後に、事情の変更があ

れば再び誠実交渉義務が生じる可能性があります。 

また、団体交渉に係る事項に関して、合意の成立する見込みがないときであっても、使用者は誠実に団

体交渉に応ずることが必要です(山形大学事件、最高裁第二小法廷 令4.3.18判決)。 

 

（４） 支配介入及び経費援助（労組法第7条第3号） 

ア 支配介入 

労働組合は、労働者の主体性に基づいて自主的に結成され運営されなければなりません。労働組合の結

成、運営は本来労働者の自治に委ねられるべきものですから、この自治に対して使用者が干渉することは

許されません。そこで、労組法は、使用者に対して労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを

支配し、若しくは介入することを不当労働行為として禁止しています。支配介入には様々な態様があり得

ますが、例えば労働組合幹部を懐柔するとか、組合活動に熱心な者を転勤させ組合から遊離させること、

組合切り崩しのため資金を提供し御用組合を作ってこれに加入させること、組合とではなく、労働者個人

と直接交渉を行うことなどが不当労働行為にあたります。なお、組合員や組合運動に対する使用者の意見

を述べること自体は使用者の言論の自由に属しますが、表現内容、表現の方法、利益誘導の有無などによ

っては支配介入となることがありますから、特に労使間に紛争を生じているときには言動に慎重な配慮が

望まれます。 

イ 経費援助 

労働組合を運営するための経費は、本来個々の組合員から拠出された組合費によってまかなわれるべき

ものです。このような経費について使用者から援助を受けるということでは、労働組合が組合員を組織的

に代表して、その経済的地位を向上するために使用者と対等な立場に立ち団体交渉を行うという組合本来

の機能を十分に果たすことができなくなります。このような意味から、労組法は、使用者が「労働組合の

運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」を不当労働行為に該当するとして禁止してい

ます。ただしこれは、使用者が財政面から組合の自主性を失わせることに対処したもので、現実に組合が

御用化したか否かを問いません。 

また、経費援助の方式は、現金の給付に限らずスト期間中の賃金カットをしないこと、組合に会社の車

を無償で提供するなど経済上の便宜供与も含まれます。 

なお、使用者が、労働者に就業期間中に賃金を差し引かれることなく使用者と交渉や協議をしたりする

ことを許すこと、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際

に用いられる福利その他の基金に対して寄附すること及び最小限の広さの組合事務所を供与することは、

不当労働行為にはあたりません（労組法第７条第３号但し書）。 
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（５） 救済申立て等を理由とする不利益取扱い（労組法第７条第４号） 

労組法は、労働者が労働委員会に対し、使用者が労組法第７条の規定に違反した旨の申立てをしたこと、

若しくは中央労働委員会に対し初審命令を不服とする再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれら

の申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労調法による労働争議の調

整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として、その労働者を解雇するなどの

不利益な取扱いをすることを不当労働行為として禁じています。なお、解雇その他の不利益な取扱いの意義

は同条第１号「解雇その他の不利益な取扱い」の意義と同様です。 

 

３ 不当労働行為の救済 

（１） 救済機関 

使用者が行った特定の言動が不当労働行為を構成するか否かを判断するための機関として、都道府県ごと

に労働委員会が設けられています（労組法第19条以下）。もっとも同様の争いが民事訴訟の形で提起された

ときには、裁判所もまたこれを判定する権限を持っています。 

都道府県ごとに設置された労働委員会は、使用者及び労働者を代表する委員並びに公益を代表する委員の

各同数をもって構成されており、全国単位としては、中央労働委員会が設置されています（労組法第19条第

１項・第２項）。 

労働委員会による不当労働行為の救済は二審制が採用されていますが、初審の管轄は、例外的に中央労働

委員会に属するものを除いて、原則として都道府県労働委員会に属します。そして、初審の都道府県労働委

員会の命令・決定に関する再審査は中央労働委員会が担当します。 

 

（２） 救済申立て 

申立ては、不当労働行為を受けた組合員個人、労働組合、また両者の連名でも可能です。申立ては、書面

又は口頭で行為の日（団交拒否とか労働組合の運営に対する支配介入のように継続した行為にあっては、そ

の終了した日）から１年以内に管轄の労働委員会に提出しなければなりません（労組法第27条第２項）。な

お、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます（労委

規則第34条第１項・第２項）。 

組合員などが不当労働行為を受けたとして労働委員会に救済を申し立てる場合の相手方（被申立人）は、

当該不当労働行為を行った使用者です。不当労働行為が行われた以降に行為者である使用者の地位が企業の

合併、営業譲渡などによって第三者に承継されたときは、不当労働行為救済制度における被申立人の地位も

当該第三者に承継されると解されています。 

労働組合が救済申立てを行う場合には、管轄の労働委員会において資格審査を受けることが必要となりま

すが（第２編「労働組合の資格審査」17頁参照）、救済申立てと同時でも可とされています。 

 

（３） 審査 

不当労働行為の審査は、公益委員全員又は労働委員会の会長が指名する５人又は７人をもって構成する合

議体によることが原則とされています（労組法第24条の２第１項・第４項）が、迅速な処理をするため会長

が公益委員の中から１人を審査委員として選任し、調査、審問等の手続を進める（労組法第24条の２第５

項、労委規則第37条）のが通常です。 

なお、審査手続は、調査と審問の二つの手続に分けられます。 

 

ア 調査 

調査は、当事者双方の主張の争点を明らかにするとともに、証拠調べを行い審査の計画を策定するため

の準備を行うことを目的（労組法第27条の６第２項第１号、第27条の７）として、次のことが行われま

す。 

（ア） 当事者の主張の整理 

申立書の写しを使用者に送付して、それに対する使用者からの答弁書の提出を求めます。 

当事者双方からの主張を聞いて、争点を明らかにします。当事者は、準備書面で主張を補うこともで

きます。 
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（イ） 証拠の整理（証拠調べ） 

当事者双方から、その説明を裏付ける証拠の提出を求めます。なお、労働委員会が事実認定に必要と

認めたときは、当事者の申立てにより事件に関係がある帳簿書類などの所持者に対して物件提出命令を

出すことができます（労組法第27条の７第１項本文・第２号）。 

なお、労使の委員は、公益委員から求めがあった場合には参与委員として調査に出席することができ

ます（労組法第24条第１項但し書）。 

（ウ） 審査の計画の策定 

当事者双方の意見を聴いて、次のような審査の計画を策定します（労組法第27条の６、労委規則第41

条の５）。 

a 調査を行う手続において整理された争点及び証拠 

b 審問を行う期間及び回数並びに尋問する証人の数 

c 命令の交付の予定時期 

 

なお、労働委員会は、審査の迅速化を図るため審査の期間の目標を定めることとされています（労組法第

27条の18）が、神奈川県労働委員会では、原則として１年６月以内の終結を目指すこととしています。 

 

イ 審 問 

審問は、不当労働行為の事実があるか否かを明らかにする目的として行われます。審問は、公開される

のが原則です（労委規則第41条の７第２項）。審問には、当事者が直接又は審査委員の許可を得た代理人

（労委規則第35条第４項、第37条第２項、第41条の７第３項本文）が出席します。また、審査委員の許可

を得て事情に詳しい上部組合の役員や労務担当者などが補佐人として当事者を助けることもできます（労

委規則第37条第２項、第41条の７第３項但し書）。また、労使の委員は審問に参与委員として出席すること

ができます（労組法第24条第１項但し書）。 

 

審問の手続は、次のように行われます。 

（ア） 証人（当事者）尋問 

初めにその証人（当事者）尋問を申し立てた側が尋問し、次に相手方の反対尋問が行われます。労働

委員会から補充尋問を行うこともあります。 

（イ） 最後陳述 

審査委員は、審問終結に先立ち当事者に最後の陳述をさせ、また、必要な証拠を提出できるよう十分

な機会を与えます（労委規則第41条の８第１項）。この最後陳述は、当事者が主張と事実を整理し補足

的な主張も行うもので、通常は書面により行われます。 

 

（４） 救済命令 

審問が終結したときは、労働委員会の会長は、公益委員会議を開催し、非公開で合議を行います。公益委

員会議の合議の結果、申立てに理由があると判断したときは、その全部若しくは一部を認容する命令（救済

命令）を、また、理由がないと判断したときは申立てを棄却する命令を、それぞれ遅滞なく書面（この書面

は命令書と呼ばれます）によって発しなければなりません（労組法第27条の12第１項）。なお、申し立ての

要件が充足されていない場合には、却下の決定がなされます。 

救済命令は、当該不当労働行為がなされなかったのと同様の原状を労使関係の中に回復することを目的と

しており、例えば解雇を取り消して原職に復帰させるべきこと、当該不利益取扱いを即刻中止すべきこと、

賃金の遡及払い、団体交渉に応じなければならないこと、などと命じます。このほか使用者に同様の行為を

繰り返さない旨の文書の掲示を命じるポストノーティス命令があります。また、労働委員会の命令には、行

政委員会としての一定の裁量権が認められています。※ 

 

※ 原職復帰に伴うバックペイについては、解雇されていた間に他に就職して得た賃金(中間収入)を控除

するか否かが争いになりますが、判例は 労働委員会には広い裁量が認められ、労働者個人の権利利益に対

する個人的被害を救済するという観点からだけでなく、組合活動一般の制約なども考慮して判断すべきとし

ています(第二鳩タクシー事件、最高裁大法廷 昭52.2.23.判決)。 
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なお、命令は、命令書の写しが当事者に交付された日からその効力が発生します（労組法第27条の12第４

項）。この救済命令は、使用者に命令の内容の履行すべき公法上の義務を課するものであって、使用者と労

働者との間の私法上の効力を生ぜしめるものではないものと解されています。 

 

（５） 命令に対する不服申立て 

ア 再審査の申立て 

初審の都道府県労働委員会の命令を不服とするときは、使用者及び労働組合又は労働者は、命令の効力

発生日から15日以内に一定手続により中央労働委員会に再審査の申立てをすることができます（労組法第

27条の15）。再審査の申立てがなされても命令の効力は停止されず、中央労働委員会が再審査の結果これを

取り消したときに限り効力を失います。 

再審査の命令は、事実認定に基づいて再審査の申立てに理由がないと認めた場合は、「申立てを棄却する

命令」を、再審査の申立てに理由があると認めたときは、初審命令の取り消し、若しくは変更の命令を発

します。ただし、初審命令の変更は、再審査の申立ての限度においてのみ行うことができます。 

イ 行政訴訟 

労働委員会の命令は行政処分ですから、行政事件訴訟法に定める取消訴訟の対象となります。行政訴訟

が提起できるのは、労働委員会の命令その他の処分を受けた使用者、労働組合又は労働者で、その処分に

不服があるときは、当該処分の取消しの訴えを提起することができます（労組法第27条の19）。 

使用者が取消しの訴えを提起できるのは、都道府県労働委員会の命令について中央労働委員会に再審査

の申立てをしないとき、または中央労働委員会が初審であるとき、あるいは中央労働委員会が再審査の命

令を発したときです。一方、労働者側は、都道府県労働委員会の命令について中央労働委員会に再審査の

申立てをしたときであっても、裁判所に訴えを提起することができます。出訴期間は、労働者側が命令が

あったことを知った日から６か月以内（行政事件訴訟法第14条第１項）であるのに対して、使用者側は命

令交付の日から30日以内です。使用者が裁判所に命令の取消しの訴えを提起した場合に、受訴裁判所は、

当該労働委員会の申立てにより判決の確定に至るまで、使用者に対して、その労働委員会の命令の全部又

は一部に服するものとする緊急命令を発することができます（労組法第27条の20）。使用者がこの緊急命令

に服さない場合は、労組法第32条に定める過料（50万円（当該命令が作為を命ずるものであるときは、そ

の命令の日の翌日から起算して不履行の日数が５日を超える場合には、その超える日数１日につき10万円

の割合で算定した金額を加えた金額）以下）に処せられます。 

 

★ 労働委員会と裁判所 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
最 高 裁 判 所 

高 等 裁 判 所 

地 方 裁 判 所 

都 道 府 県 労 働 委 員 会 

中 央 労 働 委 員 会 

注） 

(１） 中央労働委員会に再審査申立てをせ

ず、都道府県労働委員会の命令の取消訴訟

を地方裁判所に提起することができる。 

 

(２） 労働委員会制度を利用しないで直接裁

判所に、解雇無効確認、賃金支払請求、損

害賠償請求などの民事訴訟を提起すること

もできる。 

（再審査申立て）  

（取消訴訟） 
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付 録 10 

(1) 不当労働行為救済申立書の様式及び記載上の注意 

 （※Ａ４縦とし、左右余白を２５ｍｍ程度ずつ空ける） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

不 当 労 働 行 為 救 済 申 立 書 

 

 年  月  日 

 

神奈川県労働委員会会長 殿 

 

 申立人 横浜市中区日本大通１ 

   ○○労働組合 

  執行委員長 ○○○○  

 

 申立人 川崎市川崎区川崎１－１ 

  ○○○○  

 

 被申立人 横浜市中区日本大通１ 

  ○○株式会社 

  代表取締役 ○○○○  

 

 

被申立人の行為は、労働組合法第７条第１号、第２号、第３号に該当する不当労働行為である 

ので、次のとおり申し立てます。 

 

１ 請求する救済内容  

 

※ 労働委員会が救済命令を出す場合に、申立人は使用者に対してどのような行為をさせた 

いのか、又は禁止させたいのかについて、具体的に書いてください。 

 

２ 不当労働行為を構成する具体的事実 

 

※ 申立人及びは被申立人についての説明と、使用者の行った行為を具体的にわかりやすく 

書いてください。 

 

 

 

 

備考 １ 記載要件が整えば、必ずしもこの様式による必要はありません。 

２ 提出部数は、５部です（ただし、正副各１部、他は写しとします）。 
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第６編 

(2) 不当労働行為救済内容に対する答弁書の様式及び記載上の注意 

（※Ａ４縦とし、左右余白を２５ｍｍ程度ずつ空ける） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答 弁 書 

 

年  月  日 

 

神奈川県労働委員会会長 殿 

 

被申立人 横浜市中区日本大通１ 

 

○○株式会社 

 

代表取締役 ○○○○  

 

※代理人を申請する場合でも、答弁書は被申立人の 

代表者名で提出してください。 

 

神労委令和○年（不）第○号○○○○事件について、次のとおり答弁します。 

 

１ 請求する救済内容に対する答弁  

 

２ 不当労働行為を構成する具体的事実に対する答弁 

 

※申立書に記載してある不当労働行為を構成する具体的事実に即して、具体的に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 記載要件が整えば、必ずしもこの様式による必要はありません。 

２ 単に認めるとか、知らないとか、争うとか抽象的に書くのではなく、具体的に事実に基づ 

いて書いてください。 

３ 提出部数は、５部です（ただし、正副各１部、他は写しとします）。 
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第６編 

不
当
労
働
行
為 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７編 労働関係の調整 
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１ 集団的労使関係の調整 

労使間に生じる紛争には、労働組合などが集団的に関わる労使の問題と、専ら個別の労働者の処遇に関わる

問題とがあります。前者を集団的労使関係といい、後者を個別的労使関係（個別的労働関係）といいます。 

ここでは、集団的労使関係について説明します。 

労使間の問題は、団体交渉や苦情処理制度などを通じて平和裏に解決されるのが理想ですが、場合によって

は、それが不可能ないし困難な場合があります。このような場合に前述したように、労働組合は争議行為に訴

えて労使による自主的解決を図ることができますが、そのことがかえって紛争を長期化させたり、自主的解決

を困難にする結果となる場合もあります。このような局面に至った場合には、第三者機関＝労働委員会に紛争

の調整を申請し、その助力を得て、解決を図ることが適当でしょう。 

労調法では、調整の方法として、あっせん、調停及び仲裁の三つの制度が定められています。ただし、当事

者双方が十分な協議又は団体交渉を行わないまま事件を労働委員会に持ち込んだ場合に、労働委員会がなお交

渉の余地があると認めたときは、当該申請を取り下げて交渉を続行するよう勧告されることもあります（調停

の場合については、労委規則第70条第２項）。 
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２ あっせん、調停及び仲裁 

（１） あっせん 

あっせんは、労働争議の調整制度の中で最も簡易なもので、全国の労働委員会が取り扱う件数の大半を占

めています。その特徴は、調停、仲裁のような委員会の構成を採らず、あっせん員個人の知識、手腕に依存

する点です。あっせんは、当事者に対する拘束性という点では弱いのですが、反面、弾力的な解決を期待で

きる制度として、多くの場合は団体交渉が行き詰まったとき等、労働争議の比較的初期の段階でしばしば用

いられます。 

あっせんは、関係当事者の双方若しくは一方の申請により、又は職権に基づいて開始されます（労調法第

12条）。あっせんの申請は書面によって行うこととされており、このことは調停や仲裁の場合も同様です

（労調法施行令第３条）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働委員会の会長は、申請又は職権に基づいて、あっせん員名簿に記されている者の中からあっせん員を

指名します（労調法第12条第１項）。例えば、神奈川県労働委員会では、原則として労働者・使用者・公益

のそれぞれを代表する３名のあっせん員が指名され、あっせん事項が「団交促進」の場合は、労働委員会事

務局の職員があっせん員に指名されています。あっせん員は、関係当事者間をあっせんし、双方の主張の要

点を確かめ、事件が解決されるように努めなければなりません（労調法第13条）。なお、あっせんそれ自体

には法的な拘束力はありませんので、労働争議の解決は、終局的には当事者の自発的な譲歩、歩み寄りを待

つ以外にはありません。あっせん員は、自分の手では事件が解決される見込みがないときは、その事件から

手を引き、事件の要点を労働委員会に報告することになります（労調法第14条）。 

 

（２） 調停 

調停は、労働委員会の会長が指名する労、使、公益のそれぞれを代表する委員、又は特別調整委員からな

る三者構成の調停委員会（労調法第19条、第21条第１項）が、労働争議の当事者の間に立って双方の意見を

聞き、公正適切な判断によって作成した調停案を双方に提示し、その受諾を勧告して両当事者間の妥協を図

り、労働争議を解決に導く調整の制度です（労調法第26条第１項前段）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 申請書に必要な記載事項（労委規則第64条第１項） 

ア 申請の日付 

イ 申請者の名称（当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添付） 

ウ 関係当事者の名称及びその組織 

エ 事業の種類 

オ 関係事業所名及びその所在地 

カ あっせんを希望する事項（あっせん事項） 

キ 申請に至るまでの交渉経過 

ク 争議行為を伴っている場合は、その概況 

ケ 労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項 

  

★調停の開始（労調法第18条） 

ア 関係当事者双方から、労働委員会に対して申請がなされたとき 

イ 関係当事者双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して申請がなされた

とき 

ウ 公益事業（「運輸事業」「郵便、信書便又は電気通信の事業」「水道、電気又はガスの供給の事業」

「医療または公衆衛生の事業」であって、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいいます

（労調法第８条第１項）、以下同様です）に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会

に対して申請がなされたとき 

エ 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議した

とき 

オ 公益事業に関する事件、またはその事件の規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関する

ものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件について、厚生労働大臣又は都道府県知事から、

労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき 
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調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を聞き（労調法第24条）、さらに調停

の申請、決議又は請求がなされた日から15日以内に調停案を作成し、10日以内の期限を付して、関係当事者

にその受諾を勧告することになっています（労調法施行令第10条）。調停は、調停案に対し関係当事者の双

方から回答があったときに、終結したものとされます（労委規則第75条）が、調停案の内容が当事者双方又

は一方によって受諾されなかったとき、又は調停案の内容に対して条件つきの回答がなされて当事者双方の

意見が一致しないときには、調停は不調とされ、労働争議は依然として継続することになります。 

 

（３） 仲裁 

仲裁は、労働委員会の会長が指名する３人以上の奇数の仲裁委員から成る仲裁委員会（労調法第31条、第

31条の２）が公正妥当な解決案を仲裁裁定として示し、この裁定が労働協約と同一の効力（労調法第34条）

をもって両当事者を拘束することにより労働争議の解決を図る調整制度です。 

 

 

 

 

 

仲裁委員会は委員の互選により委員長を置き（労調法第31条の３）、委員長は仲裁委員会を招集します

が、仲裁委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することはできず、また、その議事は仲裁委員の

過半数をもって決します（労調法第31条の４）。関係当事者が指名した労働委員会の労使委員等は、仲裁委

員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができます（労調法第31条の５）。 

なお、仲裁裁定は、書面に作成して、効力発生の期日も記さなければならないことになっています（労調

法第33条）。また、仲裁裁定も労働協約と同一の効力を有するものとして（労調法第34条）、労働協約の効力

に関する労組法の規定が適用されます。 

 

３ かながわ労働センターの業務と労働相談 

本県には、労働関係機関として、神奈川県労働委員会のほかに、労働センターがあります。 

県の労働センターには法的な監督権限はありませんが、行政サービスの一環として個別的労使関係、集団的労

使関係双方に係る労使紛争など労働問題全般について、常時労使の方々からの労働相談を受け付けています。 

また、紛争当事者の自主的な解決を援助するため「あっせん指導」も行っています。この「あっせん指導」と

は、個々の労働者若しくは労働組合などと使用者との間に生じた紛争で、当事者のみでは解決が困難な場合に、

労使双方あるいは一方の要請に基づいて、当事者の間に立って、話し合いの仲介をしたり、問題点の整理、労働

法令の遵守、労務管理の改善などの観点から助言するなどのお手伝いをするものです。 

そして、集団的労使関係に関する労働者・労働組合、使用者からの相談について、労働委員会では、原則とし

て受け付けていないため、相談窓口は、労働センターということになります。 

 

４ かながわ労働センター以外の個別労働関係紛争の公的相談窓口 

国の機関である神奈川労働局では、個別労働紛争解決促進法に基づいて、個別的労使関係（個別的労働関

係）に関する相談、助言又は指導（個別労働紛争解決促進法第３条、第４条）や男女雇用機会均等法、育児・

介護休業法、パート有期雇用労働法、労働施策総合推進法、労働者派遣法に基づいて、紛争解決に必要な助言

や指導又は勧告を行っています（男女雇用機会均等法第17条、育児・介護休業法第52条の４、パート有期雇用

労働法第24条、労働施策総合推進法第30条の５、労働者派遣法第47条の７）。なお、労働局に設置された紛争

調整委員会（個別労働紛争解決促進法第６条）等では、紛争解決のため、あっせん（個別労働紛争解決促進法

第５条）や調停（男女雇用機会均等法第18条、育児・介護休業法第52条の５、パート有期雇用労働法第25条、

労働施策総合推進法第30条の６、労働者派遣法第47条の８）も行っています。また、労働基準監督署の労働基

準監督官は、労基法に定める労働基準を下回る労働条件で労働者を働かせている使用者に対して、その権限に

基づいて事業所などへの臨検や、帳簿及び書類の提出を求めたり、使用者若しくは労働者に対して尋問したり

する司法警察官としての職務を行っています（労基法第101条第１項、第102条）。 

★仲裁の開始（労調法第30条） 

ア 関係当事者の双方から、労働委員会に対して申請がなされたとき 

イ 労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定めがある場合に、その

定めに基づいて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して申請がなされたとき 
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付 録 11 

★ あっせん申請書の様式及び記載例 

 

あっせん申 請 書 

年  月  日    

神奈川県労働委員会会長 殿 

（申請者所在地）  横浜市中区〇〇〇 

（申請者名）    ○○労働組合 

（代表者役職氏名）  執行委員長 ○○○○  

 

 

 

労働関係調整法第12条の規定に基づき、次のとおりあっせんを申請します。 

 

１ 関係当事者の名称及びその組織 

○○株式会社 

代表取締役社長 ○○○○ 

 

２ 事業の種類 

情報サービス 

 

３ 関係事業所及びその所在地 

本社 横浜市中区〇〇〇 

東京支店 東京都港区〇〇〇 

川崎営業所 川崎市川崎区〇〇〇 

 

 

４ あっせん事項 

賃上げ 

（賃上げ、一時金、団交促進等のように具体的事項を記入してください。） 

 

５ 申請に至るまでの交渉経過 

３月 ３日  賃上げ要求  賃上げ組合員一人平均 14,000 円（基本給の７％）を要求 

３月24日  第１回団交  会社は、○○の理由から回答猶予を要求 

４月 ３日  第２回団交  会社回答 8,000 円（基本給の4％） 

組合は、○○を理由として会社回答を拒否 

その後、４月５日から４月15日までの間、３回の団交を重ねたが進展なく、あっせんを申請した。 

 

 

 

 

６ 争議行為を伴っている場合はその概要 

４月20日以降妥結まで早出、残業拒否 

 

７ 労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項 

協約第25条  会社又は組合のいずれかが、労働委員会にあっせんを申請したときは、他の一方はこれに応

じなければならない。 

申請者の所在地、名称、代表者役職名については、略称を用いないで

正確に記入してください。 

事業所が本社、工場、支店、営業所等２か所以上ある場合は、その所在地、名称を記入してください。 

争議の発端又は要求書の提出から申請時に至るまでの交渉経過を記入してください。 

ただし、別紙を提出しても差し支えありません。 
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第８編 労働組合の過去・現在・未来 

～労働組合の新たな役割～ 
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1 わが国の労使関係の歴史 

（１） 明治期から終戦まで  

明治後半以降、わが国は農業国から商業国へと発展し、次第に工業国への道を歩み始めて、近代資本主義

国家としての形態を整えていきました。 

わが国において労働組合運動が台頭してきた明治30年代以降、労働組合に対しては、使用者の妨害と政府

による抑圧が続きました。その例が、主として労働運動の取り締まりに利用された治安警察法（1900年(明

治33年)制定）であり、この法律は後に治安維持法となって終戦まで続いたのです。 

他方、大正デモクラシーの時、一定の労働組合運動は認められましたが、労働組合法制定には至らず、そ

の後の戦時体制下では、1940年(昭和15年)に日本労働総同盟が解散するなど労働運動自体がなくなってしま

い、政府主導で全国の事業所に産業報国会が組織されました。 

労働者の団結権、団体交渉権および争議権が法的な権利として認められるまでには、世界においても、ま

た日本においても、労働者の長い苦闘の歴史がありました。 

 

（２） 新憲法体制下の労使関係 

ア 財産権と労働者の権利の保障 

戦後新たに制定された日本国憲法（以下「憲法」といいます）は、第29条において財産権を保障してい

ます。この条項は、私有財産を有する者に対して、その財産を利用して富を増すことを認めています。つ

まり生産手段等を有する者は労働力を買って物を製造し、サービスを提供して利益をあげ、また金や土地

を有する者は、預金利子や地代収入で生活しても良いと国家が保障しているのです。 

一方、土地や金や生産手段を持たず、労働力を商品として売って生活せざるを得ない労働者に対して

は、第27条に勤労の権利（労働権）の保障と労働基準を規定して労働者の保護を図り、第28条では労働者

の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障しています。 

イ 勤労の権利（労働権）の保障と労働基準 

憲法第27条第１項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と規定しています。勤労の権利

（労働権）とは、国民が労働の意思と能力を持ちながら、自分で就職先を見つけることができないとき

は、国家が雇用保険の給付をしたり、失業対策を講ずべき義務を負うとして、労働者の生活を保障してい

ます。 

また、同条第２項は「賃金、就業時間、休息その他の労働条件に関する基準は、法律で定める」とし

て、過酷な労働条件で労働者が働かされることのないよう労働者を保護しています。この第27条の保障を

具体化するために、職業安定法、雇用保険法や労働基準法を初めとする労働者保護のための様々な法律が

制定されています。 

ウ 団結権、団体交渉権、団体行動権の保障 

憲法第28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」

と規定しています。労働者が労働条件改善のために労働組合を作り、労働条件などについて使用者と団体

交渉を行い、また団体交渉がゆきづまった場合、その主張を貫徹するためにストライキに訴えるという一

連の権利は 憲法上の基本的人権の一つとして保障されているのです。そして、労働組合法は憲法のこの保

障をさらに具体化するために労働組合活動と団体交渉の保護、助成のための様々な措置を定めています。 

このように、労働者が労働組合を作り、団体交渉をし、ストライキを行う権利は憲法によって国家が保

障している国民の権利です。しかし、いまだに労働組合やストライキについて抵抗感を持っている人もい

ますが、一方、2023年(令和５年)の大手小売業のストライキでは賛同する声もあり、欧米では交通関係な

ども含めたストライキが頻繁に行われることがあっても、労働者の権利として理解を示す意見も多くある

といわれています。 
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２ わが国の労使関係の特質とその変容 

戦後、わが国の労使関係は、1960年代高度経済成長期に確立されました。その特質は、日本型雇用システム

といわれ、その三つの特質が、終身雇用制（長期安定雇用）、年功賃金制、企業別組合です。 

しかし、高度経済成長期も終わり、低成長期を迎える1970年代後半から1980年代、日本経済は成熟し、ま

た、世界経済に主要な地位を占めるに至って、国内外で企業間競争が激化し、製造業からサービス業に産業構

造の重心が大きく変わってくると、徐々にそのシステムが制度疲労したなどといわれるように種々の問題が生

じてきました。近年では、少子高齢社会の雇用、労働力確保の観点からも、さらに2000年代以降のグローバル

経済化やイノベーションの進展などから、雇用システムなどのあり方の見直しが迫られています。 

また、労働者の意識が大きく様変わりをしました。敗戦直後は「生存」＝「食べること」を意味したわけで

すが、生活水準も向上すると、「生存」＝「人間らしく生きる」とは何かを問いかける時代になりました。 

1990年(平成２年)前後のいわゆるバブル景気以降、飽食の時代といわれ、働いて「生きる（生きざるを得な

い）」ことの意味も、とかく失われがちになり、若者の間に深く浸透した「フリーター」も飽食時代の風景と

いえるかもしれません。しかし、そのことも少子高齢社会において、そういいうるかは定かではなく、また一

方で、1990年代前半のバブル経済の崩壊と、その後の就職氷河期、特に2008年(平成20年)のリーマンショック

以降の派遣切り問題などに象徴される非正規雇用の増大による格差問題、非正規雇用問題、ワーキングプア問

題や、今日的テーマであるＳＤＧｓ（「持続可能な開発目標」：環境問題・差別・貧困・人権問題などの課題解

決）の対応が求められるなど不透明感が漂う時代といえます。 

ここでは、まず、日本型雇用システムの特質を述べ、次にその変容が迫られている状況などについて述べる

ことにします。 

 

（１） 日本型雇用システムの特質 

ア 終身雇用制 

終身雇用制は長期安定雇用ともいわれます。一つの企業に定年までの働き場所となることを予定して雇

用される仕組みです。これにより使用者は、労働者を正規従業員として企業内部に抱え長期にわたって研

修訓練をすることが期待でき、企業にとって必要な技能・能力を養成でき、必要な人材確保ができたので

す。第二次大戦後の新たな生産方式に適合する労働者を養成し、養成した労働者を会社にとどまらせつつ

企業が成長し、先進諸国に追いつく、いわゆるキャッチアップには非常に適合した制度といえます。 

その反面、身につけた技能・能力は、他の企業でも通用すると当然にはいえないので、退職することは

ゼロからの再出発することを予定させます。労働者は、その企業に依存する傾向を強め、就職ならぬ「就

社」といわれる様相を呈します。また、企業は比較的長期にわたり労働者の能力判断をすることができ、

企業内部にあって労働者は厳しい競争・選抜にさらされます。淘汰された労働者が企業の活力をそぐ要因

となりますが、雇用保障・年功賃金＝生活が保障されることで、これを最小限にとどめようと図るわけで

す。 

また、長期安定雇用は、景気変動に即応した雇用調整を困難にします。企業は、正規従業員の時間外労

働などで調整できない場合は、長期安定雇用の下にある正規従業員とは別に、臨時工、社外工からアルバ

イト、パートといった労働者を雇用しました。これら非正規労働者は長期安定雇用から無縁の短期の雇用

契約で雇用され、景気の変動による雇用調整弁として機能してきました。このように長期安定雇用が制度

として有効に機能した背景には、その対象外に広範な労働者の存在を前提としていました。 

しかし、1990年代のバブル経済崩壊後は、安価な非正規雇用労働者として、上記非正規の雇用形態に加

え、派遣社員、契約社員などが増加し、2010年代後半以降は雇用者数の約４割近くを占め、正規・非正規

雇用の格差問題が大きく社会問題化するとともに、働き方の多様化が進み、転職など雇用流動性も高まっ

ています。 

イ 年功賃金制 

年功賃金制は、賃金が勤続年数と連動して増加する制度です。勤続給とか年齢給とか呼ばれ、賃金の基

本的部分を占めています。また他の国でも勤続年数に応じて賃金が増えることはありますが、職階を越え

ることはありません。職階を越えて勤続年数とともに増加し、その格差も大きいことがわが国の特徴であ

るといえるでしょう。これに加え、戦前に形成されつつあった、年齢や扶養家族数を反映させるいわゆる

生活給の考え方をベースに、戦後、電産型賃金体系に継承され、労働組合の主流の要求形態となり、労使
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に普及しました。これらの点から、わが国の賃金体系を年功賃金制と呼んで大きな特徴としているので

す。 

しかし、賃金の基本的部分には勤続給の他に職能給や業績給と呼ばれる職務や業績による賃金部分があ

り、基本的部分以外に家族手当などの諸手当や残業手当があり、それらとは別に、夏季や年末の一時金

（賞与）や退職時に支給される退職金もあります。 

年功賃金制は、長期安定雇用と切り離して考えられません。高度経済成長期にあって企業は拡大し、必

要なポストも増加した結果、賃金の上昇と能力アップや地位（職階）の上昇もそれほど矛盾することはな

かったといえます。 

ウ 企業別組合 

企業別組合は、労働組合が戦後民主化の重要な担い手として必要とされたとき、企業別従業員組織（産

業報国会）がその現実的な受け皿となったことが出発点であるように思われます。その特徴は、戦前の企

業内の工員と職員を従業員として一括した点です。それは、企業別組合の組織形態に引き継がれました。 

欧米では、職業別組合などから発展した個人加盟の産業別組合が一般的ですが、日本では、企業別組合

が一般的となると、企業内の待遇格差は縮小されるとともに強力になり、高度経済成長期に企業規模の拡

大とともに賃金アップが実現して労働者生活の向上が進んだのも、その成果といえるでしょう。 

企業別組合は高度経済成長期の間に着実に定着してきました。特に大企業中心に民間企業では、ユニオ

ン・ショップ協定の下で、新規雇用の従業員は会社を辞めない限り組合員となり、組合から除名されると

従業員を辞めなければならないリスクを負うことになります。また、チェック・オフ協定によって賃金を

受け取る前に組合費を差し引かれ、組合に納入されます。使用者が組合員から徴収するものです。こうし

て、組合は、獲得する努力をすることなしに組合員を確保し、組合員から徴収する手間をかけることなく

組合費を得ることができました。これらの協定は、組合が拡大していくことを助けてきました。 

しかし、アルバイトやパートなどの非正規労働者は対象外であり、労働者人口に占める組合員の割合は

組織労働者の数の増加とは裏腹に増えることはありませんでした。 

企業内組合という組織形態は、同じ会社の従業員という仲間意識を基盤にして強固であるといえます

が、それは逆に企業を超えた労働者組織としての限界ともなります。臨時工、アルバイトなどの非正規労

働者の不安定雇用の問題に対して正規従業員化で対応する以上の方法がなかったこと、産業規模の構造再

編に対して合理化反対しか対置できなかったこと、産業構造の再編に対して自らも柔軟に組織を改変ある

いは新たな労働市場の組織化に向けた、労働者主導の職業別・産業別労働市場の形成が十分に出来なかっ

たことなどに、それが端的に現われています。 

 

（２） 日本型雇用システムの変容 

ア 日本経済の成熟と労働意識の多様化 

1970年代前半の高度経済成長期の終焉は、日本経済が成熟期を迎えたことを示すものでした。産業の中

で雇用労働者が多くを占め、従来労働者の供給源であった農林漁業はその限界に達し、不況時に労働者を

吸収することもできなくなり、それに代わる受け皿の中小零細企業もその力はなくなりました。産業構造

もサービス業などの第三次産業が製造業などの第二次産業を上回り、消費中心の社会になってきました。 

世界経済の中で日本経済の重要性は飛躍的に高まり、敗戦からのキャッチアップの時代は過ぎたといえ

ましょう。企業は、高度経済成長期のような拡大を望めなくなりましたし、内外の競争激化に対応するた

めに一層の効率化が求められるようになりました。 

先進諸国からわが国の長時間労働がソーシャルダンピングと非難され出したのもこの時期です。また、

高度経済成長期のひずみが四日市や水俣の「公害」や騒音など社会問題となって現われました。労働災害

の頻発、「はくろう病」といわれる機械の振動による手の血行障害などの職業病、通勤地獄や通勤途上の災

害の増加、長時間労働による労働者の心身の疾病、過労死問題など労働強化や労働環境の悪化が社会問題

ともなりました。 

このような側面の一方では、女性の進学及び社会進出は大幅な増加を示し、特に雇用関係では、学卒後

の就職はもとより育児の一区切りがつく頃の女性のパートなどによる雇用は定着しました。労働者の生活

水準は一定の向上がみられ、一億総中流意識化と言われるような安定を呈したのもこの時期で、それは労

働者の生活の中において、労働の占める位置の多様化をも伴うものでした。労働者も一定の安定下で自ら

の生活を振り返り、これからの過ごし方を考える「ゆとり」も出来たということでしょう。 
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イ 労働者を取り巻く環境 

企業内での労働者の競争は限られたポストへの生き残りをかけた競争へと変化し、競争に敗れた者は出

向・転籍によってグループ・系列企業へと異動（移動）するようになりました。長期安定雇用は、外部労

働市場の形成を阻んできましたので、職業別・産業別労働市場やまったく別の労働市場など企業を超える

外部労働市場での流動化を促進する環境がないわけですから、まったく別の業種に転職することは依然と

して困難なままです。したがって、長期安定雇用という制度を支える柱となる雇用保障は、一企業での労

働者の雇用維持からグループ全体で支えられるように変質していったわけです。この時点から、雇用の流

動化は始まっていたと言えます。しかし、この流動化は企業（グループ）内にとどまるものですから、労

働者の意識は就職より就社であると言われるように、長期安定雇用について雇用を保障する制度の側面を

以前より強く意識されるようになりました。 

他方、派遣という労働形態が法的に認められ、非正規労働者の雇用は常態化しました。正規従業員以外

での雇用の流動化は、より進んでいったものといえるでしょう。 

長期安定雇用の下での能力養成も、コストの観点から見直されるようになりました。 

賃金制度も、効率化の下で諸手当や一時金において業績評価が重視されるようになり、人事考課や査定

によって、労働者個人の能力に目が向けられるようになりました。その結果、年功の賃金総体に占める割

合は、徐々に低くなっていきました。 

ウ 労働組合運動の状況 

企業別組合も、高度経済成長期の間に着実に定着し、労使関係において欠くことのできない地位を築き

ました。また、産業別の組織を作るなど、企業別組織の限界を乗り越える努力もなされてきました。こう

した組合も、成熟期を迎えることになります。サービス業を中心とする第三次産業の割合が増え、雇用労

働者の数も増加している割に組織化は進まず、組織率は1970年代後半から年々低下の一途をたどり今現在

でも歯止めはかかっていません。 

賃金アップに関して高度成長期のような大幅アップは望めませんし、賃金交渉では労働者個人の業績給

の導入拡大に対しては限界がありますし、評価制度導入自体の当否を云々するには企業別組織では難しい

ことでしょう。出向・転籍についても、反組合的な人選に対して個別的には対応できる場合があっても公

平な人選である限りは認めざるを得ず、労働者の個人的な家庭の事情にまでは十分な対応ができないこと

になります。 

また、一部の組合ではユニオン・ショップ協定の下で一般組合員は意見を述べても活動に反映されない

とか、役員の独断による組合運営といった弊害が出てきました。そのような組合では、一般組合員は組合

費を納入するだけの存在になってしまい、一般組合員には組合は身近な存在ではなくなり、いわゆる組織

離れの現象が出てきました。組合もこれに対処しようとＵI（ユニオン・アイデンティティ）の確立に努め

ましたが、それが有効でなかったことは組織率の減少に歯止めがかかっていないことにも現われていると

いえます。 

国民レベルでも、戦後の労働組合運動はある種、曲がり角に来ていました。官公労働者（公務員や公社

職員）の剥奪されていたストライキ権はその回復が射程距離に入ったといわれたほど、かつての組合運動

は活発でした。しかし、民間労働者の方は、先にも述べました個人的な家庭の事情に十分な対応が出来な

いという状態がひそかに浸透していました。春季賃金闘争として定着した賃上げ闘争も、それだけでは多

様な国民意識を反映していないとして、国民的な課題を掲げ実現を目指す「国民春闘」という言葉が使わ

れました。しかし、大きく変わる産業構造の変化に対応し切れなかったといえるでしょう。 

官公労働者のスト権問題は公社が民営化されることによって大きく後退し、その後の官公労働運動の行

き詰まりは「おとな」の労働運動としての政策提案・実現へと動いていくことになります。 

 

（３） バブル崩壊と1990年代  

低成長期での動向は、バブル経済によって頓挫してしまいます。例えば、低成長期における労働時間削減

問題も、時間外労働の増加でかき消されたようにです。さらに第二次ベビーブームの存在が、経済の膨張を

可能とする労働者供給源としてありました。 

しかし、バブルの崩壊・長期不況は、リストラ・雇用調整となって出向・転籍、整理解雇の問題を提起す

ることになります。時間外労働の減少は、労働時間削減問題を新たな労働の有り様を模索するのではなく、

雇用創造の方法としてのワークシェアリングが論じられることとなりました。 
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ア 労働市場の流動化 

経済のグローバル化やＩＴ革命などによる急激な企業組織の変貌は、企業に、より一層の効率化と変化

への迅速な対応を求め、雇用システムの見直しが避けられなくなりました。例えば、従業員構成の観点か

ら旧・日経連が「新時代の『日本的経営』」（1995年(平成7年)刊行）で示した「労働市場流動化に対応した

従業員構成モデル」は、管理職・総合職・技術部門の基幹職は少数精鋭の長期安定雇用の下で、企画・営

業・研究部門の高度専門職は急速な動きに機敏に対応できるプロとして中期間雇用の下に、一般の事務・

技術・営業職は短期間雇用の下に、従業員を構成するというモデルを提示しました。  

イ 企業経営の有り様の変化 

企業経営の置かれている環境は、経済のグローバル化に伴う、より迅速な対応を企業に迫るものでし

た。 

キャッチアップに適合するように講じられてきた様々な保護が逆に、その迅速な対応をする上での規制

＝足かせとされ、それが「規制緩和」の大号令を引き起こしました。加えて、バブル崩壊に露呈した、わ

が国経済の上げ底は｢不良債権｣となって、わが国経済の回復や企業経営の迅速な転換を困難にしました。 

経済のグローバル化に伴って、世界の株式市場や為替の動きが企業経営に大きな影響を及ぼすようにな

り、今までのメーンバンク方式では、銀行は融資が回収できるかの観点から経営に関心を払ってきまし

た。その限りでは経営は長期の経営方針を立てることが可能でありましたが、銀行自体が不良債権を抱え

資金の調達を株式市場に求める比重が増大した結果、企業経営は株式市場の反応に左右されることになり

ます。それは短期の収益の多寡に反応し、また退職年金の内部保留などで企業の体力や体質が判断され、

その結果は株価に敏感に反映します。短期の収益に関心が向かざるを得ないように、経営自体の有り様も

また変化しているのです。 

ウ キャリア形成の変化 

変化への迅速的な対応を求める動きは、企業内部での長期にわたる能力養成を困難にしています。ＯＪ

Ｔによる自前の技術養成は減少し、汎用の技能に代替する傾向は深刻な技能労働者不足を招いています。

長期安定雇用下での激烈な正規従業員間の競争によって高度な能力や技能が獲得・維持されてきたのです

から、長期安定雇用の部分が早い時期での淘汰によって縮小される、そのような競争が以前のような能力

や技能を維持することは困難でしょう。技能が維持し発展していくためには、別のシステムが講じられる

必要があるでしょう。また、汎用の技能をどう養成していくのか、労働者個人の努力に委ねられるにして

も、それが雇用やキャリアアップに結びつく市場の形成にはなりません。 

ＩＴ化の急速な流れと変化は専門技能の急速な陳腐化をもたらし、企業は、外部からの直接雇用、部門

自体の外注化あるいは部門自体の分社化などで対応しようとしています。 

エ 労働契約の多様化・個別化 

労働契約の多様化は一層進み、企業内には長期安定雇用の正規従業員、短期雇用の多いパート・アルバ

イト、社員の直接雇用社員の他、出向社員、派遣社員、業務下請社員、独立請負契約社員など多様な雇用

形態の労働者が一緒に仕事をするようになりました。長期安定雇用の下にある正規従業員の割合は低下

し、雇用の流動化は着実に進行しています。このことは、企業の中に多様な労働契約あるいは請負契約の

下で就労している労働者あるいは請負契約者がいることを意味します。従来のような、基本は期間の定め

のない定年までの長期安定雇用の労働者、例外は季節工、臨時工やアルバイト、パートといった短期間雇

用の労働者というような単純なものではない多様な労働契約があり、中には派遣社員のように他の使用者

の労働契約に基づいて指揮命令だけ受けている雇用形態の労働者や労働契約類似の者もいます。多様な労

働契約の間では当然に労働条件に違いがありますし、同じ労働契約の中でも勤務時間が異なるなど個別に

労働条件の違いが見られます。 

しかし、労働契約の多様化の中で、正規、非正規の不合理な労働条件格差が課題となり、2007年(平成19

年)のパート労働法改正や2012年(平成24年)の労働契約法改正による均衡待遇規定創設を経て、2018年(平

成30年)制定の働き方改革関連法により改正されたパート有期雇用労働法および派遣労働法において、雇用

形態に関わらない公正な待遇の確保（いわゆる同一労働同一賃金）が推進されるようになりました。 

オ 能力主義人事制度 

長期安定雇用に代わるシステムとして、先に述べましたように基幹職や高度専門職といった管理部門、

事務部門や研究開発部門を中心にして能力主義・業績主義人事制度が導入されているところが多くなって

います。長期安定雇用制での能力評価が労働者の潜在能力に対してなされてきたものであったのに対し
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て、能力主義人事制度では顕在化した能力に対して評価をするというものです。潜在能力は将来顕在化す

ることが期待できる能力であるのに対して、顕在能力は一定の成果を出すことが現時点で求められるわけ

ですから、能力は結果で示されることになり、業績主義ともいわれるわけです。 

能力主義人事制度には、二つの面があるように思われます。一つは、職務（仕事）に人をどう就ける

か、です。もう一つは、その人材の能力発揮の動機付けです。これは、報酬に関する面です。年俸制がよ

くいわれる制度ですが、これは後で述べます。 

職務に人をどう就けるかは、企業内部の昇進によってきたわが国においてアメリカのような外部からと

いうのは簡単ではないでしょう。先の旧・日経連モデルでも中枢部門は内部昇進を堅持して、専門プロ職

は外部からということのようです。労働市場の流動化の方向は避けられないでしょうが、その職務内容の

明確化が一層必要となるでしょう。企業はどんな能力に期待しているのか、曖昧さは極力排除しなければ

なりません。曖昧なままでは公正さを欠き、内部の者の活力を削ぐことにもなりかねないからです。ま

た、人材を供給する企業(グループ)を超えた職業別・産業別労働市場、さらにそれらを超える労働市場を

形成することが必要でしょう。これら市場が無いことは、人材がスムーズに供給されないということもさ

ることながら、転職をも視野に入れて労働者自らが判断し得る能力評価の基準も機会もないことを意味す

るからです。 

職務内容とその職務に必要な能力の価値を明確にすることの重要性は、その能力評価に関わります。つ

まり、報酬、成果主義賃金です。これも成果だけで職務内容もその価値も曖昧では、先に述べたことに加

えて低く抑えられた労働コストを労働者間で取り合うことで終わってしまいます。 

労働者自身が企業の自分に対する能力評価がどうであるのかを検証し、場合によっては転職する、それ

ができるシステムでなければならないと思います。つまり企業（グループ）を超えたシステムが必要でし

ょう。 

その上で企業の評価システムが問題になります。目標設定・管理が行われています。従来の学歴や年功

を考慮した職能給や賞与支給の際の考課や査定とは異なり、職務内容を明確にして具体的目標を労働者個

人と相談の上で設定して成果を評価する、ある意味では、賃金の個別交渉のようなものです。 

年俸制になると対等な立場で賃金交渉をするわけで、ちょっとプロ野球選手の年俸交渉のようです。労

働者個人では交渉の対等性確保の点において、先ほどの外部市場とのリンクが最低限必要になるわけで

す。成果の評価基準の客観化、公正さ、合理性が求められ、制度への信頼確保が重要になるでしょう。少

なくとも、評価に対する第三者的な苦情処理制度を設ける必要があります。 

また、能力主義人事は、敗者復活の機会も用意されるべきでしょう。さらに、結果として成果が出なか

ったとしても、その過程を評価基準に組み込むことも必要ではないでしょうか。これがないと安全な目標

しか設定できないことになり、企業の活力を殺ぐことにつながるでしょう。また、協力してフォローする

ことも期待できないでしょう。失敗は、プラス評価されるべきです。ただし、どう対処したかが重要で

す。顧客重視の企業経営では、どのくらい失敗を表に出させることができるかが企業の存亡を左右すると

考えるべきです。 

カ 労働組合 

企業別組合は、このような事態に対処する企業を超えた市場形成を、自らが企業や政府から離れて構築

できているのか、企業内において、組合は職務評価基準や成果の評価基準の策定に、どのくらい関与して

いるのか、苦情処理制度についても同様で、十分対応するための労働組合の取り組みが必要ではないでし

ょうか。 

先に述べましたように、労働者の就業形態は、急速に流動化、多様化そして個別化に向かっています。

労働者の労働環境や私的生活環境を確保していくためには、個人のプロフェッショナリティだけでは不十

分です。 

また、パート、組合に加入していない従業員や中間管理職の不当配転、不当解雇や賃金不払いに、企業

内組合では十分対応できていないことから、近年は、これらの企業別組合に組織されない労働者の「駆け

込み寺」のような役割を果たす労働者組織（コミュニティユニオン＝個人加盟組合＝合同労組）が増加し

ています（第２編「労働組合」９頁参照）。 

 

 

 

第８編 

労
働
組
合
の
過
去
・
現
在
・
未
来 



104 

 

（４） 少子高齢社会の雇用システム 

わが国は、前記（３）での問題に対応する新たな雇用システムを模索しつつ、少子高齢社会に突入しまし

た。少子高齢化は単に人口ピラミッドが逆三角形のようになるだけではなく、わが国経済を支える労働者の

量的減少をもたらします。高齢者、女性や外国人労働者の雇用増大を前提として、どう新たな雇用システム

を構築するのか差迫った課題です。 

また、長期安定雇用の下での定年制は、労働力の世代間での新陳代謝を果たすものでした。定年が労働市

場からのリタイヤとして機能し、世代間の技能や管理能力を含めた広い意味での能力の受け渡しを行ってき

たといえるでしょう。先に述べました労働市場の流動化とともに、これまで蓄えてきた技術や能力養成シス

テムは急速に崩れてきています。 

少子高齢社会において、公的年金支給開始年齢の段階的引上げに伴って、高齢者の雇用維持が 推進され

ています。65歳までの雇用延長など高年齢者雇用確保措置の義務化(2013年(平成25年))から、さらに70歳ま

での高年齢者就業確保措置の努力義務化(2021年(令和３年))されましたが、この雇用延長は、管理職など世

代間の新陳代謝を阻害する要因にもなります。また、活力ある企業運営にとって、高齢労働者の活用など問

題は山積みしています。 

 

（５） 労働組合の組織率と組合員数 

集団的労使関係を見ていく場合、雇用労働者の中で組合員を組織している率（組織率）は注目されます

が、日本の場合は2023年(令和５年)６月末現在で16.3%（約994万人）にとどまっています。 

しかし組織率は1949年(昭和24年)に55.8％(約666万人)の最大となって以降、低下傾向ですが、組合員数

は増加し、1973年(昭和48年)以降、倍増の1,200万人台で推移し、1994年(平成６年)に約1,270万人(24.1％)

と最大で以降減少してはいますが、近年は1,000万人前後で推移しています。これは、雇用者数の増加が著

しく、1949年(昭和24年)が約1,193万人に対し、2023年(令和５年)は6,109万人と５倍超となり、1990年代以

降増加した非正規雇用労働者などをはじめ、組合の組織化が追いついていないことを表しています。 

 

（6） 今日的状況の中での若干の課題提起 

グローバル経済化とともに、急速に進むＩＴ化・デジタル化の中で、ＤＸ（デジタルトランスフォーメー

ション）が進み、ＡＩによる飛躍的な科学技術の進展は、社会の隅々に影響をもたらし、雇用のあり方にも

大きな影響を与えています。 

さらに、先にも示したＳＤＧｓ（「持続可能な開発目標」：環境問題・差別・貧困・人権問題などの課題解

決）では、雇用における人権の視点が問われるとともに、男女差別や障がい者差別問題とあわせ、いわゆる

LGBTQは、職場の人権のあり方も問われています。 

2020年代初めのコロナ禍で急速に普及してきたテレワークなど、働き方の多様化が進んでいます。 

雇用のあり方についても、日本型と言われるメンバーシップ型雇用から、欧米型といわれるジョブ型への

移行が議論され、職務給が基本となると思われるジョブ型の拡大が、崩れつつあるといわれている終身雇

用、年功序列賃金へのさらなる影響が拡大すると思われます。 

日本は世界に先駆けて進む少子高齢化によって人口減少社会に突入する中で、副業・兼業の普及・拡大も

進められようとしており、拡大した非正規雇用とともに、いわゆるギグワーカーはじめ、雇用類似の請負・

フリーランスの拡大と、その働く環境の保護・整備が進められていますが、より一層の充実が求められてい

ます。 

上記とあわせ、人口減少社会の中の人手不足対策として、女性や高齢者の就労拡大が求められており、多

くの課題がいわれています。 

また、人口減少＝労働力減少のなかで、外国人労働者の積極的受け入れが必要とされ、その社会的な受け

入れ体制の不備が指摘されています。 

これらとともに、経済のグローバル化の中で、企業の統合・分割・再編等が頻発化しており、労働者保護

の観点から、現行の労働契約承継法のみならず、一層の労働組合の取り組みも必要ではないかと思われま

す。 

労働組合の組織率の低下についても、働き方改革の推進や労働環境の改善などに向けた、労働組合の使用者

との交渉力や、国の労働政策などへの社会的影響力の低下が問題になりえることから、労働組合の組織拡大、

求心力の確保が大きな課題といえます。 
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★ 労働運動の歩み（全国） 

 

１８８６年（明治１９年） 甲府雨宮生糸紡績所で女工のスト 

１８９９年（明治３２年） 活版工組合結成 

１９００年（明治３３年） 治安警察法制定 

１９１１年（明治４４年） 工場法制定（施行は１９１６年） 

１９１２年（明治４５年） 友愛会結成 

１９２０年（大正 ９年） 日本最初のメーデー（横浜公園、５月１日） 

１９２１年（大正１０年） 日本海員組合結成 

１９２５年（大正１４年） 治安維持法制定 

１９３６年（昭和１１年） 第17回メーデー禁止 

１９３７年（昭和１２年） 日中戦争はじまる 

１９４０年（昭和１５年） 大日本産業報国会結成 

１９４１年（昭和１６年） 太平洋戦争はじまる 

１９４５年（昭和２０年） 敗戦 

１９４６年（昭和２１年） 日本国憲法公布（施行は１９４７年） 

 第17回メーデー 

１９４７年（昭和２２年） ２・１ゼネスト中止 

１９５０年（昭和２５年） レッドパージ 

 日本労働組合総評議会（総評）結成 

１９５５年（昭和３０年） 春闘はじまる 

１９５９年（昭和３４年） 三井三池闘争 

１９６０年（昭和３５年） 安保反対闘争 

１９６４年（昭和３９年） 全日本労働総同盟（同盟）結成 

１９７５年（昭和５０年） 公労協がスト権スト 

１９８７年（昭和６２年） 同盟解散 

 国鉄民営化 

１９８９年（平成 元年） 総評解散、日本労働組合総連合会(連合)と全国労働組合総連合(全労連)結成 

１９９３年（平成 ５年） 総評センター解散 

１９９４年（平成 ６年） 友愛会解散 

２００３年（平成１５年） 公労協・公務員共闘・全官公解散、公務公共サービス労協結成 

２００７年（平成１９年） 郵政民営化 

 

★ 労働団体の現状 

1989年(平成元年)11月、新「連合」（日本労働組合総連合会）と「全労連」（全国労働組合総連合）が結

成され、わが国労働界の地図が大きく塗りかえられました。かつて「労働四団体」と呼ばれていた総評、

同盟、中立労連、新産別は解散し、連合と全労連がナショナルセンター（全国中央組織）として、わが国

の労働運動を指導しており、この他の主要団体として全労協（全国労働組合連絡協議会）があります。 

これらのナショナルセンターの下に、さらに全国産業別組織が（多くの場合、地方的組織や府県的組織

を通じて）各単位組合につながっています。この産業別組織の大部分は連合体形式を採り、上部団体の決

定は構成団体を拘束して結合形式としては協議組織よりも強くなっています（産業別の組織の中には単一

組織形態を採るものもあります。これは連合体が団体加盟であるのに対して組合員の個人加盟である点で

異なっています。産業別の単一組織は略して単産と呼ばれています）。 

以上の他に地域別組織（地域、県単位など）があり、神奈川県単位では、ナショナルセンターの地方組

織として、連合系の連合神奈川（日本労働組合総連合会神奈川県連合会）、全労連系の神奈川労連（神奈川

県労働組合総連合）のほか、全労協系の神奈川県共闘（神奈川県労働組合共闘会議）があります。 

第８編 



106 

 

３ これからの労働組合の役割と課題 

敗戦後40年を経た1980年代後半には、わが国の労使関係も成熟期に入りました。生産人口に占める雇用労働

者の割合は８割ほどに達し、産業も第三次産業の割合が６割を超えました。この産業構造の変化は、サービス

業を中心にアルバイトやパートと言った就労形態や勤務時間などの勤務体系が多様化や、事務部門、研究専門

職部門などホワイトカラーの一層の効率化を図るため勤務時間や報酬などに工夫が試みられるようになり、例

えば報酬については、より一層職務給の部分が増え、人事考課・査定などがなされるようになりました。 

このような傾向は労働契約の多様化・個別化を招き、1947年(昭和22年)に制定された労働基準法の改正を迫

るものでした。また、女性労働者の社会進出に伴い、職場における男女の格差やあつれきもまた大きな社会問

題となりました。こうした個別的労使関係の領域での多様化の流れは、それに対応する法制度の整備を促すも

のでした。 

1980年代後半の個別的労使関係領域での法整備は、労働時間に関する労基法の改正や男女雇用機会均等法な

どの制定という形で現れました。その中では従業員代表制の活用が目につきます。従業員代表は直接には労働

組合本来の活動、つまり組合員の労働条件の改善→使用者に団体交渉を要求→団体交渉による合意→労働協約

の締結とは異なりますが、労働組合が関与することもでき、労働組合が重要な役割を果たす場面も出てきまし

た。 

 

（１） 過半数組合の役割 

ア 労使協定方式の増加 

労使協定とは、使用者が労基法の規定に従い各事業場において過半数労働者を組織する労働組合がある

場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は過半数労働者を代表する者と締結する書面のこと

をいいます。以前は、賃金の一部控除に関する協定（第24条第１項）、時間外労働・休日労働に関する協定

（第36条、いわゆる「36協定」）や社内預金の受入れに関する協定（第18条第２項)）などに限られていま

したが、1987年(昭和62年)法改正以降、この労使協定による制度が大幅に増えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 労使協定以外にも過半数組合が関与する主なものとして、就業規則の作成・変更における意見聴取

（労基法第90条第１項）、安全衛生改善計画の作成における意見聴取（安衛法第78条第２項）、安全委員

会・衛生委員会・安全衛生委員会の委員の推薦（安衛法第17条～19条）などの他、後述(２)の労使委員

会の労働者代表委員の推薦があります。 

過半数組合は、このような制度を導入するか否か、導入するとしてどのような内容にするかを決定す

る役割を担います。もちろん制度導入のための取り決めですから、労使協定に書かれた内容で労働する

（労働させる）ためには就業規則や労働契約などにそのことを定めておかなければなりません。 

以上述べたとおり、労働組合の果たす役割は、この新制度の増加により大きくなったといえるでしょ

う。 

★ 労使協定による主な制度 

（ア） １か月以内の期間の変形労働時間制に関するもの（労基法第32条の２） 

（イ） フレックスタイム制に関するもの（労基法第32条の３） 

（ウ） １年以内の期間の変形労働時間制に関するもの（労基法第32条の４） 

（エ） １週間単位の変形労働時間制に関するもの（労基法第32条の５） 

（オ） 一斉休憩原則の適用除外に関するもの（労基法第34条第２項） 

（カ） 月60時間超の法定割増率引き上げに相当する有休代替休暇付与に関するもの（労基法第37条第３

項） 

（キ） 事業場外労働の労働時間のみなし労働時間に関するもの（労基法第38条の２第２項） 

（ク） 一定の専門職に関する裁量労働制に関するもの（労基法第38条の３） 

（ケ） 時間単位の年休に関するもの（労基法第39条第４項） 

（コ） 計画年休に関するもの（労基法第39条第６項） 

この労使協定については、育児介護休業法（第６条第１項など）や労働者派遣法（第30条の４）にも

取り入れられています。 
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★ 労使協定と労働協約の違い 

(出典 原昌登「コンパクト労働法 第2版」P32(新世社・2020年(令和2年))を基に作成) 

※ 2019年(平成31年)４月(中小企業は2020年(令和２年)４月)から働き方改革による労基法改正により、

時間外労働の上限規制が新たに設けられました。時間外労働が上限規制の時間を超えると、業務上疾病

（脳・心臓疾患）が発症する可能性が高まるとされており、36協定の締結にあっては、健康確保の観点

から、時間外労働は最小限にとどめることが必要であり、過半数労組の役割はより高まっています。 

 

（２） 労使委員会 

2000年(平成12年)の労基法改正により新設された企画業務型裁量労働制を導入するときは、使用者は、複

数の労働者代表委員とそれと同数の使用者代表委員とで構成される労使委員会で５分の４以上の多数による

決議をしなければなりません（労基法第38条の４第１項）。この労使委員会は、時短促進委員会が下地とな

っていると言われたりしますが、企画業務型の裁量労働制の新設に際して初めて登場したものです。労使委

員会の労働者代表委員は、労使協定の場合と同様に労働者の過半数を組織している組合があればその労働組

合（過半数組合）が労働者を代表して労働者代表委員を指名できますので、企画業務型裁量労働制を導入す

るか否かという場面で、組合員でない労働者をも代表して大きな役割を果たすことができるのです。 

ところで、この労使委員会は、賃金、労働時間などの労働条件全般について調査審議して事業主に意見を

述べることを目的として設置されるものです。言い換えれば、企画業務型裁量労働時間制の導入のみを目的

に設置されるものではありません。また、この委員会は、労使協定のときの従業員代表とは異なり常設の機

関でもあります。さらにまた、先に述べました労使協定の締結のほとんどにも関わり、委員会の委員の５分

の４以上の多数による決議が労使協定にとって代わることも認められています（労基法第38条の４第５

項）。さらに働き方改革により2019年(平成31年)に創設された高度プロフェッショナル制度についても、労

使委員会の決議が導入の要件となっています。 

このように、労使委員会は、労働条件全般にわたって影響力を持つ制度です。このことは労働組合の役割

にも影響を与えます。つまり、過半数組合であれば、組合は、労使協定の場合と同様の、また常設であるこ

とを考慮すれば、それ以上の影響力を持つものといえますし、労使委員会が労働条件全般にわたって意見を

述べることを目的としていることを考え併せると、過半数組合は全労働者の労働条件決定に関与できるとい

えます。 

 

（３） 労働時間等設定改善委員会 

労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法（1992年(平成４年)制定）を、2006年(平成18年)４月に改正し

た労働時間等の設定の改善に関する特別措置法は、労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すこ

とを目的に制定され、労働時間等設定改善委員会（以下｢委員会｣と略す）の設置が事業主の努力義務と定め

られています。 

働き方改革により2019年(平成31年)４月から施行された同法の改正では勤務時間インターバル制度の導入

が努力義務とされたほか、委員会で代替休暇、年次有給休暇の時間単位取得、及び計画的年休制度に関する

事項について、その委員の５分の４以上の多数による議決が行われた時は、当該議決はこれらの事項に関す

る事業場ごとの労使協定と同様の効果を有するものとされました。 

この労働基準法の特例を受けるための要件として、委員会の決議に先立ち、事業場ごとの労使協定によ

り、当該事業場における代替休暇については、委員会の審議に委ねることを定めるとともに、当該委員会の

委員の半数は、過半数組合、なければ過半数代表の推薦に基づき指名された者であることが必要です。 

このようなことからも、重要な基本的労働条件である労働時間について、過半数組合の果たす役割は大き

いものといえます。 

 役   割 締 結 当 事 者 適 用 範 囲 

労使 

協定 
労基法等の原則の例外設定 

過半数組合、なければ 

過半数代表者と使用者 
当該事業場の労働者全体 

労働 

協約 
組合員の労働条件の設定等 

労働組合（少数組合とも締結）

と使用者 

原則当該労働組合の組合員

のみ（例外・拡張適用） 
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（４） 従業員代表制の表と裏 

労働組合がない事業所等でも、従業員代表を選ぶことができます。従業員代表制は従業員の集団的な労使

合意の道を拓くことになり、従業員にとっては好ましいといえるかもしれません。 

しかし、労働組合は必要ないということにはなりません。なぜなら労使協定を代替したり、企画業務型裁

量労働制や高度プロフェッショナル制に関する労使委員会の決議は、これらの制度導入のための取り決めで

あって、直ちに従業員個人の労働条件となるわけではありませんので、個々の従業員の労働条件とするに

は、就業規則にその内容を定めるとか個人が同意し労働契約の内容とするしかないのです。 

組合がない中で、このような諸制度を導入するか否かについての集団的意思を形成する過程で個人の自由

な意思は表明できるでしょうか。この場合、不当労働行為制度のような制度的な裏付けはありません。その

意味では、労働組合があるのとないのとでは大きな違いがあるといわざるを得ません。例えば、労働組合の

ない事業所等では、従業員組織として「社員会」のようなものが管理職も入って作られることがあるかもし

れません。もちろん、経営に参画する管理職が従業員代表となることは法的には認められませんが、より重

要な点は、少なくともそのような従業員組織は労働組合のような労働者（従業員）の自主的組織とは認めら

れませんから、その組織の中から当然には従業員代表を選出したり指名したりすることはできないというこ

とです。 

また、実際には全従業員による選挙などで従業員組織からの代表者が選出されたりしていますが、労使の

利益が相反する場面で管理職もいるような従業員組織で従業員が自由に自らの意思を表明できるでしょう

か。労働組合の場合とは異なり難しいことではないでしょうか。労働組合を作る意義は、従業員代表制度に

よりなくなったとは到底いえないでしょう。 

 一方、労働組合がある事業所等では、過半数組合を目指すことが当面の課題ということになるでしょ

う。また、過半数組合になったとして、他の組合員である従業員や組合に加入していない従業員をも代表す

るという点で、過半数組合はこれらの従業員の意思をどのようにこれらの制度に反映させていくかを逆に問

われることにもなります。さらに、従業員集団としての企業別組合では、限界があることにも留意すべきで

しょう。企業の経営状況から離れて自らの取るべき行動を判断することは困難になるからです。雇用市場の

流動化が言われ、能力主義管理がいわれる昨今にあっては、この限界をどのように超えるかが労働組合の差

迫った課題であるといえるのではないでしょうか。 

 

４ 労働条件の変更、整理解雇、企業分割と労働組合 

近年のリストラ（企業再編）は、不況脱出の一過性のものではありません。これまでの企業内労働市場を改

め、外部労働市場との流動性を持たせようとする雇用制度の構造改革だからです。この中での最大の焦点は、

解雇（特に「整理解雇」）、会社分割（商法改正）に伴う労働者の行く末のルール付け、そして、これらに関連

する労働条件の変更です。この中で、労働組合が担っている役割はとても重要です。 

 

（１） 労働条件の変更  

前述の就業規則による労働条件の変更は、企業の経営上の判断からなされるものですが、労働者にとって

は不利益な変更となることが多く問題とされ、これが労働契約法第10条に規定されました。そこで、労働条

件が労働者にとって不利益に変更される場合には、判例により一定の要件を充たす必要があるとされてきま

した。すなわち、① そのような変更することに業務上の必要性があるのか、② 労働者が被る不利益の程度

はどのくらいか、③ 不利益を緩和する工夫（代償措置）はなされているのか、④ 労働者との協議は十分な

されたのか、などが、その変更の合理性を判断する基準です。④のように雇用の安定を図る上からも、さら

には使用者の一方的で恣意的な変更に歯止めをかける上からも、労働者との協議の場は労使の利害が対抗す

る場面でもありますから、労働組合が重要な役割を演じる場でもあるわけです。 
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（２） 整理解雇  

整理解雇に関しては、従来から裁判例で、これが認められるには、四つの要件（要素）を充たすことが必

要であるとされてきました。もっぱら経営上の都合で、解雇という労働者にとって重大な不利益を生じさせ

ることになるから、というのがその理由です。具体的には、① 人員削減の十分な必要性があること、② 配

転出向などの解雇回避の努力義務を尽くしたこと、③ 解雇対象者の選び方が公正・妥当であること、④ 労

働者・労働組合への説明・協議を尽くしたことなどです。 

この四つの要件（要素）のうち、最後の④の要件が今後重要になっていくことでしょう。 

 

（３） 会社分割  

会社分割に際しても、分割を株主総会で決める前段階で、分割以後の労働協約の適用をどうするのかや、

分割に伴う移籍について従業員（組合員）の意向をどう反映させるのかについて十分協議していくことが必

要となります。このことは、使用者にとってもスムーズに会社分割を進める上で大切であると思われます。

さらに、前述の整理解雇や労働条件の変更は、例えば分割した会社が別の会社に吸収されるというような場

合に吸収する会社の労働条件とあらかじめ統一を図っておくとか、分割前に余剰人員を予め整理することも

ありますし、逆に、分割によってできた新会社が労働条件を見直してこれを引き下げるとか、整理解雇をす

るとか、ということもあり得るわけです。 

2000年(平成12年)に成立した労働契約承継法は、労働者保護の観点から、会社分割に伴う労働契約・労働

協約の承継のルールや、過半数組合、なければ過半数代表との協議等について定めています。 

このことからも明らかなとおり、労働組合の役割は、今まで以上に重要になっているといえましょう。 

 

５ 働き方の多様化の進展 

本編「２ 我が国の労使関係の特質とその変容」でも述べたとおり、我が国の就業構造は、終身雇用の正社

員中心から大きく変わり、パートタイム労働者や派遣労働者といった有期の非正規労働者の割合が増加し、全

体の４割近くを占めるに至っています。これらの労働者の組織化が課題となっていますが、労働組合の努力に

より、全体の組織率が低下している中で、非正規労働者の組合員数は増加傾向にあります。 

雇用の安定に向け、労働契約法の中に雇止め法理や無期転換制度が規定され、さらに働き方改革により2020

年(令和２年)４月より施行されたパート有期雇用労働法の中に不合理な待遇差の禁止が規定されたところです

が、考慮要素の一つである「その他の事情」には、労使交渉の経緯も含まれます。少子高齢化が進む中で、組

織化と合わせて、非正規労働者の処遇の改善に向けた労働組合の役割は大きいものといえます。 

また、2020～23年(令和２～５年)の新型コロナ禍で傭車運転手や建設従事者など従来からの働き方に加え、

インターネット上のサイト（プラットフォーム）で仕事を受注するギグワーカーなど、新たな分野で雇用関係

によらないフリーランスで働く人達が増加しており、政府はフリーランスとして安心して働ける環境を整備す

るためのガイドラインを策定し、フリーランス新法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）が

2023年(令和５年)４月に制定されたところです。 

こうした新しい働き方の動きに対して、すでに組織化の動きも始まっていますが、労働組合としてどのよう

に対応していくかも、これからの重要な課題といえます。 

 

以上、2020年(令和２年)前後から様々な新たな労働問題等がクローズアップされており、労働組合が取り組

む必要のある課題を、すべてを網羅できませんが、不十分ながら整理すると、以下のとおりです。 

 

（1）新型コロナ禍で急速に普及してきたテレワークなど働き方の多様化が、どこまで拡大・定着するか。 

（2）日本型といわれるメンバーシップ型雇用から欧米型といわれるジョブ型への移行が議論されている雇

用形態(雇用のグローバル化含め)の変化の可能性。職務給が基本となると思われるジョブ型の拡大が、

崩れつつあると言われている終身雇用、年功序列賃金へのさらなる影響。これによる終身雇用等を基

本、前提とした雇用制度の変化と労働法制・判例への将来的な影響 

（3）副業・兼業の普及・拡大の可能性 

（4）拡大した非正規雇用とともに、雇用類似の働き方としての請負・フリーランスの拡大と、その組合へ

の組織化の動き 
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（5）少子高齢化で人口減少社会に突入する中で、人手不足が進み、女性の就労拡大の促進と男女雇用平

等、子育てや介護支援としての仕事と家庭の両立支援、高齢者の就労継続支援が急務 

（6）上記人口減少＝労働力減少のなかで、外国人労働者の積極的受け入れと活用、その社会的な受け入れ

体制整備が不可欠。さらに障がい者、ＬＧＢＴＱなど含めた雇用の多様性（ダイバーシティ）の推進 

（7）企業の統合・分割・再編等の頻発化による雇用に及ぼす影響と、これがもたらす組合組織の影響 

 

以上の雇用形態・労働態様の変化、多様化や、労働市場の一層の流動化等とともに、これらが集団的労使関

係、特に労働組合の活動や組織のあり方にどう影響するか。 

具体には例えば、テレワークが定着する中で、職場単位での活動など、従来の労働組合運動は対面型活動が

ほとんどであった中で、どう変化するのか否か。 

その他雇用形態・労働態様の変化も含め、増加してきたいわゆる個人加盟のユニオン型の運動・組合のみな

らず、既存の企業内労組、その集合体としての産別組合の活動・組織のあり方にどういう影響がもたらすか。 

これらの働き方（労働態様）・雇用形態の多様化として、その定義や評価、影響は確定していませんが、外

部労働市場の流動化を含め、今後の労使関係・労働組合のあり方に影響をもたらす可能性があります。 
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